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那須塩原市建設経済常任委員会 

 

令和元年９月６日（金曜日）午後 １時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一 委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌 田 栄 治    

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．協議事項 

  （１）９月定例会における委員会の運営（付託予定議案、日程等）について 

  （２）常任委員会の調査・研究テーマについて 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 改めまして、皆さんお世話になります。 

  お忙しいところをお集まりいただきまして、あ

りがとうございます。 

  本日は、９月定例会中の常任委員会の日程及び

常任委員会の調査研究テーマについて協議をした

いと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  ただいまから建設経済常任委員会を開会いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○星委員長 ２の協議事項に移ります。 

  （１）９月定例会における委員会の運営（付託

予定議案、日程）についてを議題といたします。 

  事務局から説明をお願いいたします。 

○鎌田書記 （９月定例会における委員会の運営に

ついて説明） 

○星委員長 説明が終わりました。 

  委員の皆さんから何かご意見等はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ご意見がなければ、９月定例会におけ

る建設経済常任委員会について、お手元に配付の

日程及び決めた時間で実施したいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、次第のとおり

実施することといたします。 

  続いて、（２）常任委員会の調査・研究テーマ

についてを議題といたします。 

  こちらは、先日、8月30日に市民目線の道路整

備をテーマに、信号機の設置状況及び道路の要

望・状況などについて所管事務調査を行いました。 

  先日の所管事務調査のときには、時間の関係で

協議はできませんでしたが、今後委員会としてこ

のテーマにどのように取り組んでいくか、皆さん

と協議をしていきたいと思っております。 

  委員の皆様から何か、今後の取り扱いについて、

どのように取り組んでいくかということで、ご意

見がありましたら、よろしくお願いいたします。 

  市民目線の道路整備は１年間をテーマにしてお

りますので、先日の信号機の設置状況については、

先日説明したとおりです。 

  道路課からの市政懇談会のときに、自治会から

出てきたものもありましたけれども。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 この前の執行部から出されたやつとい

うのは、少なかったですよね。あれは今回のやつ

なので、それは過去にさかのぼると、もっといっ

ぱいあるはずです。満足いかないところもたくさ

んあると思うんだよね。本当はそういうところ、

掘り起こしたいというのが自分の中のテーマなん

です。 

  だから1年間なので難しいんですけれども、変

な話、自治会のあり方については市によって違う

んですけれども、自治会長さんが、やっぱり自分

の自治会エリアの中の道路事情の何か要望を聞い

て、そのことに対して支援・対応はどうかとうこ

とを聞き取って、あと、議会としてもこのメンバ

ーで企画をして現況を見て、そういった形で現状

はどうなっているかというところはできたらいい

なとは思う。 

○星委員長 鈴木委員のご意見としましては、地元

の自治会長に道路要望などは、市政懇談会は関係

なく調査をして、それを委員会として調査をして、

要望を聞いた上で再度現地の道路を見て審査をす
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るという。 

○鈴木委員 そうですね、議員として、私は西那須

野のことは結構わかるけれども、これを黒磯見て、

塩原のほう見て、本当に交通量とか、維持管理の

面ですね。拡幅とかそういうのは別なんで。新規

とかちょっと。それを入れてもいいと思うんです

けれども。自分のイメージは、道路の維持・修繕

的なことと、歩道が狭いとか、そういった要望が

あるところで、ほかの地域なんかは全体的な流れ

と、市全体の道路に対してどんなふうに地域性が

違っているかということが、自分勉強になるし、

それに対して  市の予算がどういう形で、もう

ちょっととったほうがいいかというのが、ある程

度判断が自分としてもできるのではないか、皆さ

んもできるんじゃないかと思いますので、その考

え方です、私は。 

○星委員長 そのほか、ご意見ございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 それぞれ地域によってさまざまな道路

事情があって、要望したいところというのは多分

たくさんあるんでしょう。 

  例えば今鈴木委員が言われるように、そういっ

た要望箇所を聞くということになった場合に、じ

ゃ、やってくれるのと必ず話になるんです。それ

は我々も簡単にできることじゃないので、だから

あくまでもこれは調査した上で、どういうふうな

対応ができるか、こういう対応ができるんじゃな

いですかという提言を出しているわけです、最終

的にこの委員会として。 

  そういうことを考えると、どこでも自治会に行

って話聞きましょうというのは危険だなという気

がするのと、もっと言えば、今回道路課から出さ

れた道路要望に関しては、今回の市政懇談会で出

されたんですよね。これまでずっとやってきてい

るわけなので、これまで出されたやつを資料とし

て出してくれと言えば、かなりの本数になるんじ

ゃないですか。それを逆に、独自に我々が調査す

るというほうがいい気がしますけれども。じゃな

いと、今の議会側がそこまで行って調査してくれ

たのに、それどうなっていると、必ずそんな話に

なっていくと思うんです。それはできるんじゃな

いけれども、なかなか非常に難しい案件をこれか

ら調査・研究していこうということですから、で

きればなるべく独自の路線で調査・研究をしてい

ったほうがいいんじゃないかと私は思います。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最終的に予算がないとできないことな

ので、せっかく寝かせておいたのを起こしていく

ことも含めると、今ので良いかなになる。そうす

ると、全体が少なかったので今までの発想が出た

んですけれども、改めて過去、例えば10年間に戻

ってそういう要望箇所をきちんとやったもの、や

っていないものという形でリストを上げていただ

ければ、それでもというような。一般質問の中で

も質問に出ていたと思ったら執行部もわかってい

ると思うので。 

  そういったところのリストを上げてもらって、

その中でまたこれ現地行く・行かないは、また取

捨選択をしながら検討して、地元に対してはシス

テムを執行している。ここにまとめたものでやる

にしても、そういう調査の仕方をして進めてもら

えれば、私もそれで大丈夫です。 

○星委員長 ご意見が出ましたので、市政懇談会、

この間勉強会では余り昨年のということでしたの

で、過去10年間ぐらいのものを出していただいて、

その中で調査をしていくということで、ご異議ご

ざいませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 10年間分でいいんですけれども、市政

懇談会だけではなくて、個別に市のほうにきちん
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と要望で上がっても、何しろ認識していないから、

上がっているか。 

○星委員長 すみません、今回資料が少なかったと

ご指摘はいただいたんですが、実は執行部と今回

資料をそろえていただくに当たりまして、話をさ

せていただいた中では、かなり道路要望に対する

意見・要望書の数が多過ぎて、本当にどこをピッ

クアップしていいかさえもわからないくらいな状

態も、かなりの数になるということだったので、

的を絞るのにまず昨年度ということで、市政懇談

会の資料でこの間説明をいただいたところではあ

ります。 

  なので、鈴木委員が言いたいこともわかるんで

すが、やはりどの部分かというのをピンポイント

でやっていかないと、かなりのものになってしま

う。 

○鈴木委員 私は何でそういうふうに言っているか

というと、切り口が市の職員目線で、市の財政的

なものとか、市の道路計画の中とか、そういった

ところでやっているわけですか。そうすると、市

民目線でというのはちょっとわかりにくいので、

だからあえてもっと膨らませて、なぜこれが市民

から要望があるのに、執行部わかるね、入らない

のかということを、議員としても納得できないん

だと思うんです、適当に言ったのじゃないから。

だけれども、そこがわからないまま執行部任せに

しているので、市民の方で納得していない部分が

あるんだろうと思うんだけれども、そこにちょっ

と議員としても深く入っていたいというのが今言

っている中で。職員が言っていても、じゃ、どう

してできないのかというのは聞いていないわけじ

ゃないですか、うちらは、ただやったところがあ

るだけで。ちゃんとしたデータ表みたいなものを

とって、交通量だの状況だのというのは確かある

んだけれども、ペーパー状の話なんだけれども。

恣意的にできない、職員の判断ですから。自分の

地域じゃないにしても、そこができなかったと、

ほかはできたというのを見ることが、公平公正な

観点を自分の中で持ちたいんですよね。 

○星委員長 市政懇談会でのご意見がよく各自治会

から出てきたものなんですが、これは自治会長さ

んのほうからということですので、あくまでも執

行部目線ではないと思うんです。ただ、そこが…

… 

○鈴木委員 将来設定は実施していないからね。 

○星委員長 実施していない、できていない理由も

もちろん含めてにはなるんですが、そこの調査は

もちろんそうなんですけれども、そこの資料は過

去をさかのぼって、何年間か、数年分ということ

で渡していただきながら調査をするということは

可能かと思います。 

  あと、個別にということに関しては、これもや

はり全部というと本当にかなり星の数ほどでなか

いですけれどもありますので、これもある程度は

やはり過去、例えば、去年１年分で出た要望はど

んなものかというところか。地域で絞ってしまう

と不公平感がありますので、そういった個別で出

たものも、ここ10年とかよりかは、昨年１年分と

いう形で見たほうがいいと思います。 

○鈴木委員 すごく膨大にありますという言葉は、    

リストを見てしゃべっているのか、言葉で言われ

て受け入りにしゃべっているか。 

  たくさんあるというんだけれども、、ちゃんと

リストを全部見て、自分でわかっていてたくさん

あると言っているのか。執行部側から、たくさん

あるのでこれだけにしてくれと、今回のような形

にしてくれと言葉だけで言われて今回のやつにし

たのか。今回は時間が短かったと思うので、単純

に前回という形でまとめてくれたんだろうと思う

ので、それはそれでいいと思うんですけれども。 
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○星委員長 執行部のほうから、たくさんあるとい

うのはお聞きしています。それと、西那須野支所

にはなってしまいますが、要望書、分厚いファイ

ルでは見させていただきました。かなり西那須、

塩原、黒磯が出ると、西那須でこういうファイル

いっぱいなところを、黒磯もそれ以上あるのかも

しれませんし、それを１件１件全部調べるとなる

と、１年間では到底終わらないものだと私は思っ

ております。 

〔「全部見えるのはね」と言う人あり〕 

○星委員長 なので的を絞りましょうということで

お話をさせていただきました。 

  吉成委員。 

○吉成委員 市政懇談会で過去10年なら10年で出さ

れた道路関係の要望書を、まずデータとしてだし

てもらったらどうですか。それで、今後少しだと

思うならまたそのほかの路線に関しても要望で検

討できるところがあるのかどうなのか。それは後

でいいんじゃないか。じゃないと、先に進まない

ですよ。 

○星委員長 市政懇談会でも、過去10年間のリスト

をいただいた上でそこを調査して、足りないとい

うことであれば次のステップに踏むということで、

ご意見ございませんか。 

○鈴木委員 多い、少ないの判断ができないんだよ

ね。だからそれをもらって、確かに多ければそこ

をピックアップしかできないからね、そんな丸い

わけじゃなくて。それは多いかもしれないけれど

も。それで出してもらえれば、そんなところ。 

○星委員長 ありがとうございます。 

  それでは、過去10年間のリストアップしていた

だいたものを調査するということで、このテーマ

について引き続き調査をしていきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして、３番のその他に移りま

す。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 それでは、私のほうから、今回の議会

の中で、委員会調査といたしまして、所管事務調

査をやるかやらないかを皆さんにまたお聞きした

いと思います。 

  今回、定例会中の管内事務調査、最後の１日、

９月20日になります。市内の管内事務調査です。

実施しますか、しませんか。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 去年、アンモニアの異臭の鳥野目

の浄水場の後の改善法がされているのかというの

が一つと、その先にも、西岩崎で最終処分場、今

徐々につくり始めているというお話聞いたので、

そこをちょっと見てみたいな。 

  あと、その先に左に行きますと、高林産業団地。

そこの多分造成が始まったので、ちょっとわから

ないですけれども、そういうことも、もし場所と。

場所はわかっていますけれども、実際行ったこと

がないので、もしこういう機会に行ければいいか

というふうことで、ほかに思い当たるのが、今３

ぐらい出たんですけれども、ここにいる委員の皆

さんで、所管でいいんですよね。 

○星委員長 所管で。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 暫時休憩にいたします。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 １時２５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議に入ります。 

  それでは、先ほどご意見をいただきました鳥野
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目浄水場と第２期最終処分場の造成をしている場

所と。あと、産業団地の造成地と一部調査をする

ということで、ご意見ございませんか。 

  森本委員。 

○森本委員 鳥野目浄水場は、糞尿入っちゃったと

いう場所も見ることはできるんですか。場所を確

定していないんでしょう。 

○星委員長 ほかに何かございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 もし浄水場、まだ時間がとれるんでし

たら、千本松浄水場の改修を入れていただけると。

浄水する方式が一番鳥野目と千本松で違う方式だ

ったという話を聞いたことあって、どう違うのか

なと見てきたいと思います。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 それでは、あとは調整をさせていただ

いて、希望どおりにはならないかもしれませんが、

時間と、あと見られる、見られないの調整もござ

いますので、あとは委員長、副委員長に一任させ

ていただいてよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員長 では、20日の所管事務調査のほうかそ

ういったことでやらせていただきますので、皆さ

んはお休みにならないようによろしくお願いいた

します。 

  そのほかに何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○星委員長 それでは、以上で建設経済常任委員会

を閉会いたします。 

  お忙しいところありがとうございました。 

 

閉会 午後 １時２８分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和元年９月１７日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

生活環境部長 鹿  野  伸  二 環 境 課 長 室  井     勉 

環境課長補佐 大  野     薫 環境企画係長 田  端  政  昭 

環境衛生係長 押 久 保  順  子 公害対策係長 小  林  則  克 

廃棄物対策 
課 長 

亀  田  康  博 

廃棄物対策 
課長補佐兼 
一般廃棄物 
対 策 係 長 

井  上  早  人 

産業廃棄物 
対 策 係 長 

鈴  木  大  介 施 設 係 長 伊  藤     靖 

生 活 課 長 君  島  一  宏 

生 活 課 長 
補 佐 兼 
消費生活セン
ター所長兼 
くらし安全 
安 心 係 長 

印  南  恵  子 

交通対策係長 髙  野  幸  大 上下水道部長 磯        真 

水 道 課 長 河  合     浩 
水道課長補佐 
兼黒磯・塩原 
事 業 所 長 

添  谷  弘  美 

営 業 係 長 田  中     綾 建 設 係 長 岩  波  秀  典 

施設管理係長 斉  藤  哲  也 下水道課長 室  井  正  幸 

下水道課長 
補 佐 兼 
普 及 係 長 

君  島  幹  夫 管 理 係 長 栁     英  希 
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下 水 道 
建 設 係 長 

江  面  宏  信 施 設 係 長 清  水  智  尚 

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔上下水道部〕 

    ・上下水道部長挨拶 

   〔下水道課〕 

    ・議案第８１号 那須塩原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第６９号 令和元年度那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

    ・議案第７０号 令和元年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ５号 平成３０年度那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ６号 平成３０年度那須塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔水道課〕 

    ・議案第８２号 那須塩原市水道事業給水条例の一部改正について 

    ・議案第８３号 平成３０年度那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第７４号 令和元年度那須塩原市水道事業会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第１０号 平成３０年度那須塩原市水道事業会計決算認定について 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長挨拶 

   〔環境課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第７２号 令和元年度那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 
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    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ８号 平成３０年度那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔廃棄物対策課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔生活課〕 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 皆さん、おはようございます。 

  少し早いのですが、皆さんおそろいですので、

始めさせていただきたいと思います。 

  ただいまから建設経済常任委員会予算常任委員

会第三分科会及び決算審査特別委員会第三分科会

を開会いたします。 

  審査の日程及び審査順は、お手元に配付の次第

のとおりといたします。 

  今定例会におきまして、当委員会が審査すべき

案件は、条例の制定及び一部改正案件３件、水道

事業会計未処分利益剰余金の処分案件１件であり

ます。 

  予算常任委員会付託案件のうち、当分科会で審

査する案件は、補正予算案件６件であります。 

  また、決算審査特別委員会付託案件のうち、当

分科会で審査すべき案件は、決算認定案件６件で

あります。 

  予算及び決算に関する案件につきましては、関

係所管課のところで随時分科会に切りかえて審査

を行います。 

  審査において討議すべき点がございましたら、

申し出てください。執行部退席のもと、暫時休憩

中に議員間討議を行います。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに円滑な進行へのご協力をお願いを申し上げま

して、挨拶といたします。 

  それでは、次第２審査事項にまいります。 

  座らせていただきます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎上下水道部の審査 

○星委員長 まずは上下水道部から順次審査を進め

てまいります。 

  初めに上下水道部長からご挨拶をお願いします。 

○磯上下水道部長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎下水道課の審査 

○星委員長 ただいまから下水道課の審査に入りま

す。 

  下水道課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８１号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 それでは、議案第81号 那須塩原市水

道事業の設置等に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井下水道課長 （議案第81号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 今までの上水道事業と下水道事業の２

つを一括して条例を一本化するということだと思

いますけれども、この一本化する理由は、今言っ

たように、説明したかと思うんですけれども、確

認だけさせてもらいたいと思います。よろしくお

願いします。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 水道事業、下水道事業を１つに

するという形で、おのおの水道、下水道の改正が
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あったときに、片方の改正になりますともう片方

も改正になるということで、２個改正するような

状況が生じるということと、あと、県内で先進的

にやっているところについても、どこも一つにま

とめているという形なので、那須塩原市もそうい

う形をとらせていただきました。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 正直言って、下水道事業の条例と水道

事業の条例、それから農業集落排水事業条例とい

った全部をバラバラに読み込んで比較したことは

ないのですけれども、これ書いてあることぐらい

以外は、ほとんど中身は全く同じだと、同じよう

にできていたということを今ちょっとざっくりと

お伺いしたいのですけれども。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 今回の条例の改正が設置等に関

するということですので、条例自体は下水道、水

道…… 

〔「   同じ」と言う人あり〕 

○室井下水道課長 ええ。もう条例というのはちょ

っと別になっているもので。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 設置等に関する条例に関しては、改め

てですけれども、この直したところさえ直せば、

１つにまとめて同じのようなつくりでできていた

ということですよねという確認だったんですけれ

ども、そういうことでいいんですね。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 そのとおり申し訳ないのですが。 

〔「はい、わかりました」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、改正にかかわるところで

はないのですが、34ページの給水人口11万4,200

人、それから最大給水量５万400㎥。この条例に

この数字が入っているこの人数の裏づけというの

はどういうことになっているのか、ご説明いただ

きたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○河合水道課長 今の質問について、水道のほうの

部分なんかは私のほうからお答えさせていただき

ます。 

  給水人口並びに１日最大給水、こちらについて

は、うちのほうでは水道の認可をとらせていただ

いて、そのところの数字となっていますので、根

拠については、その認可を受けるときに、将来的

な予測等を立てて出したものになってございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、下水道に関する排水人

口、それから農業集落排水に対する排水人口、そ

れから排水量の同じ認可をするための予測の数字

と、そういうふうに理解すればよろしいでしょう

か。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 はい。そのとおりでございます。 

〔「了解しました」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ほかにないようですので、質疑を終了

したいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第81号 那須塩原市水道事業の設置等に関

する条例の一部改正については、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第81号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 ここで、建設経済常任委員会予算常任

委員会（第三分科会）に切りかえて審査を行いま

す。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○室井下水道課長 （議案第65号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑がないようですので、討議すべき

点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６９号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第69号 令和元年度

那須塩原市下水道事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井下水道課長 （議案第69号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 24ページの１款２項２目の修理工事が

ふえたので増額というご説明でしたが、内容を説

明いただければと思います。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらの動力ポンプにつきまし

ては、那須黒磯駅前大通りの舗装修繕工事を、最

初から下水道課のほうは予定していたのですけれ
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ども、そのちょっと予定したよりも周囲を見に行

って、この縁石の修繕箇所がふえたということで、

マンホールのかさ上げ等がふえたということをち

ょっと量的にふえたという形なので、増額させて

いただきました。 

  以上です。 

〔「はい、了解しました」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第69号 令和元年度那須塩原市下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可

決すべきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第69号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第70号 令和元年度

那須塩原市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井下水道課長 （議案第70号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 質疑がないようですので、討議に移り

ます。 

  討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第70号 令和元年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第70号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、
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採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）の決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井下水道課長 （認定第１号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  質疑はございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 43ページの浄化槽の補助金の損害賠償

費と、20款諸収入の浄化槽補助金損害賠償金とい

うのが入っているわけですけれども、どういう形

で賠償金が入った形なのか、ちょっと教えていた

だきたいのですけれども。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらの件につきまして、まず

浄化槽の詐取事件というふうなので、市職員のほ

うが平成19年度、というかその以前に、浄化槽の

ほうの補助金をちょっと詐取した事件がありまし

て、そちらについての賠償です。 

〔「ちょこまかしてしまった」と言う人あ

り〕 

○室井下水道課長 ええ。今までちょっと収入とい

うか賠償額、雑入のほうは少なかったのですけれ

ども、やっと働ける、体調がよくなってきたとい

う形で、働き始めたということで、昨年度は10万

円ほど入った形になります。 

  ただ、金額的にも全然。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この詐取事件というのは、平成19年度

ですか。 

○室井下水道課長 発覚したのは、平成20年５月。 

○小島委員 額的にはどのくらいの額だったのかち

ょっと教えて。 

○室井下水道課長 1,284万9,000円です。 

○小島委員 ありがとうございました。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、ちょっと聞き逃してしま

ったので、今1,200幾ら何がしという話あったじ

ゃない。今、10万円でした、去年はね、決算額が。

その辺で、どういうのかわかりませんけれども、

その返済計画というのはどのようになっているの

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 昨年度９月に来てもらうまでは、

ほとんど働きもなかったという形で、働ける、収

入があるときに若干振り込んでもらっていた状況

だったのですけれども、それがちゃんとしたとこ

ろというか、勤め出したということで、年間20万

円以内という形で、昨年の９月以降でしたら10万

円入った形で、支払う予定ということだったので

すけれども、またその後、本人の体調不良という

形で会社をやめましたということですので、また

返済が滞るかなと思います。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 全額返済ということは、計画上はもう、

そういう計画はできていないと。とりあえずその 

 年その年で払える金額だけを収めてくださいとい

うようなことで、今話しをそのとおりに通してい

るというような状態ですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 そのとおりでございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  相馬委員。 
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○相馬委員 174ページの浄化槽設置整備補助金の

ところで、すみません、次のページになってくる

んだと思うのですが、一番上に表がございまして、

189基が昨年設置されたということで、29年度よ

り26基ふえている。この26基ふえている部分とい

うのは、この５人槽、７人槽、10人槽というとこ

ろでどこが一番ふえているのか、各そのふえた数

字を教えてもらってよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 申しわけありません。手持ち資

料で説明できません。 

      中身としましては５人槽です。 

〔「はい、わかりました」と言う人あり〕 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これは新設が多いのでしょうか、それ

ともやりかえ、何というんですか、交換が多いの

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 全体の２割ぐらいが交換という

形で、新設が多いです。 

○星委員長 副委員長。 

○山形副委員長 その下なんですけれども、単独処

理浄化槽、昨年度に比べて14から７ということで

半分になったということで、この撤去した理由は

大体老朽化ということでよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらにつきましては、公共下

水道に接続されたという形の人が多いかと思いま

す。 

○星委員長 そのほかに何かありますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 相馬委員も先ほどの質疑でしたけれど

も、５人槽が109基、７人槽が50、10人槽が４が

昨年度の数字ですね。 

〔「わかりました」「参考までに」と言う

人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 ちょっとあれなんですけれども、22ペ

ージの保健衛生費補助金というのがあって、循環

型社会形成推進交付金が10事業交付されておりま

して、浄化槽設置については３年で77万円ぐらい

交付されているということですよね。 

  そういう中で、今浄化槽は下水道以外にかなり

浄化槽、本当に個別の浄化槽の補助割合というか

該当割合、今はどのくらいの割合だとこの下水道

の対象者と単純に補欠の浄化槽の割合みたいなの

が調べているようなものですか、それともそれは

まだわからないんですか。 

〔発言する人あり〕 

○室井下水道課長 要は今までの設置箇所ですね。

設置の…… 

〔「現状ね」と言う人あり〕 

○室井下水道課長 現状ですね、やっている人の。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 30年度ですと、浄化槽に入って

いるのは189基になりまして、下水道の接続につ

きましては、576基になります。 

〔「576基が下水道に接続した。それでな

くなったわけですか、そうするとそれは。

使わなくなったものは」と言う人あり〕 

○星委員長 すみません、議事進行が。 

  小島委員。 

○小島委員 そうすると、576基は下水道につなが

ったということですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 576基というのが下水道の接続

申請ということですので、浄化槽を使っている方

以外、もともと汲み取り式とか単独の人もいます

ので、今その割合というのは手元にありませんの
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で、申しわけありませんが数字が。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 私が聞きたいのは、実を言うと、一番

は下水道の処理している加入者数と浄化槽を使っ

ている下水以外の、みずから浄化槽でやっている

という人との割合というのはどのぐらいの割合な

のかというのを、ちょっとわかればなんですけれ

ども。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 下水道を使える割合が55％にな

っていますので、それ以外の人は下水道には入っ

ておりません。 

○星委員長 小島委員。いいんですか、はい。 

  そのほかにございますか。 

〔「すみません、委員長」と言う人あり〕 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 先ほどの中で、浄化槽の合併浄

化槽として備えている割合が15.1％です。 

○星委員長 そのほかに質疑はありますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 ここで聞かないと、ちょっとほかで聞

けるかどうかわからないので、ここで聞けるかど

うか聞いてみますけれども、今下水道接続エリア

とそうじゃないエリアがあると思うんですけれど

も、下水道のつなげないエリアね。そうすると、

住宅ができたときに、今どっちのほうがふえてい

ますか。どっちがふえているというのではなくて、

本来はスマートシティつくるにしても、公共設備

が整ったところに建てたいんだと思うけれども…

… 

○星委員長 鈴木委員、すみません。それは決算の

質疑ではないと。その他のところで聞いて。 

〔「これを指摘しないとだめじゃない。こ

この何をと言わないと。決算にならなか

ったりする」と言う人あり〕 

○星委員長 すみません、その他のところでお願い

します。 

  小島委員。 

○小島委員 210ページ、農業集落排水事業特別会

計が決算額がかなりふえていると、集落排水がね。

この増加した要因みたいなものがありましたら。 

○星委員長 課長。 

〔「特別会計」と言う人あり〕 

○星委員長 一般会計。 

〔「一般会計ではないです。特別会計」

「210ページの」と言う人あり〕 

○星委員長 一般会計のうち一般会計…… 

○室井下水道課長 一般会計に出したということで

すね。 

〔「そうです」と言う人あり〕 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 一番ふえた要因としまして、南

赤田地区浄化センターでいろいろなものの削減が

ございまして、そちらの施設も老朽化してきたと

いうことで、こちらの施設を廃止するのに伴い、

西那須野体育センターから接していたということ

なので、そちらに関係していた分の工事費が計上

の一番です。 

〔「俺が言っているのは割り出しの話をし

ていたんだけれども、了解しました」と

言う人あり〕 

○星委員長 そのほかにございますか。 

〔「いいですよ」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、次に移りたいと思

います。 

  討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第５号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、認定第５号 平成30年度

那須塩原市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井下水道課長 （認定第５号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、後ろからいきます。 

  443ページの浸水対策公共下水、30事業ですね。

土地の手当てがつきそうだということで設計に出

したというようなことなのだろうと思うんですが、

この不動産鑑定手数料という、手数料のこれで不

動産さんを鑑定するというのは、どういう内容で

これは鑑定するのでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 土地の手当てがつきましたとい

うのも、現在歩道が狭いので、その民地の部分を

買収させて…… 

〔「民地」と言う人あり〕 

○室井下水道課長 民地というか、事業地のほうの

道を買収させてもらうという形になりましたので、

そちらの鑑定に必要になります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、次の委託料の設計、測

量、それから管理委託料でございますが、これに

ついては大体距離でいったらいいのか、面積でい

ったらいいのか、量的な説明をお願いできればと

思いますが。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 百村川の設計業務につきまして

は、事業の延長が110ｍになりますので、こちら

0.11㎞になります。 

  物件調査につきましては、測量につきましては、

0.27haのほうの設計を、調査をかけております。 

  以上です。 

〔「はい、わかりました」と言う人あり〕 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、437ページの下水道、14

の事業のちょうど中段に下水道、すみません、私

建設経済常任委員会初めてなもので、わからない

ことがあって伺いたいのですが、下水道賠償責任

保険24万4,580円、これの内容をご説明いただき

たいと思います。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらにつきまして、管渠の延

長に対しまして、何か事故が起きたときの、全体

の管渠に対して、何か事故が起きたための延長に
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対しての保険料です。延長というか、それに対し

て保険料をかけています。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 要は工事自体が延期、延期した場合の

その損害に対する保険をということですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 説明が間違っております。申し

わけありません、わかりづらくて。 

  全部の管渠に対して、何か事故が起きたとき、

できたやつに対しての保険です。 

○相馬委員 わかりました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 345ページの、先ほどの一番下の黒磯

ごみ処理センターのガスタンク修理工事というこ

とで、これ更新というふうにおっしゃられました

が、大体更新時期というか、更新の時期というの

は大体何年ぐらいでくるものなのでしょうか。 

〔「何ページ、345ページか」と言う人あ

り〕 

○相馬委員 435ページ。435ページの工事請負費の

内訳というところに、2,592万円というのがござ

いますが、これは何年に１回ぐらい更新するもの

なのでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 今回のガスタンクにつきまして

は、初めての更新でございます。ですので、昭和

55年に施設が…… 

〔「30年か」と言う人あり〕 

○室井下水道課長 はい。 

○相馬委員 ありがとうございます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 430ページの歳入のほうの雑入で、

下水道事業協力金。下水道事業協力金の内容、ち

ょっと初めて聞くので、ちょっとどんな内容だか

教えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 下水道事業の協力金というもの

につきましては、公共下水道の区域外の事業、下

水の管が入っていて、下水道の区域になっている

ところが、例えば黒磯の処理場ですと板室まで行

っているんですけれども、下水道のエリアという

のは、４号線とか高速道路の下になっているんで

すね。その場合ですと、普通ですと、受益者負担

の中でやれば、受益者負担金の協力金という形で

分担金という形を面積で払うのですけれども、区

域外につきましては、かかった面積と工事費の相

殺をさせてもらいまして、そちらを協力金という

形でもらうことになります。区域の外の工事は実

費負担ですので、負担金をとれるときと、あとゼ

ロになるということ。 

○星委員長 課長補佐。 

○君島下水道課長補佐兼普及係長 面的に見ると、

道路に接してエリアがこうあると思うのです。区

域、例えばラインですね。その高速から上につき

ましては、その線、道路だけで、そこが接続がか

えとなるので、接続できますので、そこは区域外

という形で、例えば工事費100万、200万かかりま

した、受益者負担金は本来でいけば面積で20万、

30万でという場合に、協力金という形でその差額

を請求したり、ゼロ円清算、そういった形にさせ

てもらっています。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 427ページ、受益者負担金のその件で、

滞納がかなり少ないような感じがするんですけれ

ども、下水事業についてはかなり収益率というの

は高いのですか。それとも、あと、ただ、滞納繰

越のほうはなかなか、１回繰り越しすると30％と

いうことで、そういう面では１回決行すると滞納

が多いというような雰囲気が出ているんですけれ

ども、その収入の状況というのはどういう状況か
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お聞かせ願いたいと思うのですけれども。受益者

の負担金ですね。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 受益者負担金の現年度分という

ものにつきましては、ほぼほぼ収めてもらってい

るという形の中で、一番の原因につきましては、

前納報奨金というのもの１回限り、そのときに対

して下水道側も１回しかけませんので、電気のよ

うに毎年かけているわけではありませんので、一

番初年度の一括で払う、全部払うという考えをし

ますと、19％ぐらい安くなるんですよ。なので、

そういうふうなのにもあわせて払ってもらえるの

で、収納率が高いかなと。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 438ページのこの工事請負費の内訳と

いう下の表の中なんですけれども、そこに、まず

ちょっと順番的に聞きますけれども、3,758万220

円という額というのは、これは当初予算で上げて

いて、これが決算という、これは、私はこの数字

は、予算のときにここまで知らないんでしたか。

この数字は、まず。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 決算額につきましては、3,700

という形になりますけれども、当初予算のときに

受けるというふうなもので予算はとっていますの

で…… 

○鈴木委員 ここまでのこの具体的な…… 

○室井下水道課長 具体的な場所につきましては、

特に維持管理になりますので、おおよそ何カ所と

いう形でしか出していませんから、この表は出て

きません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それを踏まえて、この工事名が箇所と

金額が出ていますけれども、これの何というんで

すか、工事額をやるよという場合の決定の基準と

いうのはどのようになっていますか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 この場合の基準というのは、ま

ず市民からの苦情とか、そういうふうなものが１

点と、あと公共工事関係でマンホール上げ下げと

か出てくる場合と、あとそのほかにつきましては、

金額のでかいやつ、そちらにつきましては、マン

ホールふたの更新工事とか、耐震化工事となりま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、この全体の予算の中で行

われる表というのは、計画に基づくものとその他、

市民の苦情によってもその年度内で発生したもの

で、緊急性、必要性があるものが出てくるという

ふうに解釈したんですけれども、それでよろしい

ですよね。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 そのとおりでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしたら、工事金額は、金額による

のでしょうけれども、どのような形で発注、金額

の確定させて、発注をしていますかね。金額の確

定、随意契約とかいろいろありますよね、見積も

りをとるとか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 確定、見積もりにつきましては、

130万以下の場合は、130万以上のようなものは市

の選定委員会になります。130万円につきまして

は、今後選定委員会を開きまして、こちらで基本

的に３社、あと緊急性の高いものについては１社

という形もあります。見積もりはとっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、445ページの防災費につ

いてですが、まず元金のところでこの５つの償還

先について、償還年数というのはこれは全部同じ
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ものなのでしょうか。 

○星委員長 はい。 

○栁管理係長 管理係長の栁のほうからお答えさせ

ていただきます。 

  償還メニューについては全て同じではありませ

ん。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 各その市中銀行、一番長いものと一番

短いものをお伺いしたいと思います。 

○星委員長 管理係長。 

○栁管理係長 私のほうからお答えさせていただき

ます。 

  一番長いものは40年になります。 

  一番短いものが10年になります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そこの下の利息の部分で、やはりその

制度資金というのは一番魅力が多い、償還してい

る金額が４億5,600万で利息が１億2,800万という

ことになっておりますが、この制度資金というの

は、そうするとこれが40年ということでよろしい

んでしょうか。 

○星委員長 管理係長。 

○栁管理係長 正式なほうにつきましては、ほとん

どのものが30年になります。 

  すみません、40年の借り入れというものが可能

になったのが、すみません、具体的な年数はちょ

っとお答えできなくて申しわけないのですが、最

近のことですので、それ以前は30年でした。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、今現時点でこの元金のと

ころに出ている政府資金で償還した分というのは、

これはそうすると30年で償還している分のうちの

この４億5,652万8,730円というのは、これが今現

時点は30年なっているということですか。 

○星委員長 管理係長。 

○栁管理係長 こちらの正式の４億5,650何がしの

ほうに関しましては、40年償還のものも一応含ま

れております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、ここに書いてあるのは、

政府金の合計であって、その中に何本もあるとい

う。だからもっと早く終わるやつとか、先物とか

というものが幾つもあるという。 

○星委員長 管理係長。 

○栁管理係長 はい、そのとおりです。 

○相馬委員 はい、了解しました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 436ページ、この水処理センターの中

の黒磯水処理センター、それから塩原水処理セン

ター、それぞれの水質について、保留水質という

ことで記載があるのですが、これ、年平均で数値

が出ているわけですね。これ、実際の測定という

のは年間どのぐらい、毎日やられるのか、どうな

のか。 

  それと、この数字自体がＢＯＤ。これは何でし

たか。酸素のコードでしたかね。それからＳＳの

ほうは、たしか浮遊物だったと思うのですが、こ

れらというのは、昨年と比較したり、その前と比

較して、数値的にはよくなっているのかどうなの

か。お聞きしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 一応ちょっと改正後のあれなん

ですけれども、水質につきましては、昨年度と29

年度でいきますと、黒磯水処理センターはＢＯＤ

が3.5で、ＳＳが2.2になります。 

  塩原につきましては、ＢＯＤが1.7で、ＳＳの

ほうが1.3になります。ということで、ばらつき

があります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、今の数値を比較すると、
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よくなっているのか、悪くなっているのか、そこ

はどういう判断をされるのですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらの数値につきましては、

水質の基準、法律によって基準内で収まっている

という判断だけなんです。ですので、極端に求め

るということはちょっと難しいかと思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは、当然水処理センターの機能が

どれだけの機能を持っているかということが基本

的にあるとは思うんですけれども、例えば、どう

いう表現がいいのだろう、そうですね、例えば、

人間の汚物ではなくて、動物の汚物とか、そうい

ったものが直接管に入ってくるというようなこと

があれば、当然そこで水質的にはちょっと変わっ

てくると思うんですね。処理能力はそれで全然問

題がないと言えばそれまでなのでしょうけれども。

そういったものというのは影響はしないのですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 この数字だけですと、このＢＯ

ＤとＳＳしか言っていませんけれども、その他の

も、水質についてはもっと細かく調査をしていま

すので、そういう動物のやつが入ってきているか

どうかというのについては、ちょっと影響がある

かというのは、動物だけだったらないとは思われ

ますけれども、その以外の水質については、ここ

のところはチェックは入れておりません。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○星委員長 そのほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第５号 平成30年度那須塩原市下水道事業

特別会計歳入歳出決算認定については、原案のと

おり認定すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第５号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  ここで、委員会の途中ですが、ここで10分間休

憩をとりたいと思います。 

 

休憩 午前１１時１３分 

 

再開 午前１１時２１分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第６号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、認定第６号 平成30年度

那須塩原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 
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○室井下水道課長 （認定第６号について説明。） 

○星委員長 暫時休憩にします。 

 

休憩 午前１１時２６分 

 

再開 午前１１時２７分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

  課長。 

○室井下水道課長  

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 今言った452ページで、南赤田浄化セ

ンターを廃止するというんですけれども、浄化セ

ンターをなくすことは、そのままどこかに持って

いって、水をどこに持っていくんでしたっけ。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 隣接しています公共下水道とい

うことですので、処理先は、北那須浄化センター

というふうになります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 北那須浄化センターに持っていくとい

うことは、例えば受け入れするときに北那須浄化

センターでお金を取るとか、そういうことという

のはないんですか。そこら辺はどうなっているか

お聞かせください。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 処理量に応じまして負担金は払

っております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この負担金の額というのは、どこのと

ころに入っているんですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 南赤田地区の浄化センターにつ

きましては、農集を廃止しましたので、もう公共

下水道という扱いになっていますから、こちらの

下水道のほうの中で負担金として今払っておりま

す。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 じゃ、市全体の浄化水の処理費の中に

入ってやっているという。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 はい、そのとおりでございます。 

○小島委員 了解しました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 147ページのまず１款のほうですけれ

ども、分担金滞納繰越分、現年分は収納率100％

となっていまして、滞納分、繰越分ということに

ついては、これが収納率が悪いのはどういうこと

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 まず現年度につきましては、分

担金を納めてもらった後に公共汚水ますをつけて

いますので、100％という形になっています。 

  続きまして、滞納繰越分につきましては、ほと

んどの方が分納誓約という形で、高齢者の方だっ

たりとか収入の低い方という形ですので、少しず

つ納めてもらうという形になりますから、額が上

がらない状況になっています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それは当時、集落下水道を入れたと思

うんですけれども、その話だったというかね、  

なので、接続してくださいということでお願いし

て、接続してもらったときの時点、どちらかとい

うと協力してもらった、市民にね。町民だったか

もしれませんけれども。 

  これもさっきと同じなんですけれども、これは

見込みとしては、分担金を100％納めるというこ

とについては、どのような話し方、どういう形で



－239－ 

計画され、市のほうでは考えていますか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらにつきましては、分納誓

約という形で少しずつ納めてもらっているという

形がありますので、持ち主によっては何画地か持

っている方もおりますから、１つ分が終わったら

そちらにという形になりますけれども、支払って

もらう形で話を進めております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 同じように、今度、その下の２款のほ

うですね、一番下の表の中でも、やはり現年度分

は100％ですが、ここは99.1％となっているのと、

あと滞納繰越分については80％なんですけれども、

その辺の違い的なところを伺います。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 現年度につきましては、99.5％

という形ですので、ほぼ納めてもらっているかな

と思います。ただ、やはり全ての方が全部納めて

くれるという使用料ですので、納められるかとい

うのはちょっと難しいかと思います。 

  また、滞納繰越分につきましては、調定額10万

2,000円で、収納額が11万4,000円という形になっ

ていますので、こちらにつきましては、少しずつ

納められているかなと思っております。 

○鈴木委員 いいです。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 452ページの工事請負費と、これを決

算書のほうで見ると不用額が800万円からあるん

ですけれども、こんなにずれるものなんですか。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 こちらにつきまして、工事請負

費に不用額が出ているというものにつきましては、

当初予算から汚水ますの申し込みのほうがあった

ということで、補正予算をかけさせてもらったと

ころなんですけれども、それの今度申し込みがな

かったという形になりまして、その不用額になっ

てしまったということです。 

○森本委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 ただ、今度、30年度の予算書を見ると

2,200万なんですよね。多分100万ぐらいの足した

ことがあるけれども、そうなると100万ぐらいは

そうなんですけれども、700万からに関しまして

は、やっぱり不用額ってどっちにしろ出る金額じ

ゃないですか。やっぱり予算の段階ではわかりに

くいという部分でよろしいんですね。補正は多分

100万ぐらいですよね、プラスになっているのは。 

○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 不用額の700万の中で、申しわ

けない話なんですけれども、うちのほうで当初、

東部地区の施設の一部を更新する予定でいたんで

すけれども、そのものの見積もりがちょっと甘か

ったというのがありまして、はっきりできなかっ

たというのがありました。そちらの施設につきま

して、早急に直すかという形をとろうかと思った

んですけれども、とりあえず、この施設が動かな

くても水処理に影響がなかったということになっ

たので、逆に補正のほうをとらないで、ちょっと

流させてもったというような形です。 

○森本委員 わかりました。いいです。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 説明がなかったので、大変申しわけな

いですが、454ページの公債費の中の、いわゆる

この地区の水洗化率ということで、南赤田につき

ましては公共下水のほうにということなんですが、

この東部地区の水洗化率84.4％というのは、これ

はずっと変わっていないものなんでしょうか。 
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○星委員長 課長。 

○室井下水道課長 東部地区につきましては、新規

で接続している方もいますので、分母、分子とも

にふえるかと思ったんですけれども、逆に、分母、

分子とも新規の方が入ってくるので、ふえるかと

思ったんですけれども、その中、一方で人口のほ

うの減少という形がありますので、東部地区につ

いてはなかなか数字が上がらないということでご

ざいます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  認定第６号 平成30年度那須塩原市農業集落排

水事業特別会計歳入歳出決算認定については、原

案のとおり認定すべきものとすることに異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第６号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  下水道課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 （南赤田浄化センターの今後の運用に

ついて） 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 （下水道事業と農業集落排水事業の統

合について） 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 （下水道管渠の耐震性について） 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

  課長。 

○室井下水道課長 （下水道料金について） 

○星委員長 お願いします。 

  それでは、ないようですので、以上で下水道課

の審査を終了いたします。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１１時４６分 

 

再開 午前１１時４９分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎水道課の審査 

○星委員長 ただいまから水道課の審査に入ります。 

  水道課の皆さん、お疲れさまです。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８２号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 それでは、議案第82号 那須塩原市水

道事業給水条例の一部改正についてを議題といた

します。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合水道課長 （議案第82号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第82号 那須塩原市水道事業給水条例の一

部改正については、原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第82号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８３号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第83号 平成30年度

那須塩原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合水道課長 （議案第83号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、基礎知識が少ない中で質

問させてもらいますけれども、この割合はこうい

うふうに出てくるというのは、どういう割合、要

するに、資本金への繰り入れがなぜこの金額に決

まったか。同様に、建設金積立金のほうがこの３

億4,000ですか、どっちが何か理由があって入れ

ているんだと思うんですけれども、その計算の仕

方というか根拠の説明をお願いしたいんですけれ

ども。 

○星委員長 課長。 

○河合水道課長 まず、建設改良積立金については、

後年度の純利益の利益の額を処分するということ

で積み立てております。 

  また、資本金を組み入れるということですが、

そちらについては、３ページのほう、資本的収支

不足額に充当したと申し上げたんですが、こちら

は、それ以外の充当を見ていただくと、不足する

額が10億5,313万642円ありますけれども、そのう

ち単年度消費税及び地方消費税収支調整額、そし

て当年度の消費税資本収支調整額、これらを充当

してもなお足りないということとなると、当年度
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損益勘定留保資金、こちらを充当しまして、それ

でも不足している部分、これを改良積立金で補填

しているということで、上から順番に優先順位で

補填していくんですが、最後の残りを建設改良積

立金で充当したという形になります。 

○鈴木委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第83号 平成30年度那須塩原市水道事業会

計未処分利益剰余金の処分については、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第83号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７４号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 ここで、建設経済常任委員会を予算常

任委員会第３分科会に切りかえて審査を行います。 

  議案第74号 令和元年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合水道課長 （議案第74号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  何かありますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第74号 令和元年度那須塩原市水道事業会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第74号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第10号 平成30年度那須塩原市水道事業会

計決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○河合水道課長 （認定第10号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今説明いただいた有収率対策について

の２番のところのこれ、77.23％という数字が出

ていますけれども、配水量１万6,000何がしを１

万2,000円で割ったら100を超えるでしょう。これ、

いいのか、計算式で。 

○河合水道課長 逆です。有収水量を配水量で割る

ということで、申しわけございません。 

○鈴木委員 あと、時間がもったいないので、３番

の漏水の状況についての塩原地区が57.33％です

よね。これがほかの地区だと80なので、仮に60で、

80で、20％。この20％を金額にすると幾らぐらい

になるかだけ、ちょっと計算できますか。収益が

出ますよね。 

○星委員長 課長。 

○河合水道課長 ただ流している経費…… 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 私の考え方がどうかわからないですけ

れども、単価があるんですね、水量に対する。そ

れを掛ければ金額が出るのかなと思うんですけれ

ども、それは幾らですかということです。 

○河合水道課長 ちょっと計算します。 

○星委員長 暫時休憩にします。 

 

休憩 午後 零時２２分 

 

再開 午後 零時２４分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  課長。 

○河合水道課長 まず参考までに、有収にならなか

った水量だけ先に申し上げます。黒磯上水道です

けれども、149万1,856、旧西那須野上水道ですが、

140万8,111、旧塩原上水道65万675。それから、

黒磯が４割ぐらい、西那須野が４割ちょっと切れ

ますが、塩原が２割弱ないというかと思います。

量でです。 

○鈴木委員 私が聞いたのは、金額は幾らですかと

聞いたんです。 

○河合水道課長 そこに単価を今…… 

○星委員長 すみません、計算があれでしたら後か

らで大丈夫ですので、後で出たら教えてください。 

  そのほかございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 この⑷の漏水調査ということで、前回、  

が34カ所、ことし塩原地区、業者をかえてやると

いうことなんですが、この漏水の調査というのは

どのような方法でやっているか教えていただけま

すか。 

○星委員長 係長。 

○斉藤施設管理係長 音を聞きながら、音調をはか

りながら漏水を調査しています。路上とか宅内の

メーター付近とか、音を感知して漏水の、異音と

いうんですかね、変な音がしたところは漏水箇所

だということを調べております。よって、夜間と

いうんですかね、交通量が少ないところとか、そ

ういうところの作業になってしまう場合が主でご
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ざいます。基本的にはそういう形で漏水を調査し

ております。 

○星委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、地区ごとによって夜間に、

ことしはどこ地区、どこ地区というふうに計画を

立ててやっているということの認識でよろしいで

すか。 

○星委員長 係長。 

○斉藤施設管理係長 ことしは、有収率が低い塩原

をまずちょっとやっておりまして、ほかに今年度

発注するのが、黒磯稲村地区のほうを行う予定で

ございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 決算書５ページの５に特別利益という

のがありまして、その⑷にその他特別利益870万

3,171円とあるんですが、それをこの決算報告書

説明資料の中の、これはどの部分がこの特別利益

になるんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○河合水道課長 お手元の資料で決算報告書説明資

料４ページをごらんいただけますか。すみません、

その前の３ページからつながっています。 

  ３ページからつながっていまして、数字が入っ

ているところでは、２目の過年度損益修正費で、

過年度水道料金の調定変更で34万3,097円、４ペ

ージのほうへ移りますが、引当金戻し入れという

ことで137万4,467円で、その他特別利益というこ

とで、主に賠償金が多いんですけれども、870万

3,171円、こちらが特別利益の内容となっていま

す。 

○相馬委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしたら、先ほどの計算は今はでき

ないでしょうけれども、誰かが言っていましたけ

れども、これは収益、利益とは関係ないというこ

となんですけれども、逆にこれがほかと同じよう

に８割ぐらいまで有収率が上がったときに、同じ

ことをすると、じゃ、経費はどれだけ変わるのか

というところあたりまで計算をしていただけると、

これをやっていることの、収益率が上がっている、

下がっているということが具体的になるのかと、

金額がわかるので、そこまで計算を出していただ

けるとありがたいです。そういうことですよね、

結局はね。 

○星委員長 よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第10号 平成30年度那須塩原市水道事業会

計決算認定については、原案のとおり認定すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第10号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 
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  水道課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として委員の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 （水道の有収率向上の取り組みについ

て） 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、以上で水道課の審

査を終了いたします。 

  これで上下水道部の今定例会における審査終了

となりますが、上下水道部全体として何かござい

ますか。 

  部長。 

○磯上下水道部長 一番は、こんなお昼を大幅に過

ぎたところを延長していただきまして、ご配慮い

ただき、本当にありがとうございました。 

  また、下水道、水道とも原案どおりご承認いた

だきまして、大変ありがとうございます。 

  また今後ともよろしくお願いいたします。 

○星委員長 以上で上下水道部の審査を終了いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

  委員会の途中ですが、ここで昼食のため休憩と

いたします。 

  午後１時10分に委員会を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時３９分 

 

再開 午後 １時１０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○星委員長 これより生活環境部の審査に入ります。 

  初めに、鹿野生活環境部長からご挨拶をお願い

します。 

  部長。 

○鹿野生活環境部長 （挨拶） 

○星委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎環境課の審査 

○星委員長 ただいまから環境課の審査に入ります。 

  環境課の皆さん、お疲れさまです。 

  環境課については、建設経済常任委員会に対す

る付託案件がありませんので、ここで建設経済常

任委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切り

かえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第65号 令和元年度那須塩原市一

般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （議案第65号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し
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ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 10ページ、１項４目、3001事業ですね、

狂犬病予防費、これは今登録してある犬の件数は。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちら30年度末現在ですけれども、

市政報告書のほうにも載ってありますけれども、

6,564頭でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これは年数的にはやっぱり増加傾向に

あるんですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 大体6,500とか6,600ぐらいで毎年

同じような数で推移しているというような状況で

す。 

○鈴木委員 わかりました。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７２号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第72号 令和元年度

那須塩原市墓地事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （議案第72号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第72号 令和元年度那須塩原市墓地事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決
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するべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第72号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いをいたし

ます。 

  課長。 

○室井環境課長 （認定第１号について説明。）。 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 179ページの50事業消耗品、那須塩原

エコポイント引きかえクオカード65万6,600円と

いう、これはどのような形で配布してどのような

効果があったとお考えでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらについては担当の係長のほ

うから説明をさせていただきます。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 環境企画係の田端のほうから

説明させていただきます。 

  こちらのエコポイント引きかえのクオカードで

すけれども、これのちょっと下の部分の印刷製本

費のところにエコポイントシートというものを計

上してございます。エコポイントシートのほうに、

例えば環境家計簿というのをつけていただいたと

きに、１カ月当たり10ポイントとか、そういった

ポイント制で家計に優しい取り組みをしていただ

いたときにポイントを差し上げています。そのポ

イントが、エコポイントを達成した方に500円分

のクオカードを差し上げるというものをやってお

ります。実績につきましては、こちら予定してい

た1,000枚全てお渡しできましたので、目標とし

ては達成できたかなというところで考えていると

ころでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、1,000枚か。1,000枚配っ

たということですね。何か指導というか、こうす

ると環境に負荷がかからないような生活になるよ

うなことが学べるということだと思うんですけれ

ども、そういうことを何かシートに書いてきたも

のは具体的というか、市民がそういうふうな活動

をしていたような状況がその方たちにとっては十

分反映されていたというか、そういうところは見

てましたか。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 エコポイントシートの中にご

家庭への例えば電気ですとか灯油を使ったときに

どれぐらい二酸化炭素を排出するのかというのを

調べていただく環境家計簿というものですとか、

あと取り組みの多かったものでありますと、前年

の同じ月の電気代ですとか灯油とかの使用料をこ

としはそれより少なく抑えられたということで、

１カ月当たりのポイントを差し上げるというのも

ございます。あとはＬＥＤ照明に交換したりとか、

あとは公共交通機関をご利用いただくということ

で、ゆーバスなどの定期券を購入いただいた方に

ポイントのほうを差し上げているところでして、

地球温暖化対策実行計画の中で掲げております家
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庭部門の二酸化炭素の排出量削減というところに

は貢献できているのかなと考えているところでご

ざいます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 何か市長もこの辺これから何か取り組

みたいというようなこともおっしゃっていたよう

な気がするんですけれども、こういったエコポイ

ント、クオカードを配ることは効果が高いと考え

て、こういったことは今後また予算を組み立てて

いく中で効果的だというふうな評価ですか。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらエコポイントシートにつき

ましては平成29年度から始めた取り組みになりま

して、こちら今までの取り組み内容等をいろいろ

検証しながら、今後どういった方向がいいかとい

うのを考えながらやっていきたいと思うのですけ

れども、とりあえず今のところ、こちらのエコポ

イント事業につきましては好評をいただいている

というところがございますので、引き続き取り組

んでいって、そのほかにまた何か効果的なものが

あればということで予算化と、そういったものを

考えていると、そういうふうに思っています。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 37ページの環境基金繰入金の中で、何

か廃食用油を販売した代金を入れているというよ

うな話なんですけれども、どういう業者の人が廃

食用油を購入して、どんな形で、リサイクル化し

ているんでしょうけれども、どういう形でやって

いるのかちょっとお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長補佐。 

○大野環境課長補佐 すみません、内容的には廃棄

物対策課のほうのものになってしまうんですけれ

ども、市役所ですとか、そういった拠点に食用油

の回収ボックスを設けまして、家庭で使った食用

油をペットボトル等に移していただいて、回収し

たものをそういったリサイクルできる業者に売却

しているというものですね。その歳入に関しまし

て基金のほうに入れているという内容のものです。

ですので、内容としましては、ご家庭で油をこし

て出していただいたものを集めさせていただいて、

それを売却しているという内容になります。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 そうすると、その廃食油を買ってくれ

る業者がいるということですね。それが歳入とし

て入れるという考え方ですね。 

○星委員長 課長補佐。 

○大野環境課長補佐 はい、そのとおりです。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 今、菜の花プロジェクトの中でいろい

ろとやっていますけれども、それとの関連で今こ

の事業というのは動かしているのかどうか確認し

たいんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちらの事業につきましては、か

なり前からやっているというものですので、その

菜の花とかというよりも前の取り組みということ

で、特に関連づけているというわけではないもの

です。 

○小島委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 179ページの１項５目の環境保全費の

中の電気自動車購入費で、これ190万決算出てい

るんですけれども、当初予算のとき500万予算つ

いているんですよね。決算のほうを見ると、補助

金の不用額が390万が出るのがこれが大きいのか

なと思うんですけれども、10件今回あったという

ことなんですけれども、例えば最初のころどのぐ

らいを何件ぐらいで想定したのかとか、この事業
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の効果についてもあわせてお聞きしたいと思いま

す。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 こちら予算上見込んでいたの

は20万円が25台分ということで見込んでおりまし

た。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 その効果についても。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 効果なんですけれども、一般

的な自動車と比較したときに、電気自動車では約

70％排出する二酸化炭素を削減できるという試算

で補助金を出すということで始めたところです。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、半分以下だったわけで

すけれども、それが半分以下になってしまった要

因は何かというふうに考えますか。補助が足りな

かったという、例えば啓発というか、募集の仕方

とか、そういうところで問題とかというのはなか

ったのかということを聞きたいんですけれども、

いかがでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 こちらの電気自動車の補助金

の制度なんですけれども、国の補助金をもらった

方にその半額を上乗せするというような制度設計

になっていまして、国のほうの補助金の申請開始

時期が年度当初からではなくて、６月ぐらいから

始まったということがまず１点ございます。そう

なってくると、そこから数カ月国の補助金が出る

までにかかりますので、市として初めて補助金の

制度の申請が上がってきたのが６月という形にな

っております。どうしても年度半分ぐらいはちょ

っとスタートがおくれてしまっているような状況

はございました。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、６月から始まるという

ことは当初予算のときにはわからなかったという

ことでよろしいですか。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 例年いつ補助金の募集が開始

になるかというのがその年によって異なりますの

で、こちらのほうでも国の申請期間のほうをちょ

っと注視しながらやっていたところではあるんで

すけれども、６月からというのはちょっとわから

なかった状況です。    

○森本委員 はい、わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 178ページですね、委託料で自然保護

対策推進費の中の希少種等情報処理システム構築

業務ということで、30年度にやっているんですけ

れども、具体的に希少種の情報管理システムとい

うのはどういうシステムなのかというのをちょっ

と教えてください。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 では、希少種の情報管理シス

テムについてお答えいたします。 

  こちらにつきましては、動植物調査研究会のほ

うで毎年調査を行っておりまして、どこの地区で

どういう希少種のものが確認できたというものを

調査表としていただいているところです。今まで

は紙で管理していたところなんですけれども、そ

れをシステムを入れることによって、１つの地図

上に落とすことができると、そういったものにな

っております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 そういうパソコン上で動くようなデー

タシステムなんでしょうけれども、それを活用し

て今後どういうふうにして希少種を保護するとか

いろいろあるんでしょうけれども、活用のほうは



－250－ 

どんなことを考えているのかお伺いしたいと思い

ます。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 まず１点目としては、調査研

究会のほうの調査記録のほうを全て網羅した形で

ずっと積み上げていっているというのが１つ。そ

れを例えばレッドデータブックの改訂のときに活

用したりというのを考えております。 

  あとは開発指導などの関係で何か建てる予定が

あるところに希少種がいるかどうかというのを確

認したりとか、そういったことに利用することも

現在もやっているところです。 

○小島委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 同じページのイベントの生き物出張事

業ということで、多分昨年度は行ってなかったん

ですが、その出張事業の中身を教えていただけま

すか。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 こちら先ほど課長のほうから

も若干お話いただきましたとおり、アクアマリン

ふくしまのほうで移動水族館という事業をやって

おりまして、トラックに水槽３台積んだものであ

ちこちに来ていただくと。市民の方にそういった

生き物を見ていただいたり、また実際に触れるこ

ともできますので、触っていただいたりしまして、

ふだん余り水族館に行かないような方にもそうい

った海の生き物に対する興味というのを深めてい

ただいて、そこから自然保護のほう、生き物に対

する考え方というのをより啓発できればというと

ころで始めたものでございます。 

○星委員長 山形委員。 

○山形委員 わかりました。トラックで移動すると

言うことで、その上に生き物出張事業講師謝礼と

いうことで、謝礼で20万ということは、講師１人

当たり何人に対して20万払っているかわかります

か。 

○星委員長 係長。 

○田端環境企画係長 講師は２名来ていただいてお

ります。ただ、この20万の中身なんですけれども、

トラックの使用料ですとか、あとは高速代ですと

か燃料関係とか、そういった諸経費全部込みでの

金額となっております。 

○星委員長 山形委員。 

○山形委員 じゃ、人件費のほかに運搬とか全ての

ものを含めて、謝礼以外のものも入っているとい

うことの理解でいいですか。 

○田端環境企画係長 はい。 

○山形委員 わかりました。 

○星委員長 ほかは。 

  小島委員。 

○小島委員 同じページ、179ページの水質汚濁対

策費の委託料325万あるんですけれども、この水

質汚濁の調査地点とか、そういうものはどんなふ

うに具体的にやっているのかをお伺いしたいと思

います。 

○星委員長 係長。 

○小林公害対策係長 公害対策係長の小林と申しま

す。よろしくお願いします。 

  細かく地点までお話ししたほうがよろしいでし

ょうか。一番初めは那珂川、箒川になりますと10

カ所ということで、深山ダム、那珂川橋、りんど

う大橋、晩翠橋、昭明橋、塚原橋、八汐橋、堰場

橋、宇都野橋ということで９カ所、     を

観測しております。 

  次に、那珂川・箒川水生生物調査になりますけ

れども、こちらにつきましては百村地区の幾世橋、

越堀地区の昭明橋、上塩原地区の要害吊橋、宇都

野地区の宇都野橋周辺の水を採取しております。 
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  続きまして、那珂川・箒川流入河川調査ですけ

れども、、百村地区の木の俣川、板室地区の板室

湯川、板室地区の沢名川、那須町地内の上黒尾川、

那須町地内の下黒尾川、那須町地内の高尾股川、、

那須町地内の那須湯川、那須町の高野川、鍋掛地

内の那珂川、中塩原地区のシラン沢川、塩原地区

の追沢川、塩原地区の鹿股川、関谷地区の滝沢と

いうふうに、おのおの調べてますので、ちょっと

数が多くなりますので、こちらのほうでよろしい

でしょうか。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 水質の問題は全く全てないという  

考えでよろしいか。 

○星委員長 係長。 

○小林公害対策係長 毎月水質検査をしております

けれども、一応基準値というのがございまして、

それに照らし合わせて調査結果を見ておりますけ

れども、大腸菌群というものが毎回なんですけれ

ども、増加している状況でございますけれども、

それにつきましても平成26年度のときに調査をい

たしまして、基準値は超えておりますけれども、

一応環境的には問題ないというような調査結果は

出ております。 

○星委員長 課長補佐。 

○大野環境課長補佐 補足ということなんですが、

大腸菌という話の説明の中で、大腸菌にも土壌性

の大腸菌とふん便性の大腸菌というのがございま

して、全国的に見てもどうしても最上流に行って

も大腸菌は出てしまうという問題があって、それ

を調べたときには、いわゆるふん便性で汚染され

た関係の大腸菌ではないですというような話とい

うことで、ある程度結論づいてまして、そういっ

た意味で問題ないですというような内容になって

おります。 

○小島委員 わかりました。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 今の全く同じなんですけれども、この

水質ですけれども、水量というのは環境度ね、森

の保有する水のこと、それを考えた場合は水量の

変化というのはまだやってないというか把握して

ないというか。水量の      

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 水量につきましては、特に調査を

しているわけではないんですけれども、最近です

と気候変動とかというところで大雨が降ったりと

かというところもありますので、地球規模での影

響というものはあったりするというふうな認識が

ありますけれども、特に調査は今のところはする

予定もございません。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 この水をもとに戻せばやっぱり水が少

なくなっている。それは米の問題になる。水を大

事にしようというＮＰＯがやってますよね。そこ

が一番危惧しているのは水の量が減っているとい

うことだ。その辺とのつながりがどうなのかとい

うことをお聞きしました。 

○星委員長 お答えは。 

○小林公害対策係長 申しわけないんですけれども、

こちら毎月水質調査行ってまいりますけれども、

そのときに目視で水の量がふえている、少ないと

かというのは確認していますけれども、あくまで

こちら先ほどありました水質汚濁防止法に基づい

ての調査になりますので、あくまで水質調査とい

うことで実施しているのが現状でございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 180ページの下段のほうの騒音大気汚

染等対策費についてお伺いいたします。まず、こ

の委託料の内訳なんですけれども、委託したもの

についての結果のデータの報告というんですか、
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数値をいただけないかなというのが１点ですね。 

○星委員長 係長。 

○小林公害対策係長 騒音にかかわる公表ですけれ

ども、自動車の騒音常時監視というものと、あと

環境騒音振動というものと、あと新幹線のほうの

騒音調査のほうを行っているんですけれども、順

番で申し上げます。自動車の騒音常時監視という

ものにつきましては…… 

○鈴木委員 そうじゃなくて、委託の内訳という表

の中の要するに赤田工業団地関係のその測定デー

タをいただけませんかというそういうことですね、

私が質問したのは。 

○星委員長 係長。 

○小林公害対策係長 すみません、今現在は地元の

自治会長さん宛てに結果のほうを送付しています

けれども、こちらについて鈴木委員のほうに示す

ようにしたいと思います。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 もう一つ、私も地元だけど今入ってな

いのでわからないんですけれども、調査の回数で

すよね、年２回とか書いてあるんですけれども、

要は業者に何月何日の何時ごろ調査に行くという

ことの事前に報告して行くと、業者はその日にし

っかりと管理して身構えてしまうので、おかしな

データは当然出ないようにするのが当たり前なん

ですけれども、要は日にちを調査の方法として抜

き打ち的なことでやっているんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○小林公害対策係長 今現在ですけれども、業者さ

んのほうにご協力いただくということで、調整を

して実施しているのが現状です。あとそのほかに

焼却施設等あるんですけれども、常時動いている

施設ではないので、業者さんのほうに実際に稼働

している日のほうをお聞きして、その日に伺わな

いと検査ができないこともありますので、今の段

階では稼働している日をお聞きして伺っているの

が現状でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 抜き打ちでないとせっかくお金をかけ

ても相手が身構えてしまって効果が出ない。もう

本当の意味での効果が出にくいので、予算確保し

ているので、そこをきちんと考えて実施、これは

意見になってしまいますけれども、やめておきま

すけれども、一応言った手前、実施してほしいな

というところで終わりにします。 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎認定第８号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、認定第８号 平成30年度

那須塩原市墓地事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○室井環境課長 （認定第８号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  小島委員。 

○小島委員 463ページの塩原温泉のさくら公園管

理事業の決算額が前年度よりかなり減少したとい

うことですけれども、理由は何かお伺いしたいと

思います。 

○星委員長 課長。 

○室井環境課長 こちら平成29年度はさくら公園墓

地のところの階段の補修の修繕費用、こちらのほ

うあったんですけれども、30年度については大規

模修繕がなかったということで、この分減ってい

るということが主な要因というものでございます。 

○小島委員 はい、わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第８号 平成30年度那須塩原市墓地事業特

別会計歳入歳出決算認定については、原案のとお

り認定すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第８号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  その他として委員の皆さんから何かございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 執行部から何かございますか。 

〔「特に」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で環境課の審

査を終了いたします。お疲れさまでした。 

  ここで暫時休憩といたします。10分間暫時休憩

といたします。 

  開始は２時20分からに開始いたしますので、お

願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時１３分 

 

再開 午後 ２時２２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

  相馬委員より、本日早退する旨の申し出がござ

いました。玉野委員も早退する旨の申し出があり

ましたので、お伝えをいたします。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎廃棄物対策課の審査 

○星委員長 それでは、ただいまより廃棄物対策課

の審査に入ります。 

  廃棄物対策課の皆さん、お疲れさまです。 

  廃棄物対策課については、建設経済常任委員会

に対する付託案件がありませんので、ここで建設

経済常任委員会を予算常任委員会（第３分科会）

に切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第65号 令和元年度那須塩原市一

般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （議案第65号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 運搬処理費、すみません。これ全体の

事業、どういう事業かよくわからないんですけれ

ども、またどういう事業なのか、具体的なところ

で。運搬処理費と書いてあるんですけれども、こ

れ運搬というと、今どこにあって、どういう場所

に持っていくのか、そういったことをご説明いた

だけますか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 私のほうで説明させて

いただきます。 

  まず、今ＰＣＢがどこにあるかというご質問で

すが、これは旧黒磯清掃センターを保管場所とし

て活用しておりまして、そこに高濃度ＰＣＢにつ

いては全て保管しております。運ぶ処理先なんで

すが、北海道室蘭市にあるジェスコ（ＪＥＳＣＯ）

という指定処理機関がありまして、そこまで輸送

して処理するような形になります。 

  当然、栃木から北海道まで輸送しなければいけ

ないので、その処理費用ということも、今回補正

予算で提出させていただいております。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 じゃ、もうちょっと聞かせていただき

ますけれども、その量的なものは、重さでいうの

か、立米でいうのかわかりませんが、量的なもの。

それから、これ処理費って言っていましたが、Ｐ

ＣＢ処理費って単価は幾らぐらいなんでしょうか。

処理費は入っていないんですね。含めてお願いし

ます。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 まず、どのくらいの量

があるかというご質問ですが、キロ単位ですと、

1,334キロです。1.3トンです。大体ドラム缶４本

分ぐらいです。 

  処理費用なんですが、キロ当たり３万800円か

かります。それだけで4,000万を超えてしまうの

で、ちょっと高額な補正予算となっております。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 同じですけれども、ＰＣＢ関係はこれ

で終わるんですか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 高濃度ＰＣＢについて

は、今回の処理をもって、市が保有しているもの

については全部終了となります。 
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  そのほかに、低濃度ＰＣＢというものもありま

して、また別の業者を選定して別途処理すること

になります。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  続きまして、予算常任委員会（第３分科会）を

決算審査特別委員会（第３分科会）に切りかえて

審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 認定第１号 平成30年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○亀田廃棄物対策課長 （認定第１号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 187ページで、下の段の30事業なんで

すけれども、聞いていたつもりなんですけれども、

何か４億円の説明のときに、落札率が適切になっ

てどうのこうのって言っていたんですけれども、

その適切という言葉を使ったあたりの意味がちょ

っと理解できなかったので、もう一度そのあたり、

ご説明を受けたい。頭にすっと入ってこなかった

ものですから、繰り返しでも結構ですから、理解

できるようにもう一度お願いします。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 この委託料、落札率の件。

落札率が、５年前が66.8％という落札率でござい

ました。予定価格に対して66.8％で、今般29年度

に行った入札につきましては、88.2％という落札

率でございました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そんなふうにおっしゃっていたんです

けれども、適切という言葉をそこでおっしゃって

いるんですけれども、適切という言葉を使った趣

旨、落札率が適切か適切じゃないかということが、

どういう意味なのかがちょっとわからなかったん

です。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 私が「適切」と先ほど申し
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上げた理由といたしましては、66.8％のときに、

無理な価格で入れてしまったということで…… 

〔「それは業者の表現でしょう」と言う人

あり〕 

○亀田廃棄物対策課長 そうでございますか。それ

で、そういう表現を使ってしまいました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 今のやりとりがそうだったんですけれ

ども、例えば、古紙の販売の業者さんが高く買い

ますよといったときに、適切かどうかというのは、

適切という表現が、行政側としては、普通に考え

ると最低価格の制限がないのであれば、予定価格

より低いほうがよいと思う。だから、競争したと

きに低いほうが落とすんだと思うんです。今の話

だと、低いんじゃなくて、88のほうが適切だとい

うふうにおっしゃったんだとすると、私はやっぱ

り意味が理解できないんですけれども、私の理解

がおかしいのか、もう一回説明いただきたいと思

います。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 それでは、適切なという私

の表現を削除していただければと思います。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 削除するのは結構ですけれども、私が

理解するに当たっては、適切という言葉をただ単

に個人的に使い間違ったというふうに私は理解し

ていいんですか。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 私の表現の間違いで処理し

てください。 

○星委員長 ほかに質疑はございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 36ページに、衛生費寄附金ということ

で、産業廃棄物処理施設に係るソフト事業という

ことで、県から寄附金が入っているわけですけれ

ども、これはどういう理由で寄附金が入って、そ

して具体的に何を目的に市に寄附されているのか

というのが、ちょっとよくわからないんですけれ

ども、具体的にどんな中身なのかも教えていただ

ければと思います。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 説明はこちらでさせて

いただきます。 

  産廃の処理施設、最終処分場などをつくる際に、

地元などと協定を結ぶのですが、施設の規模によ

って、県の要綱上、先ほど保全公社というお話が

出たかと思うんですが、業者と県のほうで、寄附

金をまず保全公社に出します。県が４分の３で業

者が４分の１。その額が市に寄附金という形で入

ってきまして、それを地元の環境保全委員会に交

付金として渡しております。その額については先

ほど説明しました。 

  主な用途なんですが、以前はハード事業、例え

ば公民館を建てかえるとか、道を直す、そういう

ことに使われていたんですが、那須塩原市のほう

では、平成30年度、昨年に、ソフト事業などに限

るようにしようという形に使い方を規定しまして、

30年度からはそういった事業のみ、例えば住民の

方々が産廃施設を独自で巡回をする、そのための

日当ですとか、そういった事業のほうに使わせて

もらっております。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 具体的には、そうするとこれ、最終処

分場あたりの寄附金という考え方ですか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 そのとおりです。最終

処分場周辺の自治会をもとにつくった環境保全団

体への補助金です。 

○小島委員 わかりました。 
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○星委員長 そのほかにございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 43ページの資源物売り払い金4,940万

3,019円というふうにありまして、そのうち収入

未済額ということで、決算書の76ページにあるん

ですけれども、これがたしか、例の資源回収の未

済だと思うんですけれども、これって正確に幾ら

で、そのうちの幾らになっているのかっていう内

訳を教えていただけますか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤施設係長 資源物売り払い金ということで、

平成30年度４月から９月分、上半期分になるんで

すけれども、こちらの収入未済額が3,139万3,491

円です。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これが、例のその業者の倒産か何かに

伴っての未済額だった分ということでよろしいで

すね。 

○伊藤施設係長 そうです。 

○森本委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 183ページの不法投棄巡回監視事業費

ということで、前年度との比較で86万1,770円増。

この不法投棄の巡回で、不法投棄は減っているの

か。その辺の状態がどうかを教えていただけます

か。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 お答えします。 

  量的な話になってしまうんですが、減ってはお

ります。29年度が約25トン、平成30年度、昨年度

が約22トン。約３トン、市が把握したのは減とな

っております。 

○星委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、この監視事業で約３トン

ぐらい減っているということで、この事業が、あ

る程度効果が出ているという認識でよろしいです

か。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 おっしゃるとおりだと

思います。 

○星委員長 山形委員。 

○山形委員 186ページの家庭系のごみ収集費とい

うことで、ごみステーションの増加に伴うという

ことで、今ごみステーションの増加が５カ所。ご

みステーションをふやすための定義というんです

か、どういうふうに。市民の要望なのか、ごみス

テーションの増加はどういうふうにすれば増加さ

れるのか、ちょっと教えていただけますか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤施設係長 ごみステーションにつきましては、

地元の住民の方たちが、ごみ処理の補助金の要項

のほうで、10軒以上まとめていただいたら、ステ

ーションのほうを届け出して新設できますよとい

うことでやらせていただいているんですけれども、

まずは地元のほうで戸数をまとめていただいて、

それで届け出いただいて、審査の上で収集上支障

がなければ、新しくステーションをつくるという

流れになっています。 

○星委員長 山形委員。 

○山形委員 設置の費用は、その10軒以上の方々が

もつのか、市がもつのか、どちらですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤施設係長 ごみステーションの管理につきま

しては、やはり地元の住民の方たちで運営してい

ただいているということでございますので、当然

設置費用につきましても、住民の方たちでお金を

出し合ってつくっていただく。管理運営につきま

しても、住民の方たちで維持管理をしていただく

ということで、お願いをしております。 
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○星委員長 そのほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 先ほどの山形議員の質問と同じことで

すけれども、これは、先ほどトン数が出てきたっ

ていうのは、実施状況をお伺いしたいんですけれ

ども、やっぱり監視員が見回っていると、見つけ

て、ありましたという報告のこと、通常的にはそ

の報告の中で、搬出したときのトン数を言ってい

るんですか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 そのとおりです。報告

を受けておりまして、その中で不法投棄物を発見

して回収した場合などは、その数量についても。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 あとは、その監視員の皆さんというの

は、どういう人がたくさんいるんでしょうか。エ

リアか何かを分けてあって、どのルートをどうい

うふうにみんなで、どのエリアを自分たちで分担

し合って見ているみたいな、その監視運用という

のはどんな形で現在やられているんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 ２台、４名体制で運用

しておりまして、１台が黒磯地区、もう１台が西

那須野・塩原地区ということで回らせてもらって

います。 

  こちらのほうで、特に指示はしていないんです

が、例えば不法投棄が頻発している場所ですとか、

そういう場所についてはお互い情報共有し合って、

じゃ、そこを重点的にやってくださいというのは、

当然指示はしております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 トラックということだったんで、じゃ、

監視員という人たちは、監視するだけではなくて、

仕事の中には回収も含まれていると。その作業も

あわせてやられているということでよろしいです

か。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 不法投棄されないよう

に、その場所を監視して犯人を突きとめるという

のが第一なんですが、もう既に投棄されていて、

ちょっとわからないとか、そういう場合は、おっ

しゃるとおり回収というものを含めております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 捨てた物がたくさん山になっていたら、

別途業者さんに回収費用を出して回収するとかっ

ているイメージを持っていたんですけれども、基

本的には、監視員の皆さんも回収という業務もあ

って、全て監視員の皆さんが回収するのかどうか、

要するに間に合わないことが多くて、別途委託し

ている分が多いのか、その辺はどうなんでしょう

か。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 私が来てここ数年は、

大量で追いつかないというほどの不法投棄は正直

ないというのが実情で、不法投棄はどちらかとい

うと、昔の産廃を捨てられちゃったみたいなもの

を私も想像するんですが、そういうのはちょっと

少なくて、家庭ごみを捨てられるのが多いので、

それをちょっと回収するというのが現状です。た

だ、中身はやっぱり大量に捨てられて、２人じゃ

足りないときは我々も行ったりとか、そういう対

応はいたします。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ポイ捨て条例もあると思うんですけれ

ども、道路にごみのような物で、よくペットボト

ルとか、道路の脇に捨ててあるやつが最近またち

ょっとふえたような気がするんですけれども、そ

ういうのはこの監視員の皆さんは、対象にしてい

るんですか。山間部みたいなところだけなのか、

市道、県道あたりのところにぽつんと捨ててある
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ような、市民が片付けをしているんですけれども、

ちょっと目立ったようなところがあったりするの

は、この人たちの仕事なんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 市道とかも、発見すれ

ば回収するのは対象にしております。山間部も全

域的に回っております。 

○星委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 ちょっと確認させていただきますけれ

ども、先ほど小島委員のほうからありました歳入、

それに対する歳出のほうになりますけれども、

184ページの産業廃棄物対策事業費、この中の、

寄附金をいただいて、それが補助金として出るわ

けですね。説明の中でも、昨年については、赤田

地区５つの地区の公民館の改修であったり、そう

いったものの事業に充てたということでした。予

算額から見ると、ここが1,000万ぐらいの予算額

があったのに、今回実際に執行されている額とし

ては550万ですので、当初の予定、計画と大きく

違ってしまったのは、どこに要因があるんですか。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 この補助金のマックス

なんですが、施設の規模によって決まっておりま

して、この施設、この自治会については、総額で、

例えば5,000万円と決まっておりまして、それを

例えば10年間で分けて使うのか、１年間に一気に

使ってしまうというのは、それぞれの自治会のほ

うに委ねられているんです。 

  我々のほうとしては、年間マックスということ

を想定して予算は組んでいるのですが、昨年度に

ついては、各自治会さんのほうについてはマック

ス使わないで、長く使うということで、実質それ

が余ってしまうという形になります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、寄附として来ていますか

ら、それを予算化するといえば、来たものをその

まま予算化するというのが、それはそれでわかる

んですけれども。 

  とういことは、各地区からの、事業としてどう

いう事業を今回やるんですかと、そういった聞き

取りまではされていないということですね、予算

がつくられるときには。 

○星委員長 係長。 

○鈴木産業廃棄物対策係長 事業については聞かせ

てもらっておりまして、年間計画とか、そういう

ものもいただいております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ただ、それでも実際に執行される額と

してはそうじゃないというのは、どうしてなんで

すか。最初に答弁いただいた各自治会によっての

考え方の違いということなんでしょうね。わかり

ました。 

  それから、先ほど森本委員のほうからも質疑が

出されましたが、決算書76ページ、収入未済額で

す。中段の4,842万5,587円、その分の中の例の古

紙、要は資源物等売り払い金の未収の部分があっ

て、その額が、我々も既に説明を受けていますか

ら、三千百何がしということなわけですね。それ

を引き算した残りの分もまだあるわけですね。そ

れらについては、詳細は、どういうものが未済額

として計上されているんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 これは、廃棄物対策ではな

い雑入の部分になると思います。廃棄物対策課と

しましては、この資源物等売り払い金の中の三千

何がしで、別になってございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 決算ですので、意見を言う場所はない

んですから、ですけれども、既に今回の質疑の中
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でも山形議員のほうからも質疑があったので、今

後のこの資源物等売り払い金の回収についての考

え方というのは聞きましたので、ほぼそういうこ

とで流れていくんだなというのはわかったんです

が、あの方法以外には全く方法がないということ

なわけですか。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 決算質疑のときの部長答弁

の破産法に基づく手続以外なかったのかというこ

とでございますが、裁判所のほうに破産法の決算

管財人がついてしまえば、もうあのルートに乗っ

て処理されていくしかありません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あの方法で行った場合には、財産の分

配ということになるわけですけれども、私はほぼ

ゼロに近いと思うんです。その前に手を打つ手段

はなかったのかなということで、今お聞きしたん

ですが、そうすると、なかったということですか。 

○星委員長 部長。 

○鹿野生活環境部長 基本的にはなかったというか、

少なくとも市のほうでは把握していなかったとい

うことで、このような手続をする形になってしま

ったということで考えていますというか、そうい

うふうになって進んできましたということです。 

  ですので、今調べる範囲では、課長のほうから

もありましたけれども、破産法の手続が開始され

てしまうと、もうそれに基づいて分配されるもの

しかないということで理解しています。 

  ですので、その途中で何か要求するとか、請求

するとかということは、多分やっても受け入れて

もらえないというか、要はできないということに

なるんだと思うんですけれども、そういうことな

のかなと思って理解はしていました。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 今の話なんですけれども、かなり、要

は売り払い収入がしばらく遅延している時期が長

かったような感じがするんですけれども、そうい

う面で、やっぱり再発防止対策というのをもうち

ょっと検討する必要があるだろうと思うんです。 

  ですから、半年以上も入ってこない時期が長か

ったということで、例えばもう半年たったら、業

者を見切るとか、そういうような再発防止策につ

いてどのように考えているのかお伺いしたいんで

すけれども。そこに対してどのように考えている

のかお伺いしたいんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○亀田廃棄物対策課長 まず、再発防止対策をどの

ように考えているかというご質問かと思います。

まずは今年度から、６カ月の契約期間を３カ月に

短くしたこと。それから第３四半期から、まず１

カ月滞納したら、持ち出しをストップさせる内容

にしました。また、その前に、契約時に契約保証

金を金額の10％を支払わせて、それを担保にする

ということを第３四半期からは、再発防止策の一

つとして実施します。 

○星委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 よろしいですか。 

  討議すべき点はございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 先ほどから話に出ている未払金の未済

額に関しましては、質疑等は見解もある部分もあ

るんで、まず委員会内で一度討議を行うという形

をとられたらいいかなと思いますんで、提案させ

ていただきます。 

○星委員長 討議の申し出がありましたので、ここ

で暫時休憩といたします。 

  執行部の退席を求めます。 

  なお、討議終了後、再度入室していただきます

ので、第３委員会室で待機をお願いいたします。 
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  ここで、同時に暫時休憩といたします。 

  会議再開は15時20分からにいたします。 

 

休憩 午後 ３時１３分 

 

再開 午後 ３時３３分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 委員間討議の中で皆さんにいろい

ろな意見を聞かせていただいて、賛成のほうの立

場で討論させていただきます。 

  不法投棄やいろいろなごみの収集ということで、

おおむね適正に決算されているというふうな認定

と、内容を見て非常に頑張っているかなというふ

うな印象を受けました。 

  しかし、６月の議会でもお示ししたとおり、資

源物の売り払い等に関しての再発防止マニュアル、

こういった形も提出されるということでございま

すが、今、少ない税収の中、自主財源というふう

なものが非常に重要になってきています。バナー

広告にしたり、さまざまなもので自主財源という

ものが執行部の考えと私たちの考えが若干まだず

れているのかなということで、非常に皆さんから

預かった今回の資源物売り払い約3,000万、これ

は市民の皆さんの貴重な財産、お金でございます。

そういったものも加味すると、今回の資源物の売

り払いの3,000万ということは、やはり再発防止、

皆さんも討議の中で言っておりましたが、再発防

止を今度、議会のほうに報告して示していただき

たいと思います。 

  本当に、この自主財源が少ない中、その3,000

万ということは、もう一度よく執行部の皆さんに

は考えていただいて、再発防止に徹底をしていた

だきたいと思います。 

  一応、議会のほうに提出を求めていただいて、

今回の決算認定の賛成の立場の討論といたします。 

○星委員長 そのほか討論ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  そのほかとして、委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 ここで、議事進行を副委員長とかわり

ます。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 （産業廃棄物の災害への対応について） 

○山形副委員長 それでは、議事進行を委員長と交

代いたします。 

（副委員長、委員長と交代） 
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○星委員長 そのほかとして、ほかの委員さんから

何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で廃棄物対策

課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午後 ３時３９分 

 

再開 午後 ３時４１分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活課の審査 

○星委員長 ただいまから生活課の審査に入ります。 

  生活課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 生活課については、建設経済常任委員

会に対する付託案件がありませんので、建設経済

常任委員会を決算審査特別委員会（第三分科会）

に切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○君島生活課長 （認定第１号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 86ページの交通対策費なんですけれど

も、ゆーバス、予約ワゴンバス運行費で3,300万

から減っているんですけれども、これ減額の理由

は。 

○星委員長 すみません、課長。 

○君島生活課長 申しわけありません。そうします

と、細かい全体の数字まで話をちょっとさせてい

ただきたいんですけれども、やはり一番大きいの

は、87ページのほうをごらんいただきたいんです

けれども、この予約ワゴンバスによる状況が４月

から９月、その後がゆータク利用状況が10月から

年を越しまして３月末になっているかと思うんで

すけれども、やはりここの予約ワゴンバスという

形の利用形態からゆータクに変わったというとこ

ろが大きな原因になると思います。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 次に、87ページの生活バス路線維持費、

これが1,300万から増額になっているんですけれ

ども、これは生活バスの維持費ということは、バ

スの運行対策費ということで、だと思うんですけ

れども、今度路線バスというかバスが、経営が余

りうまく行っていないから補助費が多いのか、そ

ういう意味なのでしょうか、お聞きします。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 すみません、そうしますとこちら

の数字としては、説明としてはざっくりという形

の説明をさせていただきます。 

  １つ大きなものとして考えられますのが、88ペ

ージのところに書いてあるんですけれども、生活
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バス路線維持費、県との協調補助ということで９

路線入るかと思いますけれども、その中にしたか

ら２番目に黒磯駅から板室温泉という路線がある

かと思いますけれども、実はこれが29年度は補助

の基準に満たなかったということで、29年度につ

きましては補助がなかったんです。比べてみます

と、ここで760万相当というものが上がっている

という状況です。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 補助の要件に満たなかったとうのはど

ういうことなんでしょうか。路線があったわけで

すよね。満たなかった理由というのは 

○星委員長 係長。 

○髙野交通対策係長 補助の要件として、平均乗車

率と、１日当たり何人乗るという、そういう要件

があるんですけれども、昨年は、これが本当は

2.0以上ないといけない、0.9から2.0未満だった

ということで、余り人が逆に乗っていなかったと

いうことで、去年は対象になっていなかったんで

すけれども。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 ということが、人がいっぱい乗って経

営状態がいいところのほうが補助はもらえるとい

うことでよろしいんですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 昨年はそういうことなのかなと。

結局、ある程度の基準を満たさないと、例えば上

の国・県との協調補助、それから下の県との協調

補助なんかあるんですけれども、そこでも上の路

線になるとまさに国という言葉が入っていると思

うんですけれども。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 ということは、乗らない、乗っている

人が少ない路線というのは、その少ししか乗って

いない路線というのはなくなっちゃうのは仕方が

ないという考え方で、ある程度乗っているバスを

維持するための補助金ということでよろしいんで

しょうか。 

○星委員長 係長。 

○髙野交通対策係長 廃止とかそういうことではな

くて見直しをかけて、何か対策を練って、少しで

もふえるような状態にその路線を持って行けば、

ある程度の見込みで改善の見込みがあるというこ

とで補助が出るという考えでいいかと思います。 

○森本委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 89ページの中で、防犯対策費です、10

事業の中で、西那須野駅東西連絡防犯カメラ及び

その下の黒磯駅東西連絡防犯カメラを設置してい

ますが、これを設置したことによる効果というか、

何か事件というんですか、何かあったかどうかあ

たりも報告できるところをお伺いしたいんですが。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 今の委員から質問がまさに答えな

のかなと思うんですけれども、そういった大きな

例えば事件だとか、そういったものについては被

害とかというのは、そういうのはちょっと聞いて

いないような状況になっています。まさにそうい

った形での効果があるのかなということです。 

○鈴木委員 わかりました。 

○星委員長 ほかありますか。 

  小島委員。 

○小島委員 182ページの備品購入で、食品の放射

性測定システム制御用パソコンを導入しています

けれども、かなり今も放射性物質の食品の問題も

落ち着いているのかなと思っているんですけれど

も、そういう中でこのパソコンを導入して、何か

成果みたいなものがあればお聞かせ願えればと思

うんですけれども。 
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○星委員長 課長。 

○君島生活課長 まさに委員のおっしゃったように、

大分落ち着いてきたのかなという話も一方ではあ

るのかと。実際に、件数につきましても、先ほど

もちょっと申しましたように、30年度が117件、

昨年度が159件、もう一つさかのぼりますと、28

年度のやつで302件です。ということは、大分落

ち着いてきたのかなというようには思うんですけ

れども、やはり一方ではまだ放射能を心配される

方がいらっしゃる、安全安心ですかね、という部

分でのものを、パンクしないという言葉が適当か

どうかわかりませんけれども、そういった形での

スタンスで、うちのほうとしては引き続き取り組

みを進めていただければいいんじゃないのかなと

いうことで、このような形で購入させていただい

たような状況になっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、84、85、交通安全対策の、

質疑でも出ていましたけれども、免許証の自主返

納者の支援ということで、約100万円決算額があ

るわけですけれども、85ページの実際の人数とい

うことで98人というふうになっています。これは、

他市と比較してどうなんでしょうか。那須塩原市

とほぼ似ているような人口のところは佐野とか幾

つかあるとは思うんですが、そういった他市との

比較なんかはしたことあるんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 正直、ちょっと比較したような手

元にデータ等は持っていないのが状況です。 

  ただ、当然に那須塩原市のやり方、例えば佐野

市さんのほうのやり方という部分に違いがあった

りとかというのは、当然県内の市町村でもあるか

と思いますので、それに寄るのが正直違うところ

かなと思うんですけれども、まずはうちのほうと

しましては、この制度、一つはそのきっかけづく

りとかという部分もあるかと思いますので、そう

いった考え方に立ちまして、いろんな事件事故と

かありますので、やっぱり実際に返納している方

がふえていますので、それに手助けになるような

形で引き続き、これだけというとまた変ですけれ

ども、お手伝いできればというふうに考えており

ます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 対岸の火事で終わってしまうと、本当

に本市で似たような事案が発生した場合に、行政

としての対応というのはすごく求められるんだと

思うんです。今回、このような事業を始めたこと

によって、返納者はふえておるのは事実でしょう

から、これは質疑ですので意見としてはいいませ

んが、やはり他市町との比較というのは非常に大

切なような私は気がするんです。 

  だから、せっかくのこれだけの方が返納してき

ているわけですから、そういったものに対する、

年齢的には分析されていますので、年齢的にはわ

かりますけれども、じゃ、現実問題としてどうし

て返納する気になったか、そういった意識調査み

たいのは今度はされているんですか。 

○星委員長 課長。 

○君島生活課長 大変申しわけありません。ちょっ

とそこまではやられていないような状況になって

おりますので、こちらの自主返納をする際には、

当然に私どもの窓口来ての必ずの申請になります

ので、その中でちょっと工夫するような形で、生

の声に多分なるかと思いますので、そちらも拾え

るような形も徐々に考えていかなきゃならないの

かなと思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に、メディアの中でさまざま情報

が流れてくるのを見ると、余りにも悲惨な事故が

発生していますよね。そうすると、この年齢的に
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は分析からいけば、60以上で90までがほとんどな

わけですよね。そうすると、やはり返納する、返

す理由というのは絶対あるわけですよね。それら

が分析されることによって、この制度自体がどう

なのかというようなものに次、つながっていくよ

うな気がするんです。だから、そこは大切だなと

思います。それ以上は言いません。 

  じゃ、次行きます。 

  182、先ほど小島委員のほうからもありました、

環境保全費の中の食品の放射性物質の簡易検査の

件数ということで、課長のほうから先ほど説明を

いただいたこの中では117件、それで３カ所あり

ました。昨年度については159件ありましたと。

明確に減ってきているわけですね。 

  減っていること自体は、意識が大分薄まったと

いうのと、もうそんなに気にする必要がないのか

と２とおりの考え方があるとは思うんですけれど

も、主に今でも多い食材というかは、どんなもの

が多いんでしょうか。 

○星委員長 課長補佐。 

○印南生活課長補佐 品目ごとの統計というのをと

っているわけではないんですけれども、やはり６

月のタケノコですとか、あとは春の山菜、コシア

ブラですとかタラマメですとか、そういったもの

はもう数値が多く出ているような傾向もありまし

て、やはり心配されて検査されるのかなと思って

おります。 

  あとは、野生動物の肉です、イノシシですとか

鹿ですとか熊、そういったものも時々検査される

ことがございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、本当に季節ごとに固まっ

て検査件数がふえているような捉え方になるわけ

ですか。年間通してほぼ同じような検査数が上が

ってくるということではないということですね。 

○星委員長 課長補佐。 

○印南生活課長補佐 おっしゃるとおりでございま

す。 

  やはり、作物が多くとれる時期には検査がふえ

て、冬場ですとほとんどとれない１月から３月に

ついてもほとんど検査が入ってこないような状況

です。 

○吉成委員 了解です。 

○星委員長 そのほか。 

  小島委員。 

○小島委員 226ページです、備品購入費で特殊詐

欺撃退機というのを貸し出しているということな

んですけれども、どのような要望とかそういうも

のがあって貸し出しているのか。あとどういう効

果が上がっているのか、この辺をちょっとお伺い

したいと思います。 

○星委員長 課長補佐。 

○印南生活課長補佐 申請される方のきっかけとし

ましては、ご本人からの申し出というのももちろ

んなんですけれども、例えば子どもさんが親御さ

んのことを心配されてご利用されたりですとか、

あとは地域包括支援センターの方がお勧めになっ

て申請されるということもございます。 

  効果についてなんですけれども、こちら29年度

の３月にアンケートをとらせていただいたんです

けれども、非常に迷惑電話が減ったですとか、電

話に出やすくなったということで、効果があると

いうお声をいただいております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 じゃ、これは、貸し出しする場所は消

費生活センターのほうで全部一括管理していると

いう形ですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○印南生活課長補佐 撃退機につきましては、生活

課のほうで受け付けをしておりまして、生活課の



－266－ 

職員と、それから消費生活センターの相談員がペ

アで設置に伺っておりまして、その際にやはり啓

発のお話などもさせていただいております。 

○小島委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

  その他として、委員の皆さんから何かございま

すか。 

  議事進行を副委員長と交代いたします。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 （公共バスの広域運用について） 

○星委員長 ありがとうございます。 

○山形副委員長 それでは、議事進行を委員長と交

代します。 

（副委員長、委員長と交代） 

○星委員長 そのほかに委員の皆さんから何かござ

いますか。 

  山形委員。 

○山形副委員長（あおり運転の市内の状況について） 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 執行部から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、以上で生活課の審

査を終了いたします。 

  これで生活環境部の今定例化における審査は終

了となりますが、生活環境部全体として何かござ

いますか。 

  部長。 

○鹿野生活環境部長 （公共交通の現状、指定廃棄

物、資源物売り払い金について） 

○星委員長 以上で生活環境部の審査を終了いたし

ます。お疲れさまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○星委員長 以上で本日の委員会は散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３０分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

令和元年９月１８日（水曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 小  出  浩  美 農務畜産課長 田  代  宰  士 

農務畜産課長 
補 佐 

佐  藤  裕  之 農業振興係長 栗  川  成  人 

担 い 手 支 援 
係 長 

広  瀬  美 香 子 畜産振興係長 星  野  卓  央 

農 業 再 生 
協 議 会 
副 主 幹 

薄  井     隆 
堆肥センター 
所 長 

柳  崎  修  造 

農林整備課長 吉  澤  克  博 
農林整備課長 
補 佐 兼 
農村整備係長 

村  木  和  夫 

林 務 係 長 伊  藤  好  美 地籍調査係長 須  藤  俊  一 

商工観光課長 渡  辺  直 次 郎 
商 工 観 光 課 
主 幹 

和  久     強 

商 工 係 長 吉  田  和  則 
企 業 立 地 室 
室 長 

相  馬  和  男 

企 業 立 地 室 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

室  井  秀  明 
企 業 立 地 室 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

植  木     智 

観 光 振 興 
センター所長 

和  氣  広  美 
観 光 振 興 
センター主査 
（ 係 長 級 ） 

松  本  英  治 

まちなか交流 
セ ン タ ー 
館 長 

後  藤  明  美 
まちなか交流 
セ ン タ ー 
副 主 幹 

小  池  雅  之 
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農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

久 留 生  利  美 
農 業 委 員 会 
局 長 補 佐 兼 
農 政 係 長 

村  松     隆 

農 地 係 長 新  巻  昭  美   

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長挨拶 

   〔農務畜産課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔農林整備課〕 

    ・議案第７６号 那須塩原市森林環境整備促進基金条例の制定について 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔商工観光課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    ・議案第７３号 令和元年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算（第１号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

    ・認定第 ９号 平成３０年度那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 
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  ４．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 散会前に引き続き、建設経済常任委員

会を再開いたします。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○星委員長 これより産業観光部の審査に入ります。 

  初めに、産業観光部長からご挨拶お願いいたし

ます。 

  部長。 

○小出産業観光部長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農務畜産課の審査 

○星委員長 ただいまから農務畜産課の審査に入り

ます。 

  農務畜産課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 農務畜産課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○田代農務畜産課長 （議案第65号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  玉野委員。 

○玉野委員 11ページの道の駅、課長のほうで敷地

という表現がありましたけれども、大ざっぱに言

って、建物２つあるんじゃないかなという中での

敷地というのは、どの辺までカバーされるのかと

いうこと、それを２つカバーするのか、それが１

つです。 

  それと、企画の提案の最終日と企画を立案する

という受け手ですね、どの辺、どういう方なのか

ということを３点お願いしたいんです。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 まず、１点目の敷地というと

ころがどこまでかというようなご質問でございま

すが、今現在の想定をしております敷地というの

が、要は現在の２つ建物があるところ以外にも建

物を建てられるところがあるのかと。そして、ど

こにどう建てたら、その周遊性といいますか、

我々が考えているコンセプトが有効に生かせる配

置になるのかということも含めて、今回、提案を

いただきたいというところでございます。 

  端的に、あそこを広くそれぞれ完備していると

ころが違うというのもありますけれども、その中

でどういうふうな配置をしたほうがというところ

で、こちらの委託をするというところでございま

す。 

  現在、想定しておりますのがレストランと直売

所に加えまして、今現在の想定でございますけれ

ども、６次産業の拠点となり得るような、例えば

チーズづくりの工房、そういったものもあそこの

敷地に建てられないかということも含めて検討を
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しておりまして、そういったコンセプトを十分に

生かし、そしてあの地域に合った、そしてさらに

集客効果を十分に発揮できるようなところを提案

していただきたいというところでございます。 

  こちらの想定している委託業者は、そういった

ところにたけたコンサル等々を想定をしていると

ころでございます。 

  期限は、今年度中にはこちらの提案をいただき

ました上で、先ほど言いましたとおり次年度には

実施設計に入っていければというところでござい

ますので、こちらの成果をもとに次年度、実施設

計に移っていければというところでございます。 

  以上でございます。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 じゃ、建物がふえるということでしょ

うか。その中で６次産業化という中でチーズとい

うことが出たと思います。乳製品ですから、市長

はチーズフォンデュですね、それから６次産業の

核ということであればジェラートとか、それから

ミルクジャム、そういうことも核の中に入るんじ

ゃないかと思うんですけれども、ミルクジャムは

北海道の名産で、チーズつくりはもっと簡単に、

アイテムもたくさんありますから検討していただ

ければと思います。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 委員おっしゃるところも含め

て、今後、検討していければと思っております。

ありがとうございます。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 それでは今、玉野委員が質問したとこ

ろ、同じところで、こっちから積極的にコンサル

的なところに、こんなふうにやっていきたいんだ

というポイントがあって、そこを検討してもらう

のか、こういう敷地があって、こういう現状なん

だけれども、何かいい方法ないと聞くのか、それ

はどういうスタンスで考えていますか。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 鈴木委員のおっしゃる前者の

ほうでございまして、私ども庁内の中の打ち合わ

せで、あそこの道の駅のイメージコンセプトを練

り上げているところでございまして、そのコンセ

プトに沿った、それを最大限に生かすための施設

配置、施設等々を提案いただくというようなとこ

ろでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、そういうことで玉野委員

にちょっと説明のあった内容で行くということで

すね、了解しました。 

  次に、その下の3001事業、総合整備事業、単純

にこの6,700万を使うんでしょうけれども、一体

どういったことに使われるのか、事業内容を聞か

せていただければと思います。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 今回、追加で6,711万円とい

うことで、今年度事業の今年度予算総額でいきま

すと２億5,856万4,000円という額になります。こ

の金額によりまして、今年度は５件の農家さんの

事業を進めてまいりたいというところでございま

す。いろいろなメニューがありますけれども、 

飼料畑の造成であったり、牛舎の建築であったり

というようなものがございまして、総額でそうい

った金額を予定をしているというようなものでご

ざいます。こちらの総額の部分でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そしたら、また次を聞きたいんですけ

れども、6001事業で、これは金額は安いんですけ

れども、チーズフォンデュの視察というんですか、

先進地はどこを考えていらっしゃるのか、お伺い

します。 
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○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 先進地と言っていいのかとい

うのもあれなんですけれども、例えば乳製品に伴

うイベントとか、要は幕張メッセとか、ああいっ

た、あそこまで大きいかどうかわからないんです

が、そういった今現在、日本の中で先進的、こう

いったものをというようなところを視察、その中

でもし可能であれば、チーズをメーンに出したお

店であるとか、そういったところの視察もあるの

かもしれないんですが、とりあえず現在の想定で

は、そういったイベントを見てくるということを

想定をしております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。 

  その下の9001事業で、これを単純に、また新た

に補助金ということなので、この新たな9,000万

強の使い道についてご説明いただけますか。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 こちらにつきましては、やは

り牛舎本体と附帯設備、そして堆肥舎、またそれ

に係る設計施工管理業務というような内容でござ

います。 

○鈴木委員 補助金が使われるんですね。 

  以上で結構です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それでは、先ほどから質疑があります

道の駅の件なんですが、先ほどの説明の中には老

朽化という言葉も出てきているわけですよね。で

も、詳しく今の説明を聞いていると、じゃ、現状

あるトイレはあれだけ強固なものを建てています

から、全然問題ないでしょうけれども、もう一つ

のものを直売所としての建物、あれは相当老朽化

しているんだと思うんですね。そちらに関する修

繕なり建てかえなり、そういったものは計画に入

るのかどうか。 

  それともう一つ、コンセプトというお話があり

ましたけれども、あそこのコンセプトとしては、

よその道の駅にない、それはどこが特徴かといっ

たら駐車場だったわけですね。あの駐車場に、あ

のように木がたくさん植栽してあるという道の駅

はないわけです。それが当時、売りだったわけで

すよね。それが逆に使いにくいという、利用者か

らするとですね、そういったこともあったんです

が、見た目は非常にいいわけですね。ただ、だだ

っ広い駐車場じゃないので、その辺のコンセプト

自体も見直しをするということも含められている

ということでいいんですか。 

○田代農務畜産課長 これは係長のほうから。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 今、課長の説明があったとお

り、今現在、コンセプトとの大もととなる幹の部

分を生涯学習課、道路課、あとは企画とうちと商

工観光課というところで、関連する各課の検討し

ているところで、まず道の駅については老朽化と

いう部分と狭隘化ということで、かなり今現状、

他市町の道の駅に比べて青木の道の駅のレストラ

ン、直売所が狭いという状況がありますので、こ

の機会に建てかえをできないかという方向で検討

を進めております。 

  また、建てかえの方向性とする中で、現在の利

用者さんから意見を聴取したんですが、やはり一

番の問題は、あそこの一番おしゃれな第１駐車場

と呼ばれる部分、あそこが大型バスも含めて六十

数台しかとめられない、とても、例えばいい施設

ができても、とめられなければ、やはり寄るわけ

ないというところで、そちらについても駐車場に

ついてはちょっと区画整理をして、第１駐車場が

とめられないかという方向で検討をしているとこ

ろでございます。 

○星委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 じゃ、駐車場に関して言えば今回、新

たに奥に駐車場を整備をしたわけですね。ですか

ら、多少駐車スペースとしては確保されるんでし

ょうか、あれで。 

  ただ、先ほども繰り返しになりますけれども、

当初の他の道の駅との差別化のために、あのよう

な駐車場をつくったと。そうなると、今の説明か

らいくと、あと課長の説明を総合的に考えると、

もう一つの建物を建てたいとなれば、そのスペー

スを確保するためには、もう木は、これは切らざ

るを得ないというような形になってくると思いま

すね。じゃ、それらも含めてということでよろし

いですか。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 委員、おっしゃるとおり、あ

そこの青木別邸も含めたトータルが、あちらの道

の駅のイメージだというふうに理解をしておりま

す。私どもとしても、今回、企画提案いただくと

いうところは、そういった既存の財産をいかに活

用するかと。どこに、どういう建物を配置をする

かと、こういうところも含めて提案をいただきた

いと考えておりますので、例えばむやみやたらに

木を切って、ただ広げればいいのかというところ

ではないとは思っておりますので、それらも含め

てご提案をいただければというようなところでご

ざいます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 

  じゃ、12ぺージの先ほど説明をいただいた農観

商工連携推進事業のマルシェなんですが、これは、

いつごろ、どのぐらいの方々に声をかけて、実際

にマルシェを実施する予定なのかお伺いします。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 具体的には２回予定しており

まして、それぞれ青木の道の駅の直売の方々とア

グリパルの道の駅の直売の方々にご協力をいただ

いて都内のほうで販売会を実施してまいりたいと

いうことで考えております。 

  時期的には、ちょうど冬の野菜が始まるのが12

月ぐらいから、イチゴとかそういったものが出始

めます時期ですので、12月から１月にかけて実施

してまいりたいと考えております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、アグリにしてもあおきに

しても道の駅ですから、ふだんから利用されてい

る方々は当然いらっしゃるわけですよね。できれ

ば県外とか市外の方に来てほしいわけですね。そ

うすると、マルシェというこのコンセプトを、ど

うやって訴えていくんでしょうか。今のままで２

回やるというのは、何か単にのぼり旗を立てて、

ちょこっとやっているねぐらいのイメージしか、

ちょっとと想像できないんですが、そこはどうな

んでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 具体的なコンセプトというと

ころは、まだ固まってはいないんですけれども、

やはり一番大切なところというか、考えています

のは、その生産者みずからが自分で物を持ってい

って、評判を聞いて、どういったものかというお

客様のダイレクトの声をいただくということが、

まず重要かなというふうに考えておりまして、そ

れぞれの直売のほうにご協力をいただいて、出し

ていきたいなというふうに考えております。 

  確かにのぼり旗を立てて、那須塩原のうまい野

菜ですよということで出てくる、やってくるとい

うことは、確かにそのとおりなんですが、そうい

った直接、消費者のほうの声を聞いていただくこ

とで、次回にまたつなげていけないかなと考えて

いるところでございます。 

○星委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 市長公約事業いうことですので、少し

インパクトがないと、ただ、やりましたで終わっ

てしまうのかと、そこがちょっと危惧される部分

です。ぜひ成功させてください。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかに質疑はございませんか。 

  小島委員。 

○小島委員 １つだけ関連ですけれども、今、場所

という話をしていましたけれども、都内のどこで

やるという予定がありましたらお聞きしたいと思

います。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 今、予定していますのが、第

一勧業信用組合と市と協定を締結しておりまして、

そこの持っている建物の一部のスペースを無償で

貸していただけると。 

〔「第一勧銀……」「新宿」と言う人あ

り〕 

○栗川農業振興係長 それを使ってやりたいという

ふうに考えております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 わかりました。 

  あと、関連ではないですけれども、農業経営基

盤強化促進事業費、１０件やるというんですけれ

ども、どんな施設とか機械を導入するのかお伺い

したいと思います。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 今回の10経営体ですね、いろ

いろ人によって機械何台、複数を買ったりという

のがありますので、例えばとある方は組み合わせ

はかりを２台というようなものであったり、トラ

クター、ロータリー、ウイングハロー、シュレッ

ダー、レーザーレベラー、ホッパー、田植え機な

どを一括して購入される方もいます。そのほかに

は、ドローンをこちらの補助金で購入される方も

います。多いのはやはりトラクター、コンバイン

等、大型の機械でございます。 

  そういった中で、10経営体というところでござ

います。 

○小島委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかにございますか、よろしいで

すか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 次、討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分
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科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○田代農務畜産課長 （認定第１号について説

明。） 

○星委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休憩

にします。 

 

休憩 午前１０時５７分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 202ページで、畜産産業費負担金の中

の那珂川あゆ街道推進協議会負担金ということな

んですけれども、那珂川あゆ街道、今回新規でこ

れ加わったということだと思うんですけれども、

今まで那須町、大田原、那珂川、那須烏山、茂木

でやっていた事業だと思います。 

  長年加わっていなかったかと思うんですけれど

も、那須塩原市が加わったということで初年度で

どのようなイベントだったり、どのような加わり

方をして、どんな効果があったのかをお聞きした

いと思います。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 昨年度なんですけれども、大

田原市のなかがわ水遊園で従来からの那珂川大感

謝祭というのをやっていたんですけれども、そこ

に参加しまして、那須塩原市というのを牛乳を無

料提供という形ではあったんですけれども、そん

な形で那須塩原市が街道に入ったということでほ

かの街道なんかもあそこが参加しておりますので、

ＰＲできたというふうに思っております。 

  また、キーワードラリー等にも那須塩原市の塩

原温泉の宿泊券なんかも提供させていただきまし

て、スタンプラリーのほうで優勝された方にはそ

れが提供されたということでやらせていただきま

した。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 あゆ街道ということで、これで那須町

から茂木までが多分つながったんだと、那須塩原

市今まで入っていなかったので、そこつながって

いなかったんですよね。これでつながったという

ことなんですけれども、那須塩原市の那珂川とい

う部分では何かアピールすることというのはあり

ますでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 那珂川のほうで女性を対象に

したアユフィッシング大会等、黒磯駅前の平山釣

具店さんが中心になりましてそんなイベントを開

催されたりとか、そういった形でちょっと街道入

ったという直接的なあれはなかったんですけれど

も、そういった形でそういったことも含めてＰＲ

していきたいということで賛助会員さんではある

んですけれども、そんなことでＰＲしていただい

たりとか那珂川の源流まで今回街道ということで

つながりましたので、今後、あゆ街道という形で

那須塩原市でもＰＲのほうを検討していければと

思っております。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 あゆ街道のホームページなんか見ると、
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今、那須塩原市は観光協会とかのホームページの

中に入っていないと思うんですけれども、これは

これから入っていくという考え方でよろしいです

よね。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 すみません、そのホームペー

ジというのは…… 

○森本委員 あゆ街道の。 

○星野畜産振興係長 県のほうの…… 

○森本委員 那珂川あゆ街道のそうです、そこにも

加わっていくという。 

○星野畜産振興係長 黒磯観光協会さんと黒磯商工

会さんともあゆ街道の会員になっていただいてお

りますので、入るように確認していきたいと思い

ます。 

○森本委員 わかりました。よろしくお願いします。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 19ページで、堆肥センターの処理手数

料、前年より440万ほどふえたというようなこと

で需要が復活しているのかなという感じがしてい

るんですけれども、ふえた理由と、もう一つは現

在どのぐらいの戸数の畜産農家がこの堆肥センタ

ーを活用しているのか、伺いたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 まず、手数料がふえたという

ところでございまして、こちら先ほどの説明の中

でも搬入量の増加というようなところでございま

して、トン数でいきますと約3,000トンほど処理

量がふえたというところでございます。 

  こちらは今までの製造のラインの中で滞留して

いた部分、商品のほうです、最後のところがたま

っていたので、これらの売却をすることで流れを

スムーズにすることができたことによりまして、

受け入れも増加ということでこちらの手数料がふ

えたという結果になったというところでございま

す。 

  もう一つのご質問でございます。 

  今現在の利用戸数が19戸の登録がございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 今、内部でたまっていた、それをきれ

いに出したのでということですけれども、これで

今後まだまだ増加する可能性があるのか、それと

ももうマキシマムなのか、そこら辺の現状がどう

なっているか、お伺いしたいと思います。 

○星委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 現在、搬入量につきまし

ては前年並みで搬入されてきております。この状

態のほうが続くんじゃないかなというふうには予

想しているところでございます。 

  前の議会のときに、課長のほうから現在見直し

をかけていますよというようなところがあるわけ

なんですが、その間は通常どおりの受け入れ態勢

で行きたいなというふうに思っております。 

  また、つけ加えさせていただきますが、スムー

ズな回転ができるようになったというところと、

プラスそれに伴いまして堆肥化する量をふやした

というところがあるんです。それによって受け入

れを制限しなくて受け入れできるようになったと

いうことで、大体現在の稼働率が約60％弱ぐらい

になっているのかなと。それによって大分改善さ

れてきたという状況にあります。 

  ただ、現在、機械の調子がやはり老朽化という

ようなものに伴いまして、故障の度合いがちょっ

とふえてきているのかなというようなところござ

いまして、受け入れ態勢は継続していきたいなと

いうふうに思っておりますが、いつ機械が故障し

て受けられなくなるというような状況も想定され

るという状況にもちょっとあるのかなというふう

に現場のほうでは考えております。 

  以上です。 
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○小島委員 了解しました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと今の説明の中で興味があった

のは、入りと出の関係の出のほうがふえた。それ

は何千トンでしたか、何かかなりふえた気がする

んですけれども、それの要因をちょっと説明いた

だけますか。 

○星委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 課長の先ほど答弁したよ

うに、できた販売堆肥がちょっと余りにも大量に

余り過ぎちゃった、はけ切れなかったというよう

な状況がありまして、どうしてもはけ切れないも

のですから投入もできない。堆肥を製造すること

もできないというような状況で搬入制限をかけさ

せていただいたという状況が続いたということも、

もちろん機械の故障というのもあるんですが。 

  それを解消するよということで、私どもでは製

造した堆肥を袋詰めできる堆肥製造会社に販売し

たというようなことで、それを解消させていただ

いた。それからはある程度スムーズに先ほど申し

上げたように堆肥の堆肥化する量もふやした、ま

たちょっと専門的になりますが、糞尿を乾燥させ

てそれを水分調整剤として再利用するというよう

な方法を、もっと乾燥剤の製造もふやしたという

ようなことで、多少なりスムーズな運営ができる

ようになってきたというような状況でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ここでうまくいったから今さら言いた

くないんですけれども、そういったことは経営運

営する中で原因は何だかと調べれば、はけないか

らということは割と明確だったんじゃないかなと

思うんですけれども、今こうやってできたので、

いいことが具体的になってきたんだと思うんです

けれども、そういうふうに発想してそういう改善

されたきっかけみたいなものはあったんですか。 

  取り組みが変わったわけですよね、受け入れて

くれるところを探したとか、そういった経緯をち

ょっとご説明いただけますか。 

○星委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 正直アップアップになっ

ちゃいまして、どこかそういうできた堆肥のはけ

口といいますか、販売促進というような方法もあ

るわけなんですが、各蔬菜農家、耕種農家等にも

お願いしてもなかなかはけない状況が続いてきて

たまっちゃったわけです。 

  もう一つ、この塩原堆肥センターの本来の目的

が循環型ということで搬入した農家が堆肥化した

ものを持ち帰っていただくというようなことで、

畑地還元なり畜舎に敷材として利用していただく

ということで循環させるというのが本来の方式な

わけなんですが、やはり搬入農家も全量持ち帰ら

ないというんですか、それがどうしてもたまって

きてしまったというような状況があったものです

から、どこかないかということで本庁のほうとも

協議させていただいて、近所に堆肥製造をする企

業があるというようなところで、できた堆肥、う

ちのほうは販売する堆肥でございますので、それ

を利用していただいて袋詰め、梱包する原料とし

て購入していただこうというようなことで協議の

ほうさせていただいたら、快く引き受けていただ

けるということで、これは臨時的な措置というふ

うに考えていたところなんですが、そこにお願い

して、まず臨時的にたまったものを使っていただ

く、そのあいたスペースでうまく循環できるよう

に現在はなっているということでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 本来は本市で発生したものを本市の中

で処分する目的でつくったものだけれども、自分

のところで処理できないので、たまってしまった

ということだと思うんです。 
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  今、受けてくれているところは多分そういうこ

とだと本市じゃなくて、市外のほうへ梱包して販

売するような事業者に卸しているということでよ

ろしいですか、確認ですけれども。 

○星委員長 所長。 

○柳崎堆肥センター所長 販売先までは存じ上げな

いんですが、私どもの堆肥を袋詰めをしてホーム

センターなりに販売しているというのは聞いてお

ります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それで結構うまくいくことはいいこと

だと思います。 

  もう一つ、市民に卸す値段または農家が持ち帰

るときの単価と受け取ってくれる事業者さんに卸

す値段は、違いがあるのかあたりをご説明いただ

きたい。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 一般市民の方に対しましては

10キロ20円という価格で販売をしております。 

  ただ、先ほどの所長のほうで言いましたとおり、

今回の措置があくまで臨時的、緊急的に今後のこ

とを考えた上でそういった業者さんとも相談をさ

せていただいたというところで、今回の金額につ

きましてはその20円という金額ではなくて、10キ

ロ５円というところで４分の１程度に減額をして、

売却をしたというところでございます。こちらに

ついてはもちろんのこと市長の了解もいただいた

上で、そういった売却をさせていただきました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 それ今初めて聞いたわけなんですけれ

ども、金額のディスカウントは。 

  それはこの4,500万ぐらい、ここに市が出して

いる補助金というか運営費、それに対してかける

んだけれども、販売の入りが売った利益が減った

りするところのトータルで言うと、減らしたこと

によっての減収ではなかった、ふえているんです

よね、結果的に今年度はふえたとか。それは来年

度についても同じようなことは考えられるのかの

どうかの予測。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 先ほど所長のほうでもあくま

で臨時的にということで、今、継続的にそういっ

た形でその業者さんに出しているということでは

ないものですから、今後はどうかと言いますと、

そういうことがないようにうまく循環をさせてい

るということ。 

  基本的には先ほど言いました10キロ20円という

形で市民への販売というのを大原則としておりま

すので、今後といたしましてはやはりスムーズに

効率的に運営をしていきたいと、そして同じよう

な滞留が起きないような形で行きたいというとこ

ろでございますので、繰り返しになりますが、今

後またそちらの業者さんに出す前提でやっている

ということはございません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 よくわかりました。臨時的対応だとい

うことで、そういう判断をしたということで、私

は評価できる、いい意味でいいかなと思います。

了解しました。 

  続いて、別な質問ですけれども、食肉センター、

203ページ、ちょっとここから離れていたので情

報は余りなかったものですから、ちょっと基本的

な話だったものですから、これは大田原にあった

食肉センターを廃止して県の芳賀町で、あの当時

言われていたのはすごく負担金がふえるだろうと

いうところで私はとまっているんです、情報が。 

  これ見るとそんな金額でもないんですけれども、

ちょっとお伺いしたいのは、補助金、全体利用し

ている自治体が出している割合で那須塩原市の割

合がどのぐらいで、那須塩原市はどれぐらい年間
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利用、今しているのかなというあたりをお伺いで

きたらいいなと思うんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 私のほうからは、まず食肉セ

ンターの負担割合のほうを回答させていただきま

す。 

  こちらにつきましては、人口割で基本的に補助

金を決めております。こちら県内全市町で人口割

で算定をしておりますので、那須塩原市は5.9％

という負担割合でこの補助金のほうを算定をして

おります。ですので、整備補助の合計金額は５億

9,350万というのがトータルの金額でございまし

て、そのうち那須塩原市はこの３カ年で3,520万

円の負担というようなことになるわけでございま

す。 

  現在の頭数につきましては、係長のほうから回

答をいたします。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 今の屠畜頭数等なんですけれ

ども、すみません、屠畜の特別会計のほうが環境

のほうで予算とっていまして、そちらで負担して

おりまして、こちらのほうで…… 

〔「データがないということ」と言う人あ

り〕 

○星野畜産振興係長 はい。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと金額で負担金の話をしたんで

すけれども、これが私が基本的に違っているかど

うかわからないんですが、原町に新設して稼働し

ていると、そうするとあそこの施設全体は何百億、

100億超えるぐらいの工事費だったんじゃないか

と思うんですけれども、そこに関してのものでは

なくて、運営の中のこれは負担金の話なんですか、

この負担金というのは。工事費ではないですか。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 こちらは整備の工事費の負担

になっておりまして、29、30、31の３カ年で国と

県と市の補助と事業実施主体の負担金と合わせま

して整備が行われている状況でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ここでどこまで聞けるかわかりません

けれども、全体の敷地とか建物工事費が総額で幾

らでできていて、そのうち例えば国が幾ら補助、

何割とか栃木県が何割で那須塩原市はそのうち何

割ぐらいだったというところは聞いても大丈夫で

すか。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 すみません、今年度で事業終

了、来年度から稼働ということなんですけれども、

国・県・市町の３カ年の合計が89億2,700万とな

っておりまして、国が55億、県が28億3,200万、

市町が先ほどのとおり５億9,300万、合計で89億

が補助金で、事業実施主体が43億1,500万の負担

です。 

○鈴木委員 89億の中に国が55億出して、県が28億

出していて、市町村が５億、事業主体が43億、そ

れ足したら89億超えませんか。 

○星野畜産振興係長 補助の合計が国・県・市町の

合計が89億2,000で、事業主体の負担が43億。 

○鈴木委員 だから、全体の総事業費からスタート

してくれたらよかったんです。そうすると、100

億超えているんですね。 

○星野畜産振興係長 全体が132億。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 金額はわかりました。 

  そうしたら、ちょっと聞き漏らしたかもしれな

いんですけれども、まずは稼働前提として、今こ

れは屠殺場として運営はしている、稼働している

んでしょうか。創業していると聞いたほうがいい

か。 
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○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 今、栃木県内で稼働しており

ますのが宇都宮と那須地区、大田原にありますそ

の２つの屠畜場でございまして、32年度から原町

で今つくっております屠畜場ができましたら、県

内で１カ所の屠畜場になるという。 

○鈴木委員 わかりました。結構です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 197ページの農業振興地域整備計画管

理費、ちょっと改めてお聞きをしたいんですが、

農業振興地域整備促進協議会のメンバーを教えて

ください。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 農業振興地域整備促進協議会

のメンバーということでございますが、農業関連

団体ということで農業委員会、農業公社、あとは

那須野農業協同組合、あとは各酪農組合、共済組

合、あとは土地改良区、あとは農家代表というと

ころで活力あるむらづくり推進委員さん、地区の

黒磯、西那須塩原地区と認定農業者の会の代表、

農業指導士会の代表、あとは学識経験者というこ

とで県の職員のＯＢといったところで、合計21名。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、報酬が出ている９名と21

名当然引き算すると12名が出ていないわけですけ

れども、こちらはどういうふうに分かれているん

ですか。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 報酬なんですが、当然、出席

者に出しているというところと、あとは那須塩原

市農業委員会と農業公社、那須野農業協同組合と

いうのは業務の一環で来ておられるということで、

辞退の申し出がございまして、報酬をお支払いし

ていない委員さんもいらっしゃるという状況でご

ざいます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 先ほど課長の説明の中に、今回計画の

見直しがあったということなわけです。計画の見

直しがあって、実際に農振地域というもの自体は

以前のものと比べればいいんでしょうけれども、

面積としてはどうなってきているんですか、現況

を教えてください。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 農振地域なんですが、見直し

前の毎年12月末現在の国のほうに報告をしており

まして、平成29年度の12月末現在が8,572.6haご

ざいまして、これが3.8ha減少いたしまして、平

成30年12月末現在が8,568.8haという状況でござ

います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ということは、その3.8haというのは

農転がなされたという理解でいいわけですか。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 農転も当然なされたわけなん

ですが、農用地については事業目的があってそう

いったものを審査して農用地から除く、その後に

農転の手続があるという状況でございますので、

当然、農用地から出たさっきの3.8haについては

農地の転用もなされているという状況でございま

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 当然、農振はそこは農業を盛んにやり

ましょうというところですから、そういう人たち

の集まりなので、見直しをやるにしても一挙に農

振地域解消ということは当然ないんだと思うんで

すが、ただ、現況今の那須塩原市を考えた場合に、

そこの開発行為とそれから農業地域として守ろう

という土地とその辺のバランスというのは非常に

大切だと思うんです。 

  なぜ最初にメンバーを聞いたかというのは、こ
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の人たち、農業を中心としている人たちの集まり

の中で判断していくということ自体がひょっとす

ると少し片手落ちの部分があって、例えば生産者

と消費者という両方がマッチングして、作物こう

したらいいんじゃないというようなことと同じよ

うに、この農振に関してもやはりある面では外し

てほしいという方々もいらっしゃるわけです。そ

の辺のバランスをとるということからいくと、こ

のメンバー構成というのは多少考えてもいいよう

な気はするんですが、そういった議論はこれまで

にはなされてきましたか。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 これまでの中ではそういった

議論は特段ございませんで、ただ、前提に立って

ですが、吉成委員がおっしゃるようにもともとの

法律が農業振興地域を定めて、その優良農地を保

全していくというのが大前提の法律があって、あ

る意味、その例外に漏れてこの土地だったら大丈

夫かなというところで除外の手続をしていただい

て、農地以外の利活用を図ってもらうというとこ

ろがございますので、その原点に立つというとこ

ろで今の現状のこのメンバーでやっているという

状況がまず一つありまして、あとは、どういった

場合に除外できるのかというと、栃木県の中で当

然、市町村で差が出ないようにこの除外に当たっ

てのルールというのは決まっておりまして、そう

いった中では市街化というところについては、も

うちょっと緩やかでもいいのかなというところは

やはり議論としては出てきているところなんです

が、それは県の農政課のほうの考えですと、当然

別の農業振興地域整備に関する法律以外に都市整

備のほうの関係法令がございますので、それであ

れば市町村の判断で、例えば用途をかぶせるとか

そういったところで検討をまずなされて、市とし

て市街地を進める地区ということで計画なりとい

うことで、方向性が定まればその地域については

当然その区画として、地域として農業振興地域か

ら除くということも検討できるので、まずは全体

の方向性を市の中でできたものからスタートとい

うことです。 

  なので、除外については、個別案件ごとにその

ルールに基づいて実施されたいということで話を

受けております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それ以上は質問みたくなってしまうの

で、了解しました。 

  続きまして、206ページ、環境保全型農業直接

支払事業に関してなんですが、これは結局その環

境を守るということで、端的に言えば化学肥料を

余り使わないようにしましょうとか、それから農

薬の成分なんかも抑えていきましょうとかそうい

うことなわけですよね。それに対しての補助がな

されるということなんですが、取り組みの面積と

しては、課長の先ほどの説明ではふえてきていま

すよというお話がありました。 

  今とにかくＧＡＰにしても何でも、そういった

認定を受けましょうという流れになってきている

わけです。そうすると、この事業というのは本来

もっと拡大していい事業のような気がするんです。

それらについては、今回、実際には40団体という

ふうになっていますけれども、これまでの経緯か

らいくと、この40団体というのは大分ふえてきて

いるということでよろしいんですか。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 団体数でございますが、29年

度が39団体で、30年度が40団体ということでそれ

ほど大きく団体の数は近年ですとふえてはおりま

せんが、取り組み面積が増加をしてきているとい

うような状況でございます。 

○星委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 ちなみに面積はどのぐらいふえてきた

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 平成28年が963ha、そして29

年が1,107、そして30が1,153ということで、一応

順調に右肩上がりでふえているというふうなこと

でございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この事業というのはどうやって知らせ

ているんですか。 

○星委員長 副主幹。 

○薄井農業再生協議会副主幹 こちら事業のアピー

ルですけれども、市の農業関係の事業関係のチラ

シ、これをつくっております。これを年に２回、

全農家相手に配布して、その中でこういうメニュ

ーもありますよということで周知しております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解です。 

  じゃ、もう一点、223ページ、商工費のほうの

農観商工連携推進事業で、決算額としては決して

大きな金額ではありませんけれども、那須塩原ブ

ランドということですから、これは本市独自の事

業自体が大きな事業だと思うんです。 

  今回、パンフレット、ポスター作成されたとい

うことですが、すみません、私、見ていないんで

すけれども、好評だったでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 今回、パンフレット１万部、

ポスター100部ということで作成をさせていただ

きました。皆様のお目にかかる機会がちょっと少

ないということであれば、誠に申しわけございま

せん。実を言いますと、市長からも、もうちょっ

と写真の撮り方何とかならないのかというような

ご指摘も頂戴しているところでございます。 

  言いわけじみた話になってしまいますが、今回、

今年度からこちらの農観商工連携推進事業という

事業が私ども農務畜産課のほうに移管されてまい

りました。また、市長の公約の中にも、他業種連

携というようなことの推進というものが入ってご

ざいます。私どもといたしましては、できれば市

長の公約でこちらの農観商工連携推進事業、こち

らのほうの活動を活発化した上で、例えば温泉ガ

ストロノミーツーリズムであるとか、チーズフォ

ンデューを初めとする乳製品のブランド化である

とか、もちろん那須塩原市ブランドの宣伝、周知

活性化、そういったものも含めてこちらの事業で

取り組んでいければと思っておりますので、30年

度の決算はこういった状況でございますが、今年

度からはもうちょっと別な視点で取り組んでいけ

ればというところでございます。 

  決算とちょっと違う話になってしまって申しわ

けございませんが、そんなようなところでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 この那須塩原ブランドについては、山

形副委員長も以前質問されていました。 

  実際、今、認定されているのは23でいいんでし

たか、これは23されていて、そのされている農家

であったり事業者であったり、そこからはどんな

声があって、この那須塩原ブランドのブランド化

というのが事業としてかなり何ていうんですか、

効果を生んでいるというそういったものというの

はどういうふうに分析されているんですか。 

○星委員長 課長。 

○田代農務畜産課長 もちろん好意的にこのブラン

ドを活用していただいているというお話も、耳に

は届いています。この商品が那須塩原市のブラン

ドなんだというところで販路が広がったというよ

うなお話も聞く一方で、「太鼓判」というシール

の不評のお話だとか、やはりどこで全部買えるの
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かとかそういったいろいろな問題というものも実

はこのブランドにはあるというのは承知しており

ますので、今後少なくとももうちょっと改善も含

めて検討できればと思っているところでございま

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それぞれ那須塩原とは限らず、幾つも

の自治体がブランド化というのはやっておるでし

ょうから、そういった観点からいけば、やはりよ

そに負けないような差別化したブランド化という

のは必要だと思います。ぜひ頑張っていただきた

いなと思います。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 195ページで農業振興費20事業で、報

償費で活力あるむらづくり推進謝礼ということで

153人の方にこの謝礼をやっているということで

すけれども、実際にどんな目的で、今どんな活動

しているのか、お伺いしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 活力あるむらづくり推進委員

さんの役割というか、どんな活動をしているかと

いうことなんですが、先ほど薄井のほうから市の

ほうの補助事業なり、あとは認定農業者の情報と

かそういったものを今チラシを作成していまして、

年に２回配布していると。そういったものを地域

の農家さんにお配りいただく、農業の連絡委員さ

んのような形で地域の農業者の方に周知をいただ

くような役割を担っていただいたりですとか、あ

とは近年ゲリラ豪雨ということで黒磯地区は雨降

っていないんだけれども、西那須野の一部地区で

はすごい雨が降っただとかそういった状況があれ

ば、市のほうにご連絡をいただくようなことでお

願いをしておりまして、そういった役割を活力あ

るむらづくり推進委員さんのほうにはお願いをし

ております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 具体的には、例えばＪＡなんかでは生

産組合の組合長という形で各集団ごとに１人ずつ

お願いしているわけですけれども、どんな方をこ

の推進委員にお願いしているのか、お伺いしたい

と思います。 

○星委員長 副主幹。 

○薄井農業再生協議会副主幹 こちらむらづくり推

進委員ですけれども、基本的に集落の代表にお願

いをしております。そちら選出方法は、基本的に

集落にお任せしている形になっております。 

  ちょっと黒磯のほうは微妙に違うらしいんです

けれども、西那須野のほうですと生産部長さんが

兼任しているというふうに聞いております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 何か今大体わかったんですけれども、

本人が活力あるむらづくり推進委員をやっている

という意識はないんじゃないかなと思うんですけ

れども、そこら辺のどうするかとかそういうこと

をどういうふうにしているのかとか、ちょっとお

伺いしたいんですけれども。 

○星委員長 係長。 

○栗川農業振興係長 小島委員のおっしゃるとおり、

ご本人が自覚されていないという状況があるとい

うことでございますが、活力あるむらづくり推進

委員さんにつきましては、再生協議会の経営所得

安定対策のほうの推進委員も兼ねて一緒にやって

いただいていると。 

  どうしても転作のご案内だったりとかそういう

業務というのが中心になっているので、そちらに

ついては当然本人も自覚して、転作のときに地元

を補助をご案内をしていただいているという状況

でございまして、それ以外に活力あるむらづくり

推進委員というのを兼務させていただいて、さっ
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き言った情報提供とか情報の周知部分とかという

ことでお願いをしておりまして、毎年５月の初め

に兼務という形で委任はしているところなので、

役割等についてもその席で話はしているところな

んですが、もうちょっと相手の方にも伝わるよう

に対応したいと思います。 

○小島委員 結構です。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 ちょっと聞き忘れたことがあって、先

ほどのあゆ街道のことなんですけれども、すみま

せん、５万円なんですけれども、負担割合という

のは他市町と一緒ですか。 

○星委員長 係長。 

○星野畜産振興係長 大田原市さん、茂木町さん、

全て５万円で同じです。 

○森本委員 わかりました。ありがとうございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 197ページの園芸作物振興事業の補助

金のところで、園芸作物生産振興事業21件につい

てということで皆増というお話だったんですが、

事業の具体的な代表的なところ、ご説明いただけ

ればと思います。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 園芸作物振興事業に関しま

しては去年、新設したものになるんですけれども、

園芸作物を振興するために園芸作物に使う施設で

あったり機械であったり、消耗品を除くものを認

定農業者さん等にかかったものに対しての２分の

１の補助になります。上限が50万円ということに

なっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この補助金に対する歳入

は、農業費補助金のどれがこの補助金に対する歳

入というふうに考えればいいでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 こちらに関しては那須塩原

市単独の補助金になりますので、単費持ち出し

100％になります。 

○相馬委員 わかりました。ありがとうございまし

た。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 201ページの農業後継者育成事業

ということで、私のイメージだと後継者を育成す

るための事業で、まだこれアメリカ合衆国に１年

６カ月ということで行っているんですか。 

  去年はマレーシア、ジャカルタ、シンガポール

に平成30年１月20日から１月25日５日間、ことし

に限っては１年６カ月間ということでこの事業の

目的と内容、これで後継者の育成事業となるのか、

その辺ちょっと具体的に教えていただけますか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 目的としては、去年から１

年間行っている方に関しては長期のものになるん

ですけれども、こちらに関しては国際化の進展化

に対応し得るすぐれた担い手としての地域の発展

に活躍できる、また青年人材の育成に資するとい

うところで、栃木県の農業公社のほうでやってい

るものに対して那須塩原市のほうでお金を出して

いるという形になります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 委託料の10万8,000円の内訳は、

これは旅費だけとかそういうふうなことでよろし

いんですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 こちらに関しては、本人さ

んが払うべき金額に対して、栃木県の農業公社で

あったりというものが負担割合で払っている金額

になります。 

○星委員長 山形副委員長。 
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○山形副委員長 そうすると、この１年６カ月行っ

ている間の向こうでのかかる経費は、自分持ちと

いうことでよろしいんですか。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 そのとおりです。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その人が帰ってきて、後継者の育

成につながるというふうな理解でよろしいんです

か。 

○星委員長 係長。 

○広瀬担い手支援係長 おっしゃるとおりです。 

○山形副委員長 わかりました。 

○星委員長 そのほかはございますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  農務畜産課所管の審査事項は以上となります。 

  そのほかとして委員の皆さんから何かございま

すか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 （農業者の所得に関するデータについ

て） 

  以上です。 

○星委員長 ここで議事進行を副委員長と交代いた

します。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 （塩原堆肥センターの運営について） 

  執行部からは何かございますか。 

  課長。 

○田代農務畜産課長 （食育・地産地消推進計画に

ついて） 

○星委員長 そのほかはございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 以上で農務畜産課の審査を終了いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

  委員会の途中ですが、ここで昼食のため休憩と

いたします。 

  午後１時より委員会を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０６分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 



－286－ 

◎農林整備課の審査 

○星委員長 ただいまから、農林整備課の審査に入

ります。 

  農林整備課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７６号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 それでは、議案第76号 那須塩原市森

林環境整備促進基金条例の制定についてを議題と

いたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○吉澤農林整備課長 （議案第76号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  何かありますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 23ページの第５条の繰りかえ運用の定

めについて、現状どういうところを想定してこの

繰りかえ運用の条を定めるのか、ご説明お願いし

ます。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 今のところ、繰りかえ運用につい

ては、課長から説明がありましたように、今年度

は基金全額積み立てを予定しておりますので、今

年度については繰りかえのほうは予定しておりま

せん。来年度以降、事業をやるときに切り崩して、

一般会計のほうに入れる、持ってくるという形を

考えております。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかにございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、その上の４条です。ここでいう

ところの、基金の運用、そこで生じた収益及び基

金を原資として、事業によって発生する収益と。

この事業によって発生する収益というのは、具体

的にどういうものを指すのでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 今回、事業内容を先ほど課長が説

明したように、私有林の部分をこのお金を使って

整備していく。間伐や伐採等をやっていくという

形になりますので、その部分で、伐採とかした樹

木を売り払いしたときに、そこで収益がもしかす

るとあるかもしれないということで、そのような

形を想定しております。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、民地の森林ということに

なりますよね。そこで当然持ち主との関係という

のがあるじゃないですか。そこはどういうふうな

関係になるんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 まず、この事業のほうでつくった

森林経営管理法という法律が事前にできまして、

その法律の中で、まず基本的には個人の山林は、

所有者が責任を持って管理していかなければなら

ないという形で決まりました。そうなんですけれ

ども、所有者の中には自分ではなかなかできない

ところもあるというところで、その管理を市に委

託しますという契約を市と結んだ形で、その中で、

その収益等についても、どのような形で案分する

かとか、決めてからやっていくということになり

ますので、全てが収入があるというわけではない

ですけれども、あるときにはありますし、ただ、

個人の方にお返しするというときも想定されてお

ります。 

  以上です。 
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○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 ２条です。基金として積み立てる金額、

そして国から市に譲渡される譲与税の額に基づき

一般会計予算としてと。額とありますけれども、

国の額っていうんでしょうか、それと一般会計に

入れる額で、基金額は幾らぐらいになったら運用

されるんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、まず譲与税のほうの法律

の28条の中で計算式がございまして、譲与税の額

が決められます。各市町村の森林の面積、それか

ら住んでいる住民の数によって、おのおの市町村

によって額が違うんですけれども、県のほうの試

算では、私どもの市のほうでは、今年度は1,200

万ほど譲与税いただけるという形で予定しており

ますので、補正のほうでこちらのほうも計上させ

ていただいているところでございます。 

  以上です。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 入ってくるまではわかりましたけれど

も、一般会計との関係として、最終額として基金

はここまで積んで動くという、積立額の設けはあ

るのか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 積立額の目標といたしましては、

基本的には、現年度に来るお金は現年度に使えて、

収支をゼロにしていけば一番いいんですけれども、

そういう形になかなか、歳出も全額伴わないとこ

ろがありますので、入ってくる額の不用額分を基

金に積み立てるという形にしておりますので、限

度額というのは想定はしておりません。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 最初の説明のときに、ちょっとよく聞

き取れなかったというか、わかっていなかったん

ですけれども、この23ページの第１条を読んでい

くと、第34条第１項に規定する施策に要する経費

ということなんですけれども、ここだと思うんで

すけれども、この施策っていうところをもうちょ

っと具体的に、わかりやすくご説明いただけます

か。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、譲与税の法律の34条に規

定されておりまして、基本的には森林の整備に関

する施策、それから森林の整備を補う人材の育成

及び確保、それから森林の有する公益的機能に関

する普及啓発、木材の利用促進、その他森林整備

の促進に関する施策というふうになっております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これ、基金をつくって財源に充てると

いうことなんですけれども、こういうことが必要

になっている現状、これは条例なんで、ちょっと

違うんですけれども。そうすると、国の言ってい

るのは、今は何が問題で、こういう法律を何に対

して、何を改善するための法律、この法律の目的

は、何を問題としてできているんですか。そこか

らこれが来ているんだと思うので。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 一番最初に課長のほうで説明しま

した全国的な問題として、林業の低迷、それから

森林の所有者、山の所有者が、不明な所有者がい

るということによって、森林の管理が適切にされ

ていないのが全国的な問題であるというふうに捉

えておりまして、その森林の整備をしていく中で

お金が必要なので、国として譲与税をつくったと。

なおかつ林業をする方の人材育成をしていくため

に、そのお金を使っていくという形の趣旨でつく

ったのがもとになっているところだと思います。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 
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○鈴木委員 わかりました。ちょっとぼやっとした

のがはっきりしました。 

  そうすると、これも確認という形になってしま

うんですけれども、これからこの条例によって基

金という特別会計みたいなものができると。今現

在はないんだけれども、先ほど話があった約

1,200万円ぐらいが入ってくるよと。それをプー

ルしておいて、何か事業を計画して、小出しにし

ていくと。100％は使わないけれども、これを原

資として、単年度じゃなくて、複数年度で運用を

していくと。そういうことをやっていきますよと

いう条例ということで理解してよろしいですね。

私だけわからなかったのかもしれませんけれども。

それでよければ了解しました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 第７条、この条例の定めるもののほか、

基金の管理に関する必要な事項は、市長は別に定

めることができるというふうになっておりまして、

これは附則というふうに書いてありますが、現状

で附則の内容等々はあるもんなんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 今のところ、第１条の中で使う施

策のほうも法律の部分で書いてあるんですけれど

も、森林の整備とか、ざっくりした部分しか法律

で決まっていないもんですから、実際にこの基金

を運用して、市の中での森林整備等に使っていく

部分のところを決めていくのに、この条項を設け

たという形にしております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 附則の内容については、今後というこ

とですね。了解しました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  係長。 

○伊藤林務係長 ちょっと訂正させてください。 

  相馬議員とのやりとりの中での、附則の部分に

ついてではなく、第７条の部分の別に定めるとい

う部分で、今後やっていく施策の部分で決めてい

く部分という形を考えておりますので、附則の部

分ではないです。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 ここに附則と書いてありますが、当然

附則を何か定めるということになっている。 

〔「附則でこれをいっている」と言う人あ

り〕 

○星委員長 よろしいですか。 

○相馬委員 わかりました。 

○星委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第76号 那須塩原市森林環境整備促進基金

条例の制定については、原案のとおり可決すべき

ものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第76号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、建設経済常任委員会を予

算常任委員会（第三分科会）に切りかえて審査を

行います。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○吉澤農林整備課長 （議案第65号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、先ほども基金条例がありました

が、この新規の森林環境整備促進に関する譲与税

の件ですけれども、これはどういう積算になるん

でしょうか。計算式というのはどういうふうにし

て、この1,201万9,000円になるんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、国のほうで、先ほどの法

律の中での計算式がございまして、まず、もとも

との計算式ですけれども、市内にある個人でお持

ちの人工の森林面積、それから市内の林業就業者

数、それから市内の人口、これがもとになって計

算されていく形になっております。 

  その中で、県のほうから試算いただいた数字で

すけれども、先ほどの私有林の人工林面積、こち

らは3,785ha、それから市内の林業の就業者数は

66名で、市内人口が11万7,146名、こちらが計数

になっておりまして、それで計算すると1,201万

9,000円という形になっております。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 今回の補正は、このような数値になる

ということでわかりました。 

  今後については、我々が納めなくちゃいけない

わけですよね。令和６年から住民税プラス1,000

円ぐらいでしたか。それで納めていくということ

になるわけですよね。そうすると、那須塩原市は

どのぐらいの税額になるんですか。ちょっとこれ

とは離れちゃうかもしれませんが。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 吉成議員のおっしゃるとおり、令

和６年から１人当たり1,000円取りますという形

になっております。市県民税と一緒に取られると

いう形になるもんですから、私どもでちょっと試

算していないもんですから、入ってくる額は試算

できるんですけれども、申しわけございません。

手元にないものですから。 

○吉成委員 了解です。わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する者なし〕 

○星委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔発言する者なし〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔発言する者なし〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、
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これより採決いたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○吉澤農林整備課長 （認定第１号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 218ページ、下の段の林道整備事業、

1501事業で、1,000万ほどの減額があった理由が

請負費が減になったということなんですけれども、

金額が大きいので、どういう形で減額となったの

か、理由をご説明いただきたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちらの工事は、林道の木の俣巻

川線ののり面改良工事ということで、３カ年で10

カ所ほどやっていくという形の工事をしておりま

して、昨年度は最終年度だったものですから、工

事する箇所の延長とかが違っているものですから、

前年度よりも工事内容が小さかったことによって

の減額という形になります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、当初年度、前年度に対し

て延長が小さくなるのは、当然わかっていると思

うんです。そうすると、予算もそういうふうに立

てるんじゃないんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 予算額が下がったわけじゃなく、

前年度の決算額との差が1,000万という形なもん

ですから、当初予算との差ではないという形で、

前年度の29年度の工事内容と違うんで、余ったわ

けではないです。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 まず、215ページの森林ＧＩＳの端末

機器106万9,200円。それの内容説明をいただいて

よろしいでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、新しくパソコンを購入し

たことによる費用になっております。農林整備課

にありますデスクトップのパソコンと、それを使

うためのソフト関係の購入になっております。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 どのように使っているんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 そちらの端末につきましては、森

林ＧＩＳといいまして、森林の所有者情報とか、

その場所とか、そういう情報を市民の方からとか

問い合わせがあった場合に使用していると。大も

とのデータは、県からいただいたデータを毎年利

用して、そちらを運用しているところでございま

す。 
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  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、216ページ。元気の森づ

くり事業の中の委託料、この３つの委託料が減に

なったということですが、具体的に減になった状

況をご説明いただきたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 委託料の中の、大きく３つ項目が

ございますけれども、そのうちの２つの部分、管

理業務委託という部分についてご説明させていた

だきます。 

  こちらは、県のほうから来る補助金を利用して

やっている事業でございまして、基本的に５年間、

その事業ができるという形になってきますので、

毎年箇所が減っていくという形になってくるもん

ですから、前年度に対して箇所が減っていくとい

う形になります。 

  それから、一番下の里山林整備、こちらは新規

で行う部分、５年間の１年目という形になってき

ますけれども、その部分が、昨年度は全体で８ha

ほどやらせていただきました。前年度は16haほど

あったものですから、面積が減ったことによって

委託料が減っているという形になります。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 216ページです。有害鳥獣対策費とい

うことで委託料。鳥獣捕獲業務をどんなところに、

誰に委託していて、ここの心配は委託料がかなり

減ってきたということでございますけれども、減

った理由等をお聞きしたいと思います。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 有害鳥獣対策費のほうの委託料関

係になりますけれども、主なものは、猟友会への

捕獲の業務委託、それから巡回等の業務委託とい

う形になっております。 

  その中で、捕獲頭数に対しての報奨金というの

をここから出しているものですから、その辺の減

があれば、金額が減ってくるという形になってき

ます。全体的な前年度との比較260万ほど減にな

っている部分の主な原因は、委託料ではなく、補

助金のほう、次のページになります。217ページ

の補助金、有害鳥獣被害対策事業のこちら協議会

へ補助金を出している部分が、決算で162万ほど

になっております。こちらが減ったことによるも

のが主な原因になっております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この補助金を減らしたという理由とい

うのは、具体的に減っても何か問題はないのか、

そこら辺確認したいんですけれども。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、先ほど言った鳥獣被害対

策協議会への補助金という形になっておりまして、

その協議会のほうで被害地区、被害を受けた農家

の方々に、電気柵、防除柵のほうの補助を行って

いる事業がメーンになってきます。こちら、申請

があって補助していく電気柵になってきますので、

そちらの件数、延長が少なかったということによ

る減という形になっております。 

  以上です。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 216ページの松くい虫の、こういうふ

うに業務委託しての被害の状況とか、防除状況と

いうのは、どう把握しているか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 こちら、松くい虫の防除でござい

ますけれども、市有林とか、あとは個人の部分の

松の木の枯れている木の伐倒といいまして、切り

倒す業務。それから鳥野目公園とか黒磯公園、あ

と観光園とかにあります元気な松を虫から守るた

めの薬剤注入をする業務になっております。枯れ
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ている木を倒すことにつきましては、私どもは森

林組合と一緒に周りを見にいって、現地を確認し

て、枯れている木を毎年切っているという状況に

なっております。 

  以上です。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 被害に追いつかないのは、被害を防ぎ

つつあるのかという状況なんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤林務係長 毎年こちらの事業をやらせていた

だいております。薬剤注入等もやっているところ

でありますが、毎年枯れている木が出てきている

というのがあれば、追いついていないのが現状な

のかなというふうに見ているところです。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 206ページの多面的機能支払交付金事

業、農地、水から名前を変えて、このような形で

今やっていると思うんです。ここ数年の推移とし

て、参加組織というのはどうなんでしょう。資源

補助支払いって、２つの種類が、ここでは長寿命

化の部分と、それから一般的な水路の下刈りであ

ったり、さまざまそういった作業だと思うんです

が、これはどうなんでしょう。参加組織はほぼ横

ばいなのか、そこをちょっと確認させてください。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 26年から30年までの５カ

年計画が49組織で、31年度からまた新しい５カ年

計画で始まっているんですが、現在43組織に減に

なっております。その理由としては、やっぱり活

動組織内のまとめがうまくいっていなくて、その

まま継続することができなくなったという組織が

多いです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ、49組織で、最大の補助金をもら

っているところはどのぐらいで、一番少ないとこ

ろどのぐらいになるんでしょうか。相当の差があ

ると思うんですけれども。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 大きなところで600万ぐ

らいです。一番少ないところで20万行かないくら

いです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これは、会計が非常に大変だと思うん

です。監査も入ると思うんですが、問題点等はな

いんでしょうか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 年々、事務の手続とかが

かなり難しくなってきているんで、毎年国のほう

で見直してはくれているんですけれども、やっぱ

り組織の事務局をやっている人が高齢になってく

ると、パソコンもなかなかうまくいかないという、

そういうところに結構問題が起きております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 あとは、生き物調査とか、そういった

事業も入っていると思うんですが、要は非農家と

の関係というのもあると思うんです。非農家の人

たちもかなり、事業としては、それぞれ49団体も

ありますから、全てはわからないと思いますけれ

ども、入ってきてはいるんですか。 

○星委員長 課長補佐。 

○村木農林整備課長補佐 組織によっては、本当に

農業者だけでやっているところもありますし、育

成会とかと連携しているところなんかは、非農家

の人も参加してくれる。組織によってです。 

○吉成委員 はい、了解しました。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 214ページの地籍調査についてなんで

すが、これ平成29年度と30年度、毎年平均してや
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っているもんだという意識があったんですが、こ

れだけ差が出る理由はわかりますか。 

○星委員長 係長。 

○須藤地籍調査係長 29年度については、平成28年

度繰り越し分をいただいております。ですので、

そういうのもあったかと思うんですが、29年度、

実際使用した金額、28年度の金額と合わせると

3,795万2,242円なので、繰り越し分が入っていな

いのでこのような差になっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、これに対する国とか県

の負担金が1,890万ということで、約1,900万ぐら

いということなんですが、これは、もうやった金

額の割合で、国と県の負担金が同じ割合で負担が

生じていると、そういう理解でいいでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○須藤地籍調査係長 基本的には、そういった考え

方になります。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討議すべき点はご

ざいますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

○星委員長 討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については、原案のとおり

認定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として、委員の皆さんから何か

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

〔「特にないようです」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で農林整備課

の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

  委員会の途中ですが、ここで10分間の休憩をと

ります。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時０１分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○星委員長 ただいまから商工観光課の審査に入り
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ます。 

  商工課の皆さん、お疲れさまです。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 商工観光課については、建設経済常任

委員会に対する付託案件がありませんので、ここ

で建設経済常任委員会を予算常任委員会（第三分

科会）に切りかえて審査を行います。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （議案第65号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

○森本委員 自治体ポイントでのプレミアムポイン

トのマイナンバーなんですけれども、これはカー

ドをつくることが条件ということでよろしいんで

しょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まずはカードをつくるという

ことです。カードをつくった方がそのマイナンバ

ーの自治体ポイントを受けるための手続をするか

しないかは、ご本人の意思というかですね。マイ

ナンバーをつくってもこの制度に乗らない方はマ

イナンバーだけをつくるというところでございま

す。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 付与されて、全国民にマイナンバーは

わたっていると思うんですけれども、それを写真

が入ったカードをつくるということでよろしいで

すね。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そのとおりです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 12ページの造成事業の特別会計繰出金

の使用目的、これは何ですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちらこの後で特別会計のほ

う出てきますが、産業団地で今回、歳出で812万

5,000円を計上するんですが、そのうち起債、借

り入れの特定財源ですね。起債とか、あとは前年

度繰越金に充てられるものは812万5,000円で充て

て、それで足らないものを一般会計から繰り出す

ということで、足らない部分の341万5,000円とい

うことになっています。 

○鈴木委員 説明を受けたのかもしれないんですけ

れども、足りないということ、これ仕組みなんで

しょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 歳出の中で起債、借り入れ対

象になるもの、ならないものがあって、一般的に

工事費用とか、工事に伴う設計委託料等が起債対

象になるんです。そのかわり、事務的経費とか、

旅費とか、あとはＰＲ経費とか、そういうのが起

債対象にならないんですね。それは一般財源で賄

うために一般会計から特別会計に繰り出すという

ことでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これ補正ですけれども、それはそうす

ると当初はそういうふうに予算は見ていなくて、

今回そういうことを計画したので、対象外なので、

ここで繰り出しをしたいということです、そうで

ございますよね。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね。今回、歳出で当
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初見込んでいなかったものが出てきて、その中に

起債対象になるものとならないものがあるので、

ならないものについて繰り出しということになり

ますね。 

○鈴木委員 いいです。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 同じページで実際ポイント事業費で委

託料ということで220万円お願いしているんです

けれども、どこに委託して、例えば利用可能店舗

数の募集ということでいくと、目標の店舗数みた

いなものがあるのかどうか、お聞きしたい。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちら今当初はクーポン設置

店で委託先は募集ですね、店舗の。今までプレミ

アム商品券とかの発行についても商工会と連携し

てやっていまして、その募集も商工会のほうにお

願いしてやってもらっている部分があるので、こ

れについても募集のほうは商工会と連携して委託

する予定ではあります。その店舗数につきまして

も、プレミアム商品券をやっているので、なるべ

くそれに近づけたいなということで、商品券も多

いときで600枚ぐらいあったんですけれども、今

ちょっと下がってきている部分があって、400と

か500とか、目標は一応ありますが、そうすると

そこまでは及んでいませんが。 

○小島委員 了解しました。 

○星委員長 ここで議事進行を副委員長と交代いた

します。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員 先ほどの産業団地造成特別会計繰出金の

件ですが、説明の中で事務的経費とかＰＲ、また

それに追随する旅行費というところが当初見込ん

でいなかったので、一般会計から繰り出すという

説明だったかと思いますが、ＰＲというのはどこ

に出してどのようなＰＲ活動をするということで

考えての補正として繰り出すのでしょうか。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 特別会計のほうじゃなくて今

の説明でよろしい。 

○星委員 今の説明の中で。 

○山形副委員長 特別会計じゃないの。 

○星委員 すみません。今の一般会計のほうから。 

○渡辺商工観光課長 この先に説明しようと思って

おりましたが、ＰＲのための旅費ですね。あとは

新聞とかに広告を載せたり、またパンフレットを

作成したり、事務的経費が主なものになります。 

○山形副委員長 委員長。 

○星委員 パンフレットですとか、チラシ、そうい

ったものをどれだけ、すみません。あと特別会計

のほうで、失礼いたしました。 

○山形副委員長 議事進行を委員長と交代します。 

○星委員長 失礼いたしました。 

  ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 12ページの一番下の部分の県立博物館

の日のイベントとそれから新規の温泉ガストロミ

ーウォーキングモニターの委託料の委託先をまず

お伺いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 現時点で委託先は決定してい

ませんので、もちろんこの補正が通った後、発注

する予定でおりますが、やはり内容としましては

現地の現場の説明とかが主なものになるので、そ

の辺の経験のある業者とかをイメージしておりま

す。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 委託先が決定していなくて、88万円と

いう予算、これはどういう算出の根拠なんでしょ

うか。 

○星委員長 課長。 
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○渡辺商工観光課長 それは予算を要求する前に、

事前の仮の見積もりをとったところがありまして、

それで算出しました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 もう一度、すみません。 

  この両方別々の事業だと思うんですが、両方と

も委託先は決定していないということでよろしい

ですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 はい、両方とも決定していま

せん。 

○相馬委員 はい、わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「省略」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７３号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 続きまして、議案第73号 令和元年度

那須塩原市産業団地造成事業特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （議案第73号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりました。 

  質疑を許します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、32ページの中の広告料ですが、

広告は掲載する日にちか、回数は何回ぐらい掲載

する予定なんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 日刊工業新聞へのＰＲ広告は、

全部で３回予定しています。ただ、そのうち２回

は、当初予算のほうで計上済みでございまして、

49万5,000円は１回分でありまして、この時期と

しては12月中か１月ぐらいの見込みでおります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、当初予算で２回という

ことは、それはもう済んでいるということでよろ

しいんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちら自治体等のＰＲの時期

が９月、３月というところで、９月の分は先日、

９月13日付でＰＲ広告が掲載になりまして、もう

１回３月に予定されています。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 まだ５日しかたっていないですが、反



－297－ 

響はあったんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 その新聞に対する反響は今の

ところはないですね。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その下の土地購入費なんですが、購入

する面積を教えてください。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 面積につきましては、もとも

と当初では約40㎡ということで計上しておりまし

た。その後、設計を進めていく中でトータル140

㎡ほど買収が必要になったというところで差し引

き約100㎡ですか、こちらの面積が増加になった

ので、この補正予算に対する面積は約100㎡にな

ります。 

○相馬委員 わかりました。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 今の日刊工業新聞記事というか、広告

は見られますか。できれば見たいんですが。 

〔「コピーして回してくれよ」と言う人あ

り〕 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 後日でよろしいでしょうか。 

○星委員長 暫時休憩、進めていていいですか。 

  続きまして、吉成委員。 

○吉成委員 先ほどの相馬委員の質疑にあった隣接

地の購入、設計の結果、140㎡ということになる

わけですけれども、それどうしてそういうふうに

変更になったんでしょう。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 面積がふえた増加になった理

由としましては、まず当初は県道から工業団地に

入っていくところの隅切りの部分ですか、そこだ

け見込んでいました。その後、設計を進めていく

中で、進入道路と残りの周りの残地の間に高低差

が生じるということが出てきまして、高さが、そ

の辺ののり面の部分ですか、その部分を買収する

というところで増加になりました。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 当然あの中、我々のぞいていないので、

明確な土地の形というのはよくわかりませんけれ

ども、進入道があって、がま石のトンネル工事を

やった際には、そこに残土を持ってきていたわけ

ですね。実際には残土を受ける、今回設置すると

ころまでの距離はどのぐらいあれは見るんですか。

進入路としてはどのぐらいあれはあるんですか。

その進入路自体は当然市の土地ということになる

んですよね。進入路に面しているところは全て民

地、今回産業団地として造成される。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 進入路の入っていく両サイド

はどちらも民地になっていまして、入っていく進

入路の延長をして準備します。お願いします。 

○星委員長 進めたいと思います。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 今の設計が始まっているということな

んですけれども、私もしかしたら仕事もらえれば

私でもできそうなんですけれども、土地利用計画

はどういうふうに考えているかとうのは、表立っ

て聞いていない、聞く機会もなかった気がするん

ですよ。 

  それについてはどういうことか、18町歩ぐらい

でしたか、その土地に道路１本だけ通してどうい

うふうに分割するのか、４分割するのか、または

今広告宣伝しているんですけれども、全体を１つ

で資生堂なんかみたいに本当は一括で１つの企業

にお渡しして、そこは自分で使いたいようにプラ

ンニングしたほうが一番これはベストだろう。そ

うすると広告するに当たっては、さっきどういう

形で広告宣伝しているのかなということも含めて
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方針は今のところ聞いていない。どういうお客さ

んに対して売りたい、売ろうとしているのかとい

うコンセプトも広告は出している、聞けばわかる。 

  それから、進入路に関しては道路幅が普通だと

６ｍだと思うんですけれども、工業団地だったら

最低でも８ｍ、場合によっては12ｍぐらいつけて、

しかもメーンの道路から看板も出したりよく見え

るようにということで広くしてとかと、それじゃ

ないと企業が喜ばないんじゃないかと思うんです

よ。そういうコンセプトを我々にも明確にしても

らいながら進めていただきたいなというふうに思

っているんですけれども、そういったことをトー

タルして、これからの予定をご説明していただき

たいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 図面のほうは別のものがある

んですけれども、今工事のほうの設計の最終的な

段階になっております。というのは、その前の時

点までは、先ほど議員さんおっしゃられたように、

１社が全部の購入できてもいいような形で進めて

きました。それはやはり最終設計まで来てしまう

と、今度例えば１社でなくなっちゃった場合、道

路をこれから決めたりするのは間に合わないので、

とりあえず道路のほうは開発の協議進めながら、

１区画地をくったまま全部来てもいいような形で

進めてきましたが、この段階では最終的に18町歩

あって、その中に道路をつくり、あとは調整池を

つくり、周りの森林もつくりというところで工業

地として使えるのが18haのうち約10.9haが企業用

地として考えているところで、それを８区画に分

けています。約１haか２haの間、１区画当たりは。

８カ所割り振って計画をしております。 

  今後、それに基づいて積算をして、工事を行う

んですけれども、その中でまた一方、企業誘致の

ほうについてはその８区画をもちろんもとに、１

区画でもいいですし、２つ、３つの連続でもいい

しということでこれから進めていきたい。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 企業も排水ができる分譲地と排水がほ

とんどできない倉庫とかそういった場合もあると

思うんですけれども、食品とかそういったものは

排水が生じる、この場合の排水は熊川に放水の許

可を取ってするように、工業排水は。どういうふ

うに考えて造成するんですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 排水のほうは雨水と汚水とい

うか、工業用水ですね。もちろん一定循環した後、

熊川に排水するということで、それは協議してお

ります。あと団地内の道路の幅ですね。12ｍ。 

〔「それは市道から接続して」と言う人あ

り〕 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 結局、つくらないうちに営業をかけて

いるような状態で、工事が始まるまでは１つの大

きな団地としてといいますか、ニュートラな状態

で進んでいるわけでございますけれども、市とし

てはせっかく補正で買ったんです、きっと県から、

それで買ったというのは、私も一般質問で言いま

したけれども、ぐらいは１年か２年か計画を立て

てちゃんとどういうユーザーがいるのかというの

を調べて、それから図面を書いて売っていくとか、

やるべきだと私は思っているし、用途地域とか法

的なこともきちんとやってからなのに、補正でや

るということはこの時点でお客がいるのかなと想

像するぐらいの買い方だったと思うんですよ。そ

れが今こういう状態なんですけれども、なし崩し

的な感じがするんですけれども、今後は本当に工

業新聞による今回そういう予算をとっていますけ

れども、それに頼っていくのか。 

  予算をとるに当たってはもうちょっとどこかの
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企業に対して予算をとって、そこに委託してきっ

ちり希望を言って買っているのかとか、そういう

ことじゃないとこれ年２回だったのを３回にして

みますというような売り方では、これだけの予算

を市が投じて、将来の人口減少を食いとめようと

してやっている中で、きっちり計画を練らないと

いけないような気がする。こうやって補正を出し

てくるとなし崩しになっちゃうじゃないですか。

当初予算では出ていないものが出てきたり、そう

いうところを補正特例ということですけれども、

今どんなふうに営業方針ですね、どんなふうに考

えているのかをちょっとお願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 営業、ＰＲのほうにつきまし

ては、こちら補正で新聞広告を出すようなんです

けれども、以前から東京方面もありまして、もち

ろん栃木県、県の東京事務所とか、あとは東京と

か県内の各金融機関を回ったり、あとは各種大手

企業とかにお願いしまして、ＰＲをかけていると

ころでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 なかなか難しいことやっているなとい

うのは理解していると思うんですけれども、前の

部長が言ったのは県の職員もここにいるんだと、

だから県との連携はばっちりなんだと、私にしっ

かり言っていました。その担当職員はわかりませ

んけれども、そうすると情報がツーツーになって

いるはずなので、今の話の中にはなかなか県の話

はなかったと思うんですけれども、県の情報は必

ず来ていると思うんで、その辺とのやりとり、連

携というのはしっかりとれているんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね。県の職員との交

流等も含めまして２年ほど前から職員の派遣をし

ていまして、１人の方が２年で帰ったので、また

引き続き今年度から別の方が見えています。同じ

県の産業政策課企業立地班でというところですね。  

ところにこちらから市の職員も行っているもので

すから、そこら辺で連携をとっているところでご

ざいます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 大変なことは重々ですけれども、やり

始めたので、結果が大事だと思うので、引き続き

よろしくお願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 先ほどの新聞を持ってきたの

で、回覧でよろしいですか。 

〔「回覧で結構です」と言う人あり〕 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 先ほどのもう１点のご質問が

ございました県道から進入路までの延長というか、

まず県道から団地の本当に入り口ですね。ここは

90ｍ、その先、県道から入り口を入って、団地外

の道路ですか、周回道路、では約220ｍというこ

とでございます。 

○星委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、
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これより採決いたします。 

  議案第73号 令和元年度那須塩原市産業団地造

成事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり可決すべきものとすることに異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第73号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （認定第１号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたが、会議の途中で

はございますが、ここで休憩に入らせていただき

ます。３時５分に開始いたします。 

 

休憩 午後 ２時５５分 

 

再開 午後 ３時０５分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  森本委員。 

○森本委員 229ページの観光誘客促進事業費の

2501事業の中で、インバウンド誘客事業台湾視察

業務とありますけれども、これ成果をお聞きしま

す。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちらは、インバウンド誘客

台湾視察事業の金額で18万1,558円ということで

ございますが、こちらは昨年度の補正予算で計上

させていただいて、当時、君島市長とか君島議長

とかが行く予定でございましたが、市長さんの体

調不良によりまして、実際に視察業務として台湾

には行ってございません。 

  このかかった経費としては、ちょっと期間的に

ちょっとぎりぎりになってしまったという部分が

あって、どうしてもキャンセル料が。そのキャン

セルしたんですが、そのやりとりの中で現地の旅

行会社とか法人とかと連携をしながら、今、実際

そこといろいろＰＲに向けて動いているところで

ございます。 

  それで、行ってはいないんですけれども、若干

その現地の業者とはつながりができたなというと

ころでございます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 これは、かわりに誰かということは考

えはしなかったということですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 もともとこの行く理由として

は、トップセールスという形で考えたものですか

ら、やはりトップの方がちょっと体調不良になっ

てしまったところで、その当時、やはり副市長と

かも、副市長も日程的に合わなかった部分もあり

まして、結果的に中止となったところでございま
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す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これ去年は行ってはいない、同じとこ

ろです、森本君と同じところですけれども、行っ

てはいないんですけれども、この事業はこの年だ

けではなくて、阿久津市長のころから動いている。

すみません、誘客促進事業は、今年度だけではな

いですよね、前年度もやっていますよね。なので、

この効果、別に単純に台湾とかそっちのほうから

どれぐらい呼び寄せているのかということですよ

ね、効果としては。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 実際、インバウンド事業につ

きましては、例年は観光局の補助金がついている

事業の中でインバウンド事業をやっていて、特に

今ですと上海と事務調整しながら進めてきまして、

今年度につきましては、市長さんとか議長さんも

行くというところで、局の補助金じゃなくてこち

らの一般会計のほうに計上して進めたというとこ

ろでございます。 

  台湾については、やはりこちら、市のスタンス

としては、やはりＦＩという個人旅行者ですか、

やはり塩原というのは中小規模の旅館が多いので、

団体受け入れについては、というよりは、やはり

個人旅行者についていろいろ向こうの旅行社とか

連携してお願いしているところでございまして、

実際に連携してあっちから何人来たのか、そうい

う統計はとっていないんですけれども、年間の外

国人の方が、ここ数年、人数を見てみるとという

ところでは、若干効果があったということは考え

ておるところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 29年度、１億2,800万円何がしですよ

ね、30年度、今の決算が１億円使っておりますよ

ね。これの検証は、じゃどういった形かわからな

いけれども、団体は来ないというのは聞いていた

んですけれども、市として出資して、お金を出し

ていて、やっぱりどういった形かで成果であるの

かないのか判断していかないといけないんじゃな

いかと思うんですけれども、そうじゃないとまた

次年度も同じようにこのお金使って、効果が上が

ったかどうかわからないまま出していくことにな

ってしまうんですが、何もこれについては、どう

いう効果あったかは今の話で、調査等はしていな

い状態ですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 今のお話は、インバウンドと

いうよりは観光事業全体のお話でよろしいでしょ

うか。１億とかに関しては。 

○鈴木委員 そうですね。いいです、そうです、そ

のまま。全体に関してどういう効果がもたらされ

たかということでお伺いします。 

○渡辺商工観光課長 今、誘客については、首都圏

中心にＰＲ等を行っているところでございまして、

その効果としましては、特にポイントポイントで

押さえていないんですけれども、年間トータルの

各施設の宿泊客数とか入り込み数とかというのは

年間トータルで出していまして、毎年毎年大きな

動きはないんですけれども、施設数がやはり年々

減ってきている状態は、やはり旅館が閉鎖になっ

たり、はあります。 

  そんな中でも、旅館の減り以上には宿泊客も減

っていないので、１施設当たりの宿泊者数、その

辺は減っていないというところと、あとはこちら

入り込み数も同じように、大きくは動いてはいな

いんですけれども減っていないというところで、

県内等と比較しても、県内、特に宿泊者数が減っ

ている状況の中で、那須塩原市は若干、0.何％で

すけれどもふえているというところがあるので、

その辺、効果がございます。 
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○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これをやめたら急に減るということも

ないとは思うんですけれども、このこれだけのこ

とで判断しにくいところですよね。効果がないわ

けではないというふうに見ているということで理

解します。 

  以上です。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 40ページの中小企業に対する融資の１

億1,000で、これ何倍かで出しているんですよね。 

  これ利用された方の反応というか、高額のこの

ぐらいのものだとか、その辺。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この中小企業の融資預託金11

億円、市からいったん出していまして、これ４倍

なのでトータル44億円、今、原資があります。年

間ですと多分40億のうち二十七、八億ぐらいが多

分融資している金額になりますので、まだ余裕と

いうか、10億以上の余裕はあります。 

  中小企業についても、やはりここ数年、若干借

り入れもふえてきているのがあって、あとは市の

ほうでもその借り入れの利率のほうをちょっと見

直して、借りやすく低めに抑えたりしております

ので、ことしは若干増えてきている状態がござい

ます。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません、222ページの一番下から

223ページの上の段にかけてなんですが、陸砂利

砕石監視費ということで、すみません、まずこの

事業の目的、それからその砂利監視員という方の

２名の方のどういった資格の方、それから監視日

数の最後の240日というのも、どういう形でこの

日数が出てくるのかご説明いただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この陸砂利の、このもともと

砂利の砕石の認可業務ということについては、栃

木県が今、一切行っています。この業務について

は権利移譲が可能な業務で、県内では１市、栃木

市が、実際栃木市でそういう認可のほうの業務を

行っておりますが、この那須塩原市は県が行って

いるので、市としては、実際その書類のやりとり、

受け付けとか伺っているだけであります。 

  実際、その今度は砕石監視費というところで、

やはりこの場所、河川敷とかが多い、あとは砂利

が出るところが多いので、余分にとったり、あと

は逆に変なものを投棄したりというもの、それを

監視するというところで、そのような業務内容で

ございまして、この方たち２名いるんですけれど

も、実際に行っているというのは月10日です。２

名が交代したりしながら各箇所を回っていまして、

トータルで年間１人120日、２人いるので240日と

いうことです。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、この監視員の方は単独行

動をされる、２人で常に回っているということで

はなくて単独行動でやっているということでしょ

うか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 １人で何カ所か割り当ての部

分を回っています。 

○星委員長 ほかございますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 ちょっと細かいようですけれども、

221ページの商店街振興支援事業費、3001事業で

す。これの委託料なんですが、中心市街地におけ

る農官商工連携活性化事業で云々ということで、

これはアンテナショップとかですか、ちょっとど

ういう状況だったかを教えてください。 
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○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この農官商工連携の活性化事

業の347万ついているんですけれども、こちらは

黒磯駅前にあるアンテナショップのカワッタ家、

こちらは一応商工会のほうに委託をする形で、商

工会が人件費として２名の職員に対して支払って

いるというつながりになってまして、そのカワッ

タ家も、交流センターのオープンとともに今、廃

止になっております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 こういう事業というのは、やったこと

によって、どういった結果が得られたとか、そう

いったところまでの、何というんですか、その後

の状況というのは分析されているんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 こちらは、委託料として商工

会に出しているわけですけれども、商工会のほう

も、数値的な分析等はまだしていないんですが、

各種駅前のイベント事業とかに一応かかわってい

ただいている中で、あとはもちろん中心市街地の

ＰＲとか、あとは皆さんが集まっていろんな出し

物をしたりというところで、やはり市民の方のも

ちろん憩いの場でもあるし、あとは駅前の活性化

にもつながっているというところの話はいただい

ております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 市単独補助金に関しては今、見直しの

最中ですから、さまざまな多分議論がされている

んだと思うので、それは今後の結果を我々もどう

いうふうな結果になるかは見ていきたいと思いま

す。 

  それでは、224ページの企業誘致事業費のほう

の企業立地促進奨励金というのがあるわけですよ

ね。それが新たにつくられました。 

  ここでは、残念ながら決算としては出てきてお

りませんが、当初、30年度の予算の中では予算化

されていたわけです。使われなかったという、単

純にそういうことだとは思うんですが、それらに

ついてのちょっと結果というか、それをお聞かせ

願います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、企業立地促進奨励金に

ついては、その条例、平成29年度から施行、新し

くなりまして、その29年度中に大きくいえば３業

者のほうが申請をされて、それに対して立地審議

会というのがございまして、それに対して指定と

いうのを行っております。 

  指定を行うと、その企業がやはりその市民の雇

用を１年間するとか、あと固定資産税を払うとか、

あれですね、土地とか建物とかを買った後、全部

かかって払ったと、条件がそろわないと奨励金と

してならないので、条件そろって初めて交付申請、

交付決定、支払いとなって、30年度中はまだその

企業がまだこの雇用の１年間とかの条件を満たさ

なかったものですから、30年度では支払いなかっ

たというところで、今年度、そのうちの１社、２

社、多分申請してくるのかなというところで、ち

ょっと指定の時期と実際の決定、支払う時期がタ

イムラグがあって、まだ支出に至っていないとい

うところです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、３件分で120万の予算化

がされていたわけですよね、申請は３件あったと。

それで至らなかったということですので、今年度、

令和元年度の決算に関しては多分出てくるという

理解でいいわけですか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 その時期にもよりますが、令

和元年、遅ければ２年度のうちに必ず２件か１件

か、多ければ３件が出てくるわけです。 
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○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それはどのくらいの規模の企業なんで

しょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 金額じゃなくて企業というと

ころですか。 

○吉成委員 そうですね、例えば従業員であったり。 

○渡辺商工観光課長 具体的にちょっとお話します

と、１件は東那須野にあるローマイヤさんですか、

その増設をしたり、もう１件増設をした部分で、

西那須野地区にある、お店でいうとＡＢＣミート

というところですか。あとは、もう１件は国際医

療福祉大学病院の関連施設です。ホテルとか、あ

とは周りも含めてという。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。了解です。 

  222ページ、商工イベント支援事業なんですが、

これは関係者もいるので言いにくいんですけれど

も、前から思っていますけれども、答えられたら

お願いしたいと思うんですが、補助金があります、

幾つか。その中に、盆踊り大会事業、那須塩原市

盆踊り事業とあります。さまざまなところで盆踊

りというのは開催をされています。私の住む地域

であれば、東那須野地区盆踊り大会、それから各

コミュニティーでもそれぞれやっておるわけです。 

  それと、この那須塩原市のネーミングがどうな

のかなという、そういう議論というのはないんで

しょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね、実際、開催して

いる側がネーミングをつけているので、ちょっと

何とも言えないと思うんですが、議員さん申され

るのところの、ですのでほかの地区もやっている

という意味では、確かにそこだけ那須塩原市じゃ

ないので、ただ那須塩原市商工会がやっているか

らというところでこの名前になっているんだとは

思うんですけれども、そこまでのちょっとまだ精

査まではできておりません。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 隣のまちなか交流センターの指定

管理者制度導入を見据えた地元団体勉強会、42万

1,200円と、どのような勉強会だったか教えてい

ただけますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 このまず勉強会については、

この交流センターが将来、指定管理者を導入する

ということで、現在は市の直営でありますが、こ

のまちなか交流センターの管理運営方針というの

をつくりまして、その中で数年のうちに、なるべ

く早期に指定管理に移行したいと。 

  その中でも、やはり地元団体のほうが一応その

指定管理も見据えた、導入しましょうというとこ

ろをうたっているところで、まずその指定管理と

は何でしょうというところを、その地元の団体さ

んのほうに向けてまずそれを知ってもらうという

ところで、そのお勉強をするというところで、そ

の専門の方にもお願いをして勉強会のほうを４回

開催しました。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その下にあります、見据えた地元

団体法人化支援ということが書いてあります、29

万1,600円。これによって法人化になったのかど

うかということも教えてもらえますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね、その駅前、駅前

活性化委員会になりますが、もちろん指定管理を

受けるためには法人化になっていないとというこ

とがあったので、当初、勉強会の段階ではまだ先

が見えないのもあったので、それが終わってから

どうするか決めようというところで、一応その話
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を、勉強会をして、じゃ法人化しましょうという

流れになって、年度、実際、法人化になったのは

今年度になってからです。５月ごろになったと思

います。一般社団法人。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 229ページで、塩原温泉活性化事業と

いうので塩原温泉活性化推進協議会に補助金を出

していますけれども、具体的に活性化推進協議会

がどんな事業をやっていることに対して補助金を

出しているのか、この辺お伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この活性化事業の、やはり大

きなところでいいますと、那須塩原の地区につり

橋とか、あと温泉街とか花を植栽するその植栽事

業、あとは大きなところでは、うまいもんプロジ

ェクトというような組織がありまして、大根とか

カブとか使ったいろんな料理とか、あとはその時

期によってはＰＲとか行っている事業が一番メー

ンで、あとは温泉街の各地区に対して、ちょっと

地区ごとの事業なりイベントをやってもらってい

るというところで238万となっています。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 私もちょっとハナモモの植栽を見てい

るんですけれども、どうも非常に生育が悪いとい

う話をお聞きしているんですけれども、そこに対

して何か解決策みたいなものを考えているのかど

うかもお聞きしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 それはそうですね、こちらの

花の植栽をしているのはこの活性化協議会だけじ

ゃなくて、観光協会とかもいろいろやったりして

いまして、例えば植栽するのに、少しちょっと別

の場所で大きくなってから植えたほうがいいよと

かそういう話も、そのほうが枯れにくいとかいう

話もあるので、その辺やはり違う地区でも導入し

たり、その辺は協議会とか組織ごとに多分検討さ

れていると思います。 

○小島委員 ハナモモというのはやっぱり難しい樹

種で、桃なんです、やっぱり。それなので、種と

かそういう苗木によっても大分生育が違ってくる

という性質があるので、そういう面ではちょっと

専門家にもうちょっと指導を受けたほうがいいん

じゃないかなと私はいつも思っているんですけれ

ども、これはあれです、話だけですけれども。 

  以上です。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 その前のページの那須山岳遭難防

止対策費、これは市のほうの協議会に60万、近隣

の町や市は負担するのか、那須塩原市だけなのか、

ちょっとその辺を教えてください。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この組織を、実際、事務局は

那須町さんがやっていまして、自治体的にも那須

町と那須塩原市です。また、その中に、あとは警

察署、消防署、あとは各山岳等に関する、山の専

門家の方の団体が入っていまして、自治体として

出しているのは那須塩原と那須町だけなので、負

担金はその２つだけです。自治体では。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 この負担金の割合というのは、那

須町と見て、こういうふうにちゃんと人口の割合

とか面積の割合とかというふうなもので算出され

ているとか、那須町の金額はどうなのかというの

と、この60万適正なのかと、その辺はわかります

か。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 いまちょっとすぐに那須町の

金額がわからないんですけれども、人口とかそう

いう割合では多分割っていなくて、多分同額かち
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ょっと那須町のほうが多いんじゃないかと思いま

す。 

○山形副委員長 わかりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 190ページの下段の勤労青少年ホーム

費についてなんですけれども、ちょっと自分がこ

れにかかわったことが一切ないのでわからないん

ですけれども、これの事業内容と、それからここ

に表があるので、これ利用者の関係が出ているん

だと思うんですけれども、その利用の推移みたい

なところと、あたりをご説明いただけますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 勤労青少年ホームの事業とい

うところで、191ページの事業です、各講座の表

が載っていますが、こちらは、もちろん勤労青少

年というところで、一応年齢上限、40歳ぐらいの

ところで。ただ、講座の定員があって、それに満

たない場合は年齢ちょっと超えても受け付けはし

ていましたが、各講座、講師の先生とかお願いし

て、日程等を調整しながらこの事業を行ってきた

というところでございます。 

  若干、年によっては講座の内容も若干変わって

はきてまいりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 利用者数の、何というんですか、経年

の動きなんていうのはわかりますか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 ちょっとここに載っているは

30年度だけですが、29年度と比べると、若干30年

度のほうが減っています。 

  ただ、それも減ったとはいうものの、やっぱり

各講座の定員数が29年度はちょっと多い、定員が

多い事業が多かったりすると、一概に減ったとい

っても何ともそこは言えないところでございまし

て、実際来ている方としては何度も来ている部分

もあるし、大田原市とかもあるんですけれども、

それなりには来ているのかなと思っています。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これ場所は、私が思っているのは黒磯

の体育館のあの脇のだったのかと思うんです。そ

こで維持修繕とかこうやって今までやってきたと

思うんですけれども、来年度はここはどうなるん

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 ホームのほうも、やはり交流

センター、駅前の、の開館に伴ってもう廃止にな

っていまして、実際その講座のほうも、その講座

事業のほうが交流センターのほうに今、移行して

います。というところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 くるるのほうに多分移動するというこ

となので、これは勤労青年のそういう、何という

んですか、社会の活動の場として活動されてきた

最後の年であったということの決算ということで

すね。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね。勤労青少年ホー

ムでやったのは、先ほど言った40歳ぐらいのです

けれども、今後、くるるでやる講座は年齢制限を

設けなくて幅広く受け付ける予定です。予定とい

うかもう今やっています。 

○鈴木委員 知らなかったのでちょっと聞いてみま

した。 

○星委員長 ここで、議事進行を副委員長と交代い

たします。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 230ページの７款２項３目観光施設管

理費1001事業、観光施設管理運営費についてお聞

きしたいんですが、委託料として国有林野貸付申
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請添付図書作成業務243万円とあります。これは、

当初予算は500万円でしたが、これが約半額ぐら

いになっているその理由を教えてください。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 これは、そうですね、当初予

算から減額されているというところ、実際の金額

のところです。 

  これは本当に、市のほうの請求額というかは当

初予算どおり出しましたが、実際の印刷の段階で

その業者さんが入れた札が安かったというところ

なので、結果だというところです。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 そうしますと、31年度の予算に新規で

同じ内容でさらにまた730万、これが計上されて

います。入札が243万円と今回、少ない金額でと

いうことでしたが、同じ内容でやっていくのか、

それともそもそもこの作成業務に関してはどのよ

うな規模で計上してここで30年度、31年と新規で

同じ内容で上がっているのか、そのあたり詳しく

教えていただきたいんですけれども。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 この国有林貸付申請図書作成

業務というのは、実際、今まで国のほう、塩那森

林管理署というか、そちらと貸付業務の、こちら

が借りるんですけれども、行っている中で、過去

の古いものは、図面とかがそろっていないまま、

例えば登記簿だけで何平米で契約していたりして

いたところがあります。 

  実際どこまで使っているのとか、どこまで借り

ているのというのを、ここの去年とことしとかそ

の契約の更新の時期に来ていまして、更新に際し

て正確にちゃんと測量をして図面をつくって、面

積を出して今度契約しましょうねという話になっ

て、国のほうから言われていまして、実際その金

額が違うのも、借りている面積とかも違う関係、

測量の面積もやはり大きいほうが金額のほうも大

きくなっちゃうので、やはり今年度のほうはやは

りその測量の面積が若干去年より多いので、700

万とかいう数字になっているというところです。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 委託料として、今聞いたのは、設計、

測量の管理委託なので、賃借料ではないんですよ

ね。なので、測量とその設計という内容について

お聞きしたいんですけれども。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 その面積とかを出すのも、測

量するのに、その土地の面積が大きいほうが測量

費がかかるんです、たくさん。ので、やはり昨年

度の面積より今年度の面積が大きいので、やはり

予算額が違うというところです。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 そうしますと、この設計、測量は30年

と31年とありますが、これは期間はどのくらいの

期間で終わる予定なんですか。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 30年度の例で申しますと、30

年度は工期では２カ月でした。期間。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 となると、同じ、またその、またここ

は予算になってしまう。 

  続けて、30年は２カ月間、工期が２カ月間で測

量をやりました。31年度もまた同じくらいの期間、

２カ月かけてやる予定なので700万円予算を立て

ました。それで、まだもうこれで終わりというこ

とでよろしいですか。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 場所とか契約している更新時

期によって出てくるので、令和元年度はそれで終

わりですけれども、今後その更新が来たときに、

また国のほうから指示があると出る可能性はあり
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ます。 

  去年は２カ月だったんですが、やはり多少面積

が広くなると、若干工期も伸びる可能性があるの

で。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 わかりました。 

  それと、同じ項目ですが、工事請負費の中で、

市営板室駐車場公衆トイレ洋式化工事59万4,000

円とあります。これ予算が200万円出ておりまし

たが、この当初の、30年度の予算の委員会の中で

は、説明の中で、板室駐車場公衆トイレのほかに

板室園地駐車場の公衆トイレと、あとは乙女の滝

の駐車場の工事があるということで200万円の予

算を立てていたにも関わらず、今回、板室駐車場

の公衆トイレの洋式化工事59万4,000円しか出て

いないというか執行されていない理由をお聞かせ

ください。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そのページの上の段に、深山

ダム園地のトイレとありまして、これ合計で百八

十何万になって、200万円の中でその２カ所をや

ったということです。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 すみません。じゃ、この２つのトイレ

は洋式化という項目には入らずに、ただトイレ改

修工事ということになったということでよろしい

ですか。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 深山ダムのほうは、洋式トイ

レよりはトイレ、あとはトイレの周りのドアとか

施設の改修というところになりまして、板室駐車

場のほうは和式と洋式のほうあったんですけれど

も、１つずつ洋式にしたというところです。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 すみません、あともう１点なんですが、

その下にあります沼ッ原園地施設改修工事、こち

らのほうも執行額といたしましては190万円にな

っておりますが、予算が508万3,000円だったんで

す。これが、やはり予算に対して執行額が少ない

理由をお聞かせください。 

○山形副委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 ご説明ちょっともれていまし

た、ごめんなさい。 

  ここ、トータルで結果的に契約額は518万4,000

円になっています。実際、昨年度ここの工事を発

注した後、ちょっと期間的にというのもあります

し、ちょっと冬場の時期も挟んでしまったという

のもありまして、令和元年まで繰り越しをしまし

た。この前払い金として190万円、30年度に支払

ったと。残りは今年度、支払いになります。 

○山形副委員長 それでは、議事進行を委員長と交

代いたします。 

（副委員長、委員長と交代） 

○星委員長 そのほかに質疑はありますか。 

  小島委員。 

○小島委員 233ページ、委託、板室自然遊園セン

ター管理運営費と出ていますけれども、この延べ

人数というのはここ数年でふえているのか減って

いるのかというところと、延べ人数をふやすため

に何か努力していることがありましたら教えてく

ださい。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、人数のほうが、ここに

載っているのが7,778人ですか、年間。こちらは

29年度は7,184名でして、その前が6,000台、その

前が5,000台というところで、結構人数は増えて

きています。 

  もちろん指定管理に入っている業者もあります

が、それに加えて地元の、板室地区のやっぱり観

光協会とか旅館組合等のいろいろイベント等に、
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ここを起点にして最近やり始まったというのもあ

りまして、人数がふえているというかなという感

はありました。 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については原案のとおり認定すべ

きものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第９号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、認定第９号 平成30年度

那須塩原市産業団地造成事業特別会計歳入歳出決

算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いいたしま

す。 

  課長。 

○渡辺商工観光課長 （認定第９号について説

明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので質疑を許しま

す。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 先ほど土地の計画を見せていただいて

いますけれども、ちょっと購入面積が18haで販売

面積が10ha、減っていましたよね。じゃ、面積を

教えてください。販売面積トータルで。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 購入面積が約18haというとこ

ろで、実際これを企業様にお売りするのは、その

18haのうち道路の部分とか周りの森林とか調整池

とかを除いて約10.9haです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、単価でいうと、平米で話

したほうがいいかなと思うんですけれども、買い

受けの単価が、買い入れと売値の単価を２つ。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 まず、買ったのが１億8,900

万というところで、それを18で割ると約1,000円

ちょっと。それで、実際お売りするのは、今、確

定はしていないんですけれども、試算をして出し

ているのが１平米9,100円でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 その１平米9,100円の中には、要はこ

の一般会計の繰入金、それからトータル全てかか

った経費、想定しているのは造成費とか全て、広

告宣伝費、全部トータルして9,100円で売ったと

きに、購入に対する利益というのは幾らぐらい、

計算は細かくしていけば、教えてもらえれば計算、

当然自分でできるんですけれども、細かいことを

聞くのはやめて、順調に売れたときは利益がどれ
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くらい。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 その例えば9,100円で売った

場合にですけれども、実際の市として収益を出す

事業ではないので、プラマイゼロか、もしくは若

干赤字になるかもしれません。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、今のは10.9haに単価を掛

けて売った金額には、造成費から広告宣伝費、い

ろんな経費、測量費とかも全部入れて、企業では

ないので売り上げがプラマイゼロぐらいで順調に

行けば進むだろうという試算のもとに今、運用し

ているというふうに数字的にはなっていると。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 そうですね、今お話しされた

ように、10.9haに単純に9,100円を掛ければ約10

億と出てくるわけですが、その実際かかる経費が、

工事費とか委託料とか、まだ工事全部終わってい

ないので、足し算すると10億かちょっと超えるか

なと試算をしているところなので、収益は出ない

というところ。 

○鈴木委員 了解しました。大丈夫です、それだけ

聞けたら。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほどの新聞広告なんですが、昨年度

１回やっているということについての反響はどう

だったのか、再度伺います。 

○星委員長 課長。 

○渡辺商工観光課長 これはもちろん新聞もありま

すし、先ほども申しあげたように栃木県の商工課

と連携した中で、新聞を見たというとこで電話等

で質問というか聞き取りになったところはござい

ません。 

  まだ実際に決定した企業はないので、それがど

うだかというのはちょっとわからないですけれど

も、興味を持っていただいて、電話等の連絡が来

たところは数社あります。 

○相馬委員 わかりました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 質疑がないようですので、討議すべき

点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第９号 平成30年度那須塩原市産業団地造

成事業特別会計歳入歳出決算認定については原案

のとおり認定すべきものとすることに異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第９号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

  商工観光課所管の審査事項は以上となります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として、委員の皆さんから何か
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ございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 （勤労青少年ホームの講座について） 

○星委員長 ここで、議事進行を副委員長と交代い

たします。 

（委員長、副委員長と交代） 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 （那須高林産業団地について）○山形

副委員長 それでは、議事進行を委員長と交代し

ます。 

（副委員長、委員長と交代） 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 （まちなか交流センターの利用状

況について） 

○星委員長 執行部から何かございますか。執行部

から何かないですか。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で商工観光課

の審査を終了いたします。 

  ここで、産業観光部の今定例会における審査は

終了となりますが、産業観光部全体として何かご

ざいますか。 

  部長。 

○小出産業観光部長 長時間にわたり慎重な審議、

大変ありがとうございました。 

  今年度もまだあと半分あります。よろしくどう

ぞお願いいたします。 

  ありがとうございます。 

○星委員長 以上をもちまして産業観光部の審査を

終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため休憩といたしま

す。 

  そのまま暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 ４時０６分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○星委員長 ただいまから農業委員会事務局の審査

に入ります。 

  農業委員会事務局の皆さん、お疲れさまです。 

  初めに、事務局長からご挨拶をお願いします。 

  事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 農業委員会事務局については、建設経

済常任委員会に対する付託案件がありませんので、

ここで建設経済常任委員会を決算審査特別委員会

（第三分科会）に切りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 （認定第１号につい

て説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので質疑を許しま

す。 

  吉成委員。 

○吉成委員 193ページ、今、冒頭の事務局長の挨
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拶の中で、制度自体、平成29年７月から大きく変

わったわけですよね、たしか。それによって、委

員の報酬が変わったということになるわけですけ

れども、ここでお聞きしたいのは、委員報酬の中

の一番下ですね、実績給とありますけれども、こ

の実績給の積算というのはどうやって出されてい

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 実績給ですけれども、

こちらの県全体での配分の中での活動記録簿とい

うのがございまして、その活動記録簿は県全体の

25市町出ます。その活動記録簿の実際どんな活動

をしたかというものの中で、各市町村と案分した

結果が実績給という形で追加で交付になるもので

ございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、県全体、栃木県25市町あ

るわけですけれども、県全体としては、交付金、

今の説明だと交付金ということになりますよね。

交付金というのは幾らぐらいになるんですか。 

  単純に考えて、全体があって、そのうち実績が

これだけなので、ここに関しては、そのうちの

５％、那須塩原市に交付しますよみたいな、そう

いうものではないんですか。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 すみません、ちょっ

と詳細、パーセントではなかったと思うんですけ

れども、具体的な計算方法は、ちょっとすみませ

ん、わかりませんけれども、この平成30年度の交

付金として、１年間通じて413万8,000円。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、農業委員、そして農地利

用最適化推進委員に対して、これは均等に案分さ

れるということですか。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 はい、そうです。人

数割でございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 わかりました。 

  一番下の、これは毎回問題というか、質疑が出

るんでしょうけれども、農地法の３条、４条、５

条関係で、それぞれ実績が載っていますが、前年

度のデータを見せていただいた中では、４条以外

はふえてきていると思うんですね。それらの理由

をお聞かせ願いたいと思います。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 前年と比較すると、

そういう形にも見えるんですけれども、今までの

状況、５カ年とかそのくらい見ますと、大きな傾

向というのはちょっとうかがえなくて、ただ、若

干あるのが、農振農用地、農務サイドの農振関係

の見直しの時期に若干多く出たりとか、前にです

ね、そういった傾向はうかがえます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 先ほど農務畜産のほうの決算の際に、

農振に関して言うと、今回の見直しに関しては

3.5haが対象になったという話だったんですね。

ですから、そんなに大きくは、3.5だからないの

かなと思うんですけれども、件数と、それから面

積と当然違うんだろうと思うんですね。 

  でも、やはりこれ見ると、例えば３条でいくと、

ここの決算で言うと件数は71、平成29年に関して

言えば56件。ただし、面積は56件の面積なのか、

それを言っているんですね。それらなんかもどう

いう傾向にあるのかなという気はするんですが、

そういうところはどういうふうに捉えているんで

すか。 

  ちょっと地区で言うと、どの辺の３条であった

り、４条、５条、多いのかだけお聞かせください。 

○星委員長 事務局長。 
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○久留生農業委員会事務局長 ちょっと手元にデー

タがないので、何となく感覚的な話になってしま

いがちですけれども、３条だと、どちらかという

と、青木とか鍋掛あたりが出ているのかなと。４

条は自己所有の農地なので、５条だと西那須地区

が多いかなという感じはします。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それから、実際の現地調査に関して言

うと、今どういう体制でやっているんですか。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 現地調査は５班に分

かれまして、農業委員が４人、そこに事務局が３

人…… 

○吉成委員 推進委員。 

○久留生農業委員会事務局長 推進委員は現地調査

のほうは入っていなくて、２日に分けて、黒磯地

区と西那須、塩原地区ということで２日に分けて

やっています。 

  推進委員の現地調査というのは、基盤法絡みで

調べていただいて、それを事務局のほうに報告し

ていただくという形をとっております。 

○吉成委員 了解です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 農業者年金のほうですけれども、現在、

農業者年金に加入している農業者数というのは何

名ぐらいなのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 農業者年金ですけれ

ども、加入者数が、旧制度が566、新制度が受給

者と被保険者合わせまして248です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 193ページで農業委員会の視察研修を

やっているわけですけれども、これは全員、農地

最適化推進委員なんかも含めて研修に行っている

んだと思うんですけれども、どんなところに行っ

て、どんな内容で研修したのかお伺いしたいと思

います。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 昨年度は群馬県伊勢

崎市に行きまして、伊勢崎においても、遊休農地

絡みの対策をとっている団体がございまして、そ

こを視察という形をとりました。 

  次の日は、営農型の太陽光発電をしている、名

前ちょっと忘れちゃったんですけれども、おもし

ろい形でやっている農業法人がございまして、そ

こを視察しました。 

○小島委員 わかりました。いいです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 193ページの農地法３条、４条、５条

の許可実績のあたりからなんですけれども、許可

実績ですけれども、単純には、相談に来たけど、

申請に至らなかった。それから、申請まで行った

んだけれども、許可にならなかったというあたり

はありますか。その辺。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 申請しても途中で取

り下げとかというのも、うろ覚えですけれども、

三、四件ぐらいはあったんじゃないかと思います。 

○鈴木委員 何条での話かまでちょっと聞きたいん

ですけれども、全然、３条、４条、５条で条件が

違うんですかね。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 ３条が１件の５条が

何件かということ。 

○鈴木委員 ５条は何件、１件、２件なのか、七、

八件なのか、私は興味があるんですけれども、農

業委員会の考え方の一端として。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 手持ちとして、総会
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のときに実際に取り下げるかというのは事前にわ

かるので、数えれば資料出ますので、どうしても

きょうちょっとすみません、別途。 

  相談に来て取り下げとかそういったものという

のは件数としては、ちょっとすみません。相談は

あっても、実際に申請できないのは、時間的なタ

イムラグとかもあるかと思いますので、こちらに

ついてのちょっと把握はできません。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 農地は３条ですけれども、４条、５条

は農転ですよね、転用になるんですよね。 

  市全体としてどういう方向にあるか、農地がど

ういうふうに使われているのかなというのは、分

譲地みたいなものもあるでしょうし、工場みたい

なものもあるかもしれないんですけれども、どう

いった目的で転用されているか。大丈夫ですかね、     

出ますかね。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 ３条のものでいきま

すと、件数多いもので上からいきますと、一般住

宅で５条、41件、建て売り住宅が５条で12件、宅

地分譲が５条で13件ございました。大きいもので

すと、あとは４条ですと、逆に一般住宅で８件。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 確認でございますけれども、商業施設

とか工場、酪農関係の施設は、昨年度はなかった

んですか。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 すみません、工業施

設、５条で２件ございます。すみません、その他

建物でも２件、ちょっとすみません、こちらその

他で、あとは農用施設ということで８件ございま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 機能的な話ですね。大きなものだと、

さっき工場が若干あったようですけれども、大き

なものだと、ha単位というのが考えられるんです

が、そんなのはないにしても、どれぐらいで許可

をしているのかというあたりはわかりませんか。 

○星委員長 事務局長。 

○久留生農業委員会事務局長 レイアウト上、やは

りこちらでも事業用に必要最低限という考え方で

いますので、レイアウト的におかしくないように、

図面の面積というふうになります。 

  ちなみに、先ほどの工業施設で２件ですけれど

も、両方足しまして１万円ぐらいです。 

○鈴木委員 状況わかりました。 

  以上です。 

○星委員長 ほかに質疑はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議はないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 異議がないものと認めます。 

  認定第１号については、原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として、委員の皆さんから何か

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で農業委員会

事務局の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  執行部退席のため、暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午後 ４時３６分 

 

再開 午後 ４時３７分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

  委員の皆さんから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 事務局からございますか。 

  事務局。 

○鎌田事務局 20日の所管事務調査の行程表を。 

○星委員長 それでは、よろしいでしょうか。 

  建設経済常任委員会の所管事務調査につきまし

ては、９月20日金曜日、行程表に記載のとおり、

第２期最終処分場、鳥野目浄水場、那須高林産業

団地の視察を行うことでご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、行程表のとお

り実施することといたします。 

  なお、当日は作業服着用の上、ヘルメットをご

持参してください。 

  ８時50分集合、出発ですので、おくれないよう

によろしくお願いします。 

  午前中で終わって、お昼に帰ってきます。12時

20分に市役所到着になっております。よろしくお

願いします。 

  そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○星委員長 以上で本日の委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ４時３９分 
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建設経済常任委員会、予算常任委員会（第三分科会） 

及び決算審査特別委員会（第三分科会） 

 

 

令和元年９月１９日（木曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 星   宏 子  副 委 員 長 山 形 紀 弘  

委 員 小 島 耕 一  委 員 森 本 彰 伸  

委 員 相 馬   剛  委 員 鈴 木 伸 彦  

委 員 玉 野   宏  委 員 吉 成 伸 一  

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

建 設 部 長 大  木     基   都市計画課長 黄  木  伸  一   

都市計画課 
副 参 事 

鈴  木  隆  行   
都市計画課長 
補 佐 

渡  邉  章  二   

都市計画係長 江  面  史  彦   開発指導係長 相  馬  福  光   

都市整備課長 佐  藤  正  規   
空き家対策 
係 長 

伊  藤  良  司   

建 築 係 長 千  田  晃  司   
駅周辺整備 
室 長 

浅  賀  保  幸   

駅周辺整備室 
副 主 幹 

小  野  治  夫   道 路 課 長 増  子  芳  典   

道 路 課 長 
補 佐 兼 
建 設 係 長 

高  野     茂   管 理 係 長 藤  城  大  幹   

維 持 係 長 大  野  昭  博   用 地 係 長 浦  田  謙  一   

河 川 係 長 角  田     晃   建築指導課長 松  村  儀  久   

建築指導課長 
補 佐 兼 
指 導 係 長 

高  橋     力   審 査 係 長 鈴  木  美 津 治   

 

出席議会事務局職員 

書 記 鎌  田  栄  治     
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

   〔建設部〕 

    ・建設部長挨拶 

   〔都市計画課〕 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔都市整備課〕 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔道路課〕 

    予算常任委員会（第三分科会） 

    ・議案第６５号 令和元年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号） 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

   〔建築指導課〕 

    決算審査特別委員会（第三分科会） 

    ・認定第 １号 平成３０年度那須塩原市一般会計歳入歳出決算認定について 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午前 ９時５８分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○星委員長 おはようございます。 

  時間より２分ぐらい早いんですが、皆さんおそ

ろいですので始めたいと思います。 

  散会前に引き続き、建設経済常任委員会を再開

いたします。 

  それでは、次第により本日の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建設部の審査 

○星委員長 これより建設部の審査に入ります。 

  初めに、建設部長からご挨拶をお願いいたしま

す。 

  部長。 

○大木建設部長 （挨拶） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市計画課の審査 

○星委員長 ただいまから都市計画課の審査に入り

ます。 

  都市計画課の皆さん、お疲れさまです。 

  都市計画課については建設経済常任委員会に対

する付託案件がありませんので、ここで建設経済

常任委員会を決算審査特別委員会（第三分科会）

に切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 認定第１号 平成30年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○黄木都市計画課長 （認定第１号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  吉成委員。 

○吉成委員 では、261ページの屋外広告物景観形

成推進費、これは今、課長の説明で、補助金とし

てはもう今回30年度の決算で終わってしまうとい

うことでした。市の条例の中で、色合いとしては

茶系が中心になって看板等はかえましょうという

ことでやったわけですけれども、大まか今回のこ

の改修工事の２基、撤去６基を含めて、条例に沿

った看板というのは撤去、改修を合わせるとどの

くらいの数になるんですか。違法のままのものも

もちろんあるでしょうからね。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 この補助金事業は３年間行い

まして、その間に改修が120ちょっと、撤去が20

弱行いました。これでその当時、不適格だったも

のが162件ございまして、合計で147件、約90％が

なくなったり、不適となったりしました。その当

時、不徹底であった残りは、店舗改修等の予定が

あるのでそのタイミングでやるということで、今

回の補助対象になりませんでした。これは我々が

移管を受けた際に把握していたものの現在の状況

となります。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すみません、もう一度お伺いしますが、

不適格だった看板が全部で何基でしたか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 全体で162基ございました。 

○星委員長 吉成委員。 
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○吉成委員 実際にどのくらいの看板数があるかと

いうことで調査をかけて、その中で不適切だった

ものが162基ということなわけですけれども、全

体看板数というのはどのくらいか。 

○星委員長 係長。 

○江面都市計画係長 29年度まででシルバー人材セ

ンターに屋外広告物実地の調査の委託をかけたと

きの件数としましては、１万3,588件の調査をお

願いいたしましたというか、調査報告がありまし

た。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 特に新たにコンビニみたいなもので那

須塩原駅周辺にできる場合には、ほとんどが茶系

で高さ制限もあって統一されてくるんだと思うん

ですが、そういうものじゃないものも見受けられ

るので、バランス的にどうなのかなという気もす

るんですけれども、はい、わかりました。結構で

す。 

○星委員長 ほかに。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 44ページで説明を受けた中の歳入です

けれども、県道西那須野那須線歩道整備事業補償

金で、浸透槽と言っていたんですけれども、すみ

ません、場所がわからなかったのでどこのことを

いっているのか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 黒磯南教習所の並びで考えて

いただければ、並びというんですか、その沿線で

す。 

○鈴木委員 埼玉小、消防署のあるあの通りですか。

あそこは違うんですね。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 南教習所はご存じですか。 

○鈴木委員 あの教習所はわかります。 

○大木建設部長 南教習所の前が主要地方道西那須

野那須線で、歩道が南教習所の並びにないんです

けれども、若干前後であるところはあるんですけ

れども、全体的に歩道がないということで、県の

ほうで歩道整備事業を行ったと。そのために道路

が広がることによって、今まであった分譲宅地の

雨水浸透槽がかかったというのがこれで、場所的

には南教習所から西側の分、県道大田原高林線の

あるほうに500ｍ行った右側にあった分譲宅地の

浸透槽でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 これは金額が1,600万円と結構大きい

んですけれども、面積と土地の買収単価というの

は幾らですか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 土地につきましては、その前

に説明しました35ページの黒磯の売払収入、こち

らの３万6,347円です。こちらの補償費の雑入に

つきましては、あくまでも改修に要した費用を県

のほうで積算して、その補償として受け入れたも

のです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、わからなかった。もう一

度お願いいたします。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 買収単価というご質問でした

ので…… 

○鈴木委員 ここの分ですよね、1,600万円は。 

○黄木都市計画課長 こちらは補償費なので、買収

単価はございません。こちらのことをおっしゃっ

ていますね。違いましたか。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと私のほうが誤解しているかも

しれません。これは補償費だということで金額が

大きかったので、要はこの金額の見積もりが

1,600万円になる内訳を教えていただけますか。 



－321－ 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 こちらは当該の浸透槽の部分

を削って、この浸透槽の機能を維持するための改

修工事をしたんですけれども、その見積もりとい

うのはあくまでも県のほうで積算して出した価格

により我々が受け入れているところになります。

私どものほうで持ち合わせている見積もりとは、

また別個のものになります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 ちょっと話がかみ合わないんですけれ

ども、土地の売買であれば面積と単価で金額が出

ます。そうすると、補償費の場合は、これはただ

そこの1,600万円は単に何を保障したのかという

ことについてはわからないんですか。その積算の

細かい話ではなくて、これぐらいになるというの

はどういうことに対してこういうふうな金額にな

ったのかという話を聞いているんじゃないかと思

うんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 ですから、雨水浸透槽の土地

を買収されたことにより、雨水浸透槽が若干構造

変更しなくてはならないと。その雨水浸透槽の機

能を維持するための工事をするための工事費を県

のほうで積算して、我々に補償金として支払った

ということです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 わかりました。 

  これは機能を維持するための補償だったんです

ね。それで工事をするためと。 

  すると、じゃこれに絡んでですけれども、これ

によってこのお金を使って何か工事は、新たに場

所を探して新たな浸透槽をつくるとか、そういう

ことはやったのか、これからするのか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 ですから、その場で削れた分

を補うような工事を行いました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 で、この金額はそれでもうほとんどそ

ういうことに使われて終わったのか、若干つけ足

して終わったのかを伺います。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 金額的には実際の工事費のほ

うが若干お安くなりました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 わかりました。 

  あと次に、262ページ、開発帰属施設管理費の

40事業について説明を受けましたが、これは金額

的な説明を受けたんですけれども、どういうとこ

ろをどういう工事をしたのかということをもうち

ょっと具体的なご説明をしていただければと思い

ます。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 では、今、市政報告書をごら

んになっていただいていると思うんですけれども、

例えば一番上の浸透槽改修工事につきましては、

これは埼玉地内の既存施設の改修となっておりま

す。 

  あとその次に、開発帰属浸透槽修繕工事、こち

らが下永田４丁目で、全部言いますか。 

○鈴木委員 言っても８カ所。 

○黄木都市計画課長 次は、雨水浸透池のステップ

設置工事というのが西三島３丁目、次のステップ

修繕工事が東小屋地内、その次の法面補修修繕が

黒磯地内、あと最後のフェース修繕が全部で４件

ございまして、鍋掛、高柳、並木町で２件となっ

ております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 三島とか東小屋というとあれなんです

けれども、黒磯地内というとちょっとイメージが

わかないんですけれども、もうちょっと具体的な
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ことは何か。 

○星委員長 係長。 

○相馬開発指導係長 具体的な場所としましては、

黒磯駅の東口から北のほうに向かっていただいて、

本郷通りにぶつかると思うんですけれども、その

本郷通りにぶつかった那珂川沿いの分譲地になり

ます。そちらは、ＪＲの路線と近接したところで

はあるんですけれども。 

○鈴木委員 場所はそこね。 

  ちょっと現地をよくイメージできないんですけ

れども、240万円というのは結構大きいと思うん

ですけれども、これは民間の開発した分譲地の法

面ですか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 このボードに書いてあるとお

り、市に帰属してあるもので市のほうになってお

ります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 帰属されたということで、最初の工事

のときというのもあるんですけれども、これは何

年ぐらいたったものなんでしょうか。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 定かではないんですが私の記憶の

範囲で、私が入所したのが昭和54年で、たしか昭

和と平成にかわるごろ、ちょうどバブルのころで

すね。あそこはアオダイ団地というんですが、そ

この浸透池です。ですから、そのころのことです。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そこはその浸透槽を抱えているエリア、

浸透槽を準備する池のエリアがあるんですよね。

大体開発規模みたいなものだと思うんですけれど

も、これはどれぐらいのところの面積を抱えてい

るんですか。 

  県の案件かと思うんですけれども……、委員長、

了解です。そこまではあまり……、いいです。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 260ページで都市計画総務費、前年に

非常に下がっているわけですけれども、こういう

総務費というのは毎年こんなにでこしゃこするも

のなのか。まずは下がった理由をお聞かせ願いま

す。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 例えば立地適正化策定支援業

務というのをその前の年にやっていまして、その

業務委託費が700万円程度落ちているので、おお

むねこれの影響かと思われます。だから、特別な

事業があるないによって、増減すると考えていた

だければと思います。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 これは国庫事業か何かの関係で下がっ

たという形ですか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 これは国の求めに応じる形で

任意ではありますけれども、立地適正化計画を策

定することになりまして、それに要した経費をと

っております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 関連ですけれども、前の開発帰属施設

管理費、これもすごく今度はふえているわけです

けれども、これのふえた理由というのはどういう

理由か。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 これは先ほどの鈴木委員の質

問にございました補償関係の工事で支払った分が、

そこでふえております。雨水浸透槽の改修にした

分。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 計画のときからもう既にふやしたと、

予算のときからふやしたという考え方でいいんで
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すね。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 今、県のほうで計画的に道路

の改修を進めておりまして、事前協議のもとに予

算を要求して執行したということになります。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 すみません、今、小島委員のふれた部

分でもあるんですけれども、開発帰属施設管理費

のところで、決算書のほうで見ると145ページ、

都市計画総務費として補正が325万1,000円入って

いて、不用額がそれで455万4,000円あるんですね。 

  でもって、その後ろの工事請負費を見ると、

1,100万円の支出ですね。それで、不用額が262万

2,980円あるんですが、これは要は当初予想した

もの、また補正が入ったときにこの工事請負の部

分としてやろうと思ったんだけれども、やらなか

ったことが多かったということなんですか。 

  それとも、ごめんなさい、補正の内容を私は覚

えていなくて、そこのところがわからないですけ

れども、これの補正が300万円入っていて、不用

額が450万円ふえているんですね。それで、多く

なった理由である工事請負費で不用額が260万円

ということなんですけれども。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 まず、補正のほうなんですけ

れども、これは先ほどご説明しました屋外広告物

の補助金、こちらが当初我々が予定していたのが、

最後のときにふえたことによる補正増です。 

  工事の不用額ですけれども、手元に資料がない

んですけれども、通常、こんなふうに不用額が出

るということは、入札の結果というふうに考えら

れます。ちょっと今、勝手にで申しわけないです

けれども。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 この不用額が出た理由なんですが、

雨水浸透槽の改修ということで、雨水浸透槽で一

番問題になるのは、この下のほうの雨水浸透面に

浸透できる礫等が出るかどうか。通常、つくられ

たのでそれはあるんですけれども、そういった部

分の不確定要素がありまして、若干そういったも

のが出たときに対応できるように、お金として変

更対応できるように確保していたところが、順調

に工事が終わったので、その部分が不用額として

残ったということです。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 了解しました。 

  それともう１件、別のことなんですけれども、

今度は市政報告書の261ページなんですけれども、

立地適正化計画パンフレットということで、これ

は要はコンパクトシティに関するパンフレットだ

と思うんですけれども、ごめんなさい、私はちょ

っと見ていなかったんですけれども、これはどん

な感じのものができていて、それの効果的にはど

んな効果があったのかということをお聞きしたい

んです。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 パンフレットの効果というの

は、これだというのは把握できておりません。申

しわけないです。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃこれは誰に向けてというか、どこ

に向けて配ったパンフレットなのか教えてくださ

い。 

○星委員長 係長。 

○江面都市計画係長 このパンフレットにつきまし

ては、立地適正化を策定した後に公表するために、

周知するためにつくられたんですけれども、配っ

た場所としましては、近県で建築確認申請を受け

るコンサル、確認検査機関、それとか計画の意見

徴収をいただいたところの関係団体、そういった
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ところに配布させていただきました。 

  確認検査機関としては24社、128の支店を抱え

ているところです。あと関係団体としては８業種、

18団体。こちらに配らせていただきました。 

○星委員長 ほかにありますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 19ページの都市計画の手数料、屋

外広告物許可申請手数料ということで、新規63件、

変更19件、更新443件、各それぞれの手数料とい

うのは幾らぐらいするのか教えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 これはかなり細かい節になっ

ているんですけれども、例えば上り旗ですと１基

310円、あと広告板ですと面積が10㎡以上15㎡未

満ですと3,160円のような感じになっております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、一度手続した後、更

新申請243というんですけれども、更新年数はど

れくらいでまた更新するんですか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 これはものによって違いまし

て、上り旗が１カ月、あとほかの広告は３年でや

っております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 じゃそのものによっていろいろな

更新の時期が長かったり短かったりするというこ

とですね。了解しました。 

○星委員長 ほかはございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 14ページの使用料及び手数料、行政財

産使用料の東那須野産業団地、那須ガーデンアウ

トレット調整池の敷地３万3,000円なんですが、

これはアウトレットの東側というか、下側にある

調整池だと思うんですが、年間で３万3,000円と

いうのは適正な価格なんでしょうけれども、どう

いう算出方法なんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○黄木都市計画課長 こちらはＮＴＴに携帯用のア

ンテナ搭用地として貸し出すもので、これは申し

わけないですが、ＮＴＴさんのほうの単価という

か設定価格でのっております。 

○相馬委員 わかりました。 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終了したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として委員の皆様から何かござ
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いますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 （宅地開した分譲地の浸透槽について） 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 執行部からは何かございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で都市計画課

の審査は終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午前１０時３３分 

 

再開 午前１０時３８分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎都市整備課の審査 

○星委員長 ただいまから都市整備課の審査に入り

ます。 

  都市整備課の皆さん、お疲れさまです。 

  都市整備課については建設経済常任委員会に対

する付託案件がありませんので、ここで建設経済

常任委員会を決算審査特別委員会（第三分科会）

に切りかえて審査します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 認定第１号 平成30年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○佐藤都市整備課長 （認定第１号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりました。 

  それでは、ここで10分間の休憩に入ります。 

  開始は11時10分に開始します。お願いいたしま

す。 

 

休憩 午前１１時０２分 

 

再開 午前１１時１１分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  玉野委員。 

○玉野委員 264ページなんですが、町並み環境整

備事業ということのこういうことであるというイ

メージと、それからどの辺なのかということです

ね。その８件というのはばらばらのところなのか

ということです。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 町並み環境整備事業のイメー

ジということなんですが、この事業の概要につき

ましてはまず黒磯駅の本町、宮町を中心とした地

区をその町並み環境整備事業の区域として、まず

区域を定めます。その中で事業に賛同いただける

方と協定を結びまして、その事業に賛同いただけ

る方の中で実際にこの事業を活用して表から見え

る住宅の修景、そういったものをよくする、改修

するというようなものに取り組まれる方に対して、

補助事業として国が３分の１、市が３分の１、個

人が３分の１というような補助をするものであり
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ます。 

  こちらの町並み環境整備事業につきましては、

やはりハード事業として行政が道路であったり、

建物であったり、そういった公共事業の部分の整

備はもちろん市のほうで行いますが、地域全体の

環境を整えるという中では、民間のお力もお借り

して町全体の修景をよくしなければ、区域全体と

しての修景が向上しないというようなところで、

民間の方にもご協力いただくというようなところ

の事業で制度を設けております。 

○星委員長 玉野委員。 

○玉野委員 住宅ということでここを改修したとか、

メンバーでわかるような事例というのは挙げられ

ますか。こういうところの建て屋を直したとか、

このメンバーでイメージできるように。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 黒磯駅からの本通りで、例え

ば酒屋さんがあるんですが、酒屋さんのお酒の看

板、あそこに酒屋さんなどがあるんですが、それ

が昔からのお酒の看板がございました。これを漆

の伝統職人の方に依頼して、昔に設置したばかり

のようなつやというか、輝きというか、そういう

のを取り戻したお酒の銘柄の看板、これを新しく

してみたり、あとはアーケードを撤去した後にや

はりもともとアーケードがくっついていた部分が

見栄えが悪かったりしておりました。その部分は

きれいにアーケード撤去後に外観が通りからきれ

いに見えるようなことで、肥料店さんのほうの瓦

屋根を修理したり、そういったもので本通りに面

した実施例が多いです。 

○星委員長 ほかにございますか。 

  森本委員。 

○森本委員 269ページ、住宅総務費、空き家対策

事業費の中で、補助金のほうが予算と比べると大

分使っていないというか、事業自体が件数が少な

かったということだと思うんですけれども、これ

は空き家対策としての事業として効果が少なかっ

たのかなという気がするんですね。実際にこの補

助金の不用額が1,000万円を超えている。800万円

からの決算額なのに、不用額が1,188万9,000円あ

るんですね。この事業全体でも予算を見ると

2,262万5,000円の予算が組んである中で、980万

円ぐらいしか使われていないということで、この

空き家対策の取り組みというか、これはどうして

こんなことになってしまったのかという部分をお

聞かせ願いたいです。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 補助金のほうの執行率が悪い

ものについて事業の効果が出ていないのではない

かというお問い合わせだと思うんですが、確かに

この空き家の解体補助などは30年度から実施して

おります。やはり制度の周知、またバンクなどの

周知、これがまだまだ一般市民の方はご存じない

方がいらっしゃるのが実際のところです。 

  そういった中で、昨年の取り組みとしましては、

空き家セミナーとか、また空き家の所有者へ直接

ダイレクトメールを送って、こういう制度があり

ますということでＰＲ活動をやっているところで

すので、今後もまずはその制度周知に努めて申請

数をふやしていきたいと、そのように考えており

ます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 補助金を算出するに当たってリフォー

ムだとか転居補助金とかがあると思うんですけれ

ども、これは現状の空き家の状況を見て想定して

予算を立てて、この決算につながったということ

でよろしいでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらのバンク関係のリフォ

ームと子育て、あとは解体補助に関しましては、



－327－ 

こちらは国の補助金が導入できるものであります。

この当時、要件として最低2,000万円以上という

ような要件があったものですから、その補助を満

たす範囲内でこの補助に割り振ったところではご

ざいます。 

○星委員長 森本委員。 

○森本委員 じゃ、それは理解しました。 

  この空き家対策というのは本当に大きな問題に

なってきている部分でもありますので、執行率が

低いというのは大変残念な部分だなというふうに

も思いますので、今後に期待したいと思います。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 269ページ、森本君と同じところです

ね。 

  20事業の委託料のところの空き家等応急代行処

置業務が２件あったということなんですけれども、

どういう状態でこれを執行したのか、その辺のと

ころを教えていただけますか。場所とかですね。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 空き家代行措置の措置内容で

ございますが、１件につきましては関谷にござい

まして、市道に隣接するような作業小屋的なもの

だったんですが、そちらの屋根が陥没して外壁が

市道に倒壊しそうな状況でございました。所有者

は判明しておりまして、そちらの方に再三危険な

状況を知っていただきたいというようなことを伝

達したんですが、一向に対応されなかったもので

すから、関谷地区ですのでかなり屋根がたわんで

いた状態で、冬季の積雪があるとこれはもう車道

のほうに壁が倒壊して車両損傷というような危険

性がございましたので、こちらに関してはもうい

とまがないということで、必要最小限の処置とい

うことで現場でその外壁等を内側に倒しまして、

屋根を崩しまして、飛散防止のネットを張らせて

いただきました。 

  もう１件につきましては、隣接する空き家から

大量のケムシ、害虫が隣接のお宅に入ってきてし

まって…… 

〔「同じ関谷の場所ですか」と言う人あ

り〕 

○佐藤都市整備課長 これは別な話です。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤都市整備課長 失礼いたしました。 

  もう１件に関しましては、湯宮地区でやはり空

き家となってございました。そちらについても、

かなり風で建材が広範囲に飛ぶような状況であり

ました。法人が持っていた物件なんですが、そち

らも危険な状況ということで対応を迫ったんです

が、やはり一向に何も対応していただけなかった

ので、その飛び散った建材を集めまして、その建

物全体にネットを張ったというような処置を行い

ました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 緊急性があったということで順番に聞

くと、これは手続上はこの空き家対策審議会にか

けて判断したということで、会議を１回持たれた

んですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 空き家の応急代行措置、これ

につきましては緊急的な対応が必要ということで、

審議会のほうには諮らずにできる制度でございま

す。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 措置した金額が49万円程度なんですけ

れども、こういう場合は教えていただきたいんで

すけれども、行政代執行みたいな手続なんですけ

れども、この場合、建物所有者はその費用という

のは今後一切市のほうは請求しないのか、請求し

ていくのかというので、どういう考え方なんです
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か。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 委員がおっしゃられたように、

代行措置と同じような形でございますので、かか

った費用につきましては所有者のほうに請求して

ございます。 

  片方につきましては、実際にそのお宅を訪問し

て払っていただけないので分納してくださいと、

そういった交渉をしているところなんですが、ち

ょっとまだ払っていただけていない。 

  もう１件の法人のほうに関しましては、代行費

用を払っていただきました。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 大体仕事しているということで、この

件に関してはわかりました。 

  それから、その下の特定空き家解体費補助金、

13件ということなんですけれども、これも一つ一

つはどういうものか。全部というわけではないん

ですけれども、大雑把な内容はどういったことに

対して解体補助金を出したのかということを教え

ていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらの特定空き家等解体費

補助金でありますが、こちらに関しましては審議

会に対しては事後報告という形をとらせていただ

いております。 

  こちらにつきましては、空き家の持ち主が自主

的にもう利活用ができない状態の空き家、特定空

き家の認定なんですが、こちらについては市のほ

うでチェックリストがございまして、それで市の

ほうが先に特定空き家として認定させていただき

ました。その特定空き家について認定したことに

つきましては、審議会には事後報告をさせていた

だいております。 

  こちら自体は所有者みずからが解体の意思があ

って、自主的に解体していただけるものでありま

して、こちらに関しては解体費の２分の１、上限

50万円で、立地適正化計画の居住優良区域内につ

いては上乗せして70万円までの上限として補助さ

せていただいている制度でございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 わかりました。 

  続きまして、263ページ、上の段です。駅前広

場管理費、これの一番下に那須塩原市駅前広場運

営協議会の負担金としまして37万4,000円という

金額があるんですけれども、協議会さんに支払い

を何か出しているんでしょうけれども、ここでは

どのようなことが行われているのか。この費用を

使ってどんなことをやっているのかというあたり

をご説明いただければと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 駅前広場運営協議会に関しま

しては、黒磯駅、那須塩原駅、西那須野駅の３駅

を利用される交通事業者、バス、タクシー、あと

は乗り入れしている観光の方などを会員とさせて

いただいております。また、市営、町営の乗り入

れしているもので、那須塩原と大田原、那須町に

も負担していただいている費用で、駅前広場の維

持管理に必要な費用を支出しておりまして、事業

として特に目立つものとしては、那須塩原駅西口

のバスロータリーの花壇の植栽なども、この費用

の中で行っております。 

  あとは、日常清掃、トイレ等の清掃、消耗品の

補充とか、そういったものもこの会費の中で運営

協議会が行っております。 

○星委員長 ここで議事進行を副委員長と交代いた

します。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 すみません、空き家に戻ってしまうん

ですが、269ページの８款５項１目空き家対策事
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業費費の2001事業の通信運搬費、空き家所有者意

向調査アンケートとありますが、このアンケート

の詳細、送った件数と回答数を教えてください。 

○山形副委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらに関しましては、平成

28年度に市内の空き家実態調査を実施した時点で、

空き家等を外見から空き家と判断しました所有者

に対して、意向調査を行ったものでありまして、

発送数が1,491名です。1,491件を発送しまして、

そのうち回収数が533件、回収率につきましては

35.7％という結果でありました。 

○山形副委員長 星委員長。 

○星委員長 その回答されなかった方、かなり回答

してくださった方のほうが低いという状態だと思

うんですが、まだまだ半分以上は回答されていな

いという方は、要は宛先不明になっているのか、

音信不通になっているのか、これからもコンタク

トをとれば何とかとれるような状態なのか、その

あたりはどうでしょうか。 

○山形副委員長 係長。 

○伊藤空き家対策係長 その回答者数が少ないとい

うことなんですが、近隣で今いろんな市町村でも

こちらのほうの空き家の調査というものもやって

いまして、やはり回答数は４割は切るというよう

な状況で、決して本市だけが低いというわけでは

ないというところです。 

  あとは返戻、その所有者がわからないといった

ものは、やはりそれなりの件数はあったかなと。

郵送はしたんですが、市のほうにもう一度返って

きてしまったと。そういった件数というのは今は

っきりと何件というのは手元にないんですが、そ

れなりの件数はございました。 

  それは問題になっている空き家ばかりではない

ので、もしこちらが市民から苦情があるとか、そ

ういったものの空き家であれば、その後に所有者

の戸籍調査、こういったものを行って所有者をつ

きとめると。または適正な管理のお願いをする通

知を送っていくというような状況です。 

○星委員長 それでは、議事進行を副委員長と交代

いたします。 

  小島委員。 

○小島委員 １つ関連なんですけれども、空き家関

係の情報管理システム保守業務というのが300万

円ですけれども、まずは情報関係でどこの業者に

システムを頼んでいるのか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 システムの保守業者につきま

しては、そのシステム自体を開発しましたリコー

ジャパン株式会社栃木支社のほうに保守を委託し

ております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この空き家の情報で、具体的に使える

空き家を借りる人を見つけるシステムだと思うん

ですけれども、何件かとか、借りたりだとか、そ

ういうマッチングの件数というのはあったのか、

お伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 システムにつきましては、マ

ッチングまではシステムでやってございません。 

  システムにつきましては、まずは28年度に実施

いたしました空き家の外観調査で、空き家と思わ

れるものが市内に3,000件からあったんですが、

こちらをまず地図上にプロットしまして、そのと

きの状況をデータベース化しています。 

  そのほか、日常、職員が市民の皆さんから受け

た情報で現地調査をしたとか、そういったものは

随時データベースとして職員もデータの追加が自

分でできるような、そういうシステムになってご

ざいます。 

○星委員長 小島委員。 
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○小島委員 マッチングはほとんど今はやっていな

いということで理解していいんですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 利活用できる空き家を売りた

い、買いたいという者は空き家バンク制度、こち

らのほうに登録していただいてマッチングさせて

いただいております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 空き家バンクに登録した件数というの

はどのくらいあるんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤空き家対策係長 空き家バンクに登録された

件数なんですが、平成28年度からこちらの制度が

始まっておりまして、現在までで22件ございます。

そのうち16件につきましては、既に成約されてい

るという状況でございます。 

  以上です。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 その22件は非常に少ない感じがするん

ですけれども、要は空き家と比べて。そういう人

たちに市として働きかけというのは、どんなこと

をやっているんですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤空き家対策係長 先ほど課長のほうからも説

明はしたかと思うんですが、昨年度のアンケート

調査、こちらの中に制度案内のＰＲの通知を同封

しまして送付したと。今年度に入りましてから、

そのアンケート調査を実施した時点で空き家バン

クに興味があるといった回答をしてくれた方、あ

とは解体補助に興味があると回答してくださった

方に対しまして、再度ダイレクトメールといった

形で今年度にもう一度ＰＲのほうは行っておりま

す。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 実際に対応する反応があった件数とい

うのは、何件ぐらいですか。 

○星委員長 係長。 

○伊藤空き家対策係長 まず、空き家バンク制度に

ついてこの空き家バンク制度を試していただくと

いいますか、空き家バンク制度について利用した

いといった方が23件、あとはその制度の詳細が知

りたいといった回答が98件ございました。 

  以上です。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 266ページ、東口のエレベーター設置

の件なんですが、改めて当初から大分おくれてい

ますよね。そのおくれた理由を改めて確認したい

と思います。 

〔「執行率が上がっていないというような

趣旨か」と言う人あり〕 

○吉成委員 要は先ほども説明があったように、

6,000万円の予算が計上されていて今年度につい

てはやりますよというのは、それは当然わかって

いるんですけれども、ＪＲとの協議というのもも

ちろんあってそういうふうになっているわけです

から、そこの詳しい内容をお聞かせくださいとい

うことです。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらにつきましては30年、

令和元年の２カ年の協定となっておりまして、30

年で支払った決算額に関しましては、ＪＲのほう

で実際に現場のほうで工事を行った出来高に対し

ての支払いでございます。当初協定を締結した時

点では、ＪＲがどこまで工事が進むかというもの

が想定できないものですから、ほぼほぼ半々、

7,000万円という年度ごとの予算を要求させてい

ただいております。 

  この出来高の内容につきましては、既存のＪＲ

の施設、ちょうどエレベーターをつける場所に通

信のケーブルであったり、送水管であったり、そ
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ういったものの撤去が必要でございましたので、

支障物の鉄道施設の撤去のみが30年度で行われた

というところで、その部分について出来高が上が

らなかったということで、本年度は金額的にはも

ちろんエレベーター本体工事のほうが金額が上が

りますので、全体としては完了予定までに今年度

末内には設置できるという見込みはございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 これ自体はもう前々市長が平成27年に、

エレベーターの設置をすると明快に一般質問の中

で答弁されているわけですね。それから協議がな

かなか進まずに、最終的には今回こうなってきて

いるわけですよね。 

  今の現状を見ると、何もないので今言われるよ

うにエレベーター設置に関して邪魔になってしま

うものを移設したというお話ですけれども、本当

に令和元年中にできるのかなと、これは市民の間

からも非常に不安の声が実は上がっているので、

それは間違いないんですね。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 今現在、現場のほうは土坑の

掘削が終わりまして、本体工事のほうにとりかか

っているのが連絡通路から見えると思います。現

在、ＪＲと細かな仕様の調整とか、そういった工

事のやり取りは行っておりまして、その中では今

年度内に予定どおりに完成するという計画である

と伺っております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃ伝えます。 

  あと、264ページの駅前地区の再整備の中のま

ちなか交流センター、そこの備品購入費に関して

なんですが、さまざまなものが購入されたわけで

すけれども、この備品に関してはどういった意見

をいただいた中で、さまざまなものが購入された

んでしょうか。 

  例えばマルシェテーブルとかがあるわけですけ

れども、そのほかにもたくさんありますよね。そ

れはどういうご意見があって購入されたんですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 まちなか交流センターにつき

ましては、集う市民の方々がいろいろな活動がで

きるようにということの中で、建設する私どもと

施設を運営する商工観光課と、あとは主体的に市

民活動をされている方々から意見を伺いまして、

そこでさまざまな活動ができるように実際の活動

を想定した備品ということなんですが、やはり野

菜を売るためのマルシェテーブルがほしいとか、

アマチュアの絵画とか、そういった作品を展示す

る展示パネルがほしいとか、そういった実際に活

動する活動内容を想定して、必要な備品にはどん

なものがあるかという意見を伺って審議しており

ます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そういった声を聞いてということなん

ですが、実際には市民の中で活動している人たち

ということなんですけれども、どのくらいの方々

の声を聞いて生かしたのでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 人数といわれますとちょっと

データはございませんが、主に駅前の活性化委員

会を中心として、そのメンバーに限らず地元のほ

うに声掛けをして、ここの活動にご興味がある方

は集まってくださいというようなワークショップ

といいますか、そういった会を持ちまして一堂に

介して意見を交換したなどということもございま

した。 

  あとは、後半になりましてそういった意見集約

というのもなかなか難しい部分については、やは

り運営サイドの商工観光課のほうでそういった活

動の主体となる代表の方々から意見を聞いたりな
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どということをいたしました。そういったものの

中で集約しております。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 大方我々も何度も見ていますから、ほ

ぼあそこにある備品については当然わかっている

んですけれども、使い勝手なんかの声はあるんで

すか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 今現在の使用状況についての

意見というのは私どものほうまでは届いていない

んですが、逆に実際の使用状況の使い勝手を想定

して、カウンターテーブルなどというものを入れ

たり、そういった実際にあそこに出店される方、

お店の飲食店の方などの意見の使い勝手という部

分を聞きながら購入したという部分もございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 じゃその点は了解しました。 

  続いて、270ページの住宅管理費の中で、一番

下段の補償金ですね。移転、転居された方々に対

して10件の補償をしています。これの具体的なと

ころはどこなのか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 木造の平屋建てで施設の長寿

命化ができないというところで募集の停止をいた

しまして、廃止という判断をしましたところでご

ざいまして、烏ヶ森住宅と島方団地、島方団地は

借地でございまして、現在の借地が切れるまでに

移転をお願いしているというようなところで、こ

ちらから移転を働きかけている、団地の方を対象

にこの移転費は支払ってございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、10件のうち烏ヶ森、島方、

それぞれ何人になるんですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 件数につきましては、烏ヶ森

住宅が１件、島方団地が９件ということになりま

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 それから、その上に使用料及び賃借料

ということで、稲村、島方、それぞれ964万4,064

円ということで、賃料が支払われているわけです

ね。これはそれぞれの契約はいつまでですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 島方団地の借地料の契約は、

令和４年の９月であります。 

○吉成委員 稲村も更新するわけでしょう。 

○佐藤都市整備課長 稲村については令和10年まで

残っているようです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、島方に関して言えば、令

和４年までに残っている２件については出ればい

いということになるわけですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 借地期間内にいていただけれ

ば結構でございます。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 すごく気になるのは、あの地域に住ん

でいる人たちがやはりほぼ空き家なわけですね。

ですから、防犯上であったり、そういった部分で

危惧されている方がいらっしゃるわけです。以前

にもあそこから出火したという事例があるわけで

すけれども、火事が発生してしまうんじゃないか

とか、そういうことを考えると、もう既に出てい

る棟が何棟もあるわけですから、そういったもの

に関しては先に解体するというふうにはならない

んですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 今現在もまだお住まいの方が

いらっしゃる中で、やはりちょっと心情的なとこ

ろも、取り壊しを始めるとせかされるようなとい
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うところがあるので、ちょっとその辺は気にして

いるところなんですが、もう一つはやはり一度に

全て壊したほうが工事費的にも有利という部分も

ございまして、今の段階では全員退去後に取り壊

しという計画でございますが、もしそういった状

況の中で空いている部分は先行したほうがいいと

いう判断があれば、この辺については検討してい

きたいと思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 ぜひ検討してほしいなと、これは意見

になっちゃうんでしていただけるとありがたいな

と思います。 

  住んでいる２件に関しては、２世帯とも道路寄

りですので、その前の建物に関しては全て空き家

になっていますから、これは解体してもそんなに

違和感がないような気が私はします。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 まず、267ページの公園整備事業、

1501事業の工事請負費のフリーサイトの芝張り

972万円についてですが、これについては大体ど

のくらいの割合で芝の張りかえというのはやって

いるものなんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 オートサイトの芝張り、何年

サイクルでという話なんですが、大体芝張りを一

通り終わると、また最初にやったところはもう傷

んでくるという状況がございますので、おおむね

５年ぐらいのサイクルでは張りかえをしていると

思います。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、これはフリーサイトのみ

の部分なんでしょうが、区画サイトのほうについ

ても大体５年に１回ぐらいの割合でやるというこ

とでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 フリーサイトと固定のサイト、

これを５年ぐらいでぐるっと回っているような状

況です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、５年に１回、大体900万

円程度かかっているということでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 ちなみに昨年度は130万円程

度でしたので、やはりフリーサイトは一番面積が

大きいというところで、特別にかかっている年で

あります。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 はい、わかりました。 

  その一番上に鳥野目河川公園の指定管理料で約

4,063万円、これに対する歳入で使用料でたしか

2,400万円ぐらいあったと思うんですが、これ以

外の歳入というのはどこかほかにはあるものなん

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 そのほかの歳入はございませ

ん。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 はい、わかりました。 

  続きまして、先ほど出ました東口の駅バリアフ

リー化のエレベーターの件なんですが、先ほど工

事後の変更箇所については全部終わってから再度

協定をし直すという説明だったかと思うんですが、

金額にして大体どのくらいの予想をされていらっ

しゃるのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 協定の相手であるＪＲにつき

ましては、やはり工事の変更が全部大体読めた時

点でないと、最終的な精算の協議には入りません

ので、工事を閉じた後にそういった変更の金額が
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出されるものですから、また鉄道敷地内でやるも

のですから、鉄道の安全管理にかかる経費という

のが一般の土木では出せない経費でございまして、

工事としてなかなか読めない部分がございますの

で、ちょっと予測という部分は難しいところがご

ざいます。 

  ただ、今までのＪＲとの協定の前例では、いず

れも減額傾向ではございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、現状で6,000万円の協定

をしているということですよね。総額6,000万円

で協定を結んでいると。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 協定に関しましては、２カ年

でＪＲとの現在の協定が１億2,389万8,657円で、

２カ年分の協定をしております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 予想としては、それよりも低くなる予

想だという理解でよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 過去にＪＲに委託した協定の

工事に関しましては、いずれも減額になっている

傾向でございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 了解しました。 

  続きまして、264ページのまちなか交流センタ

ー駐車場整備に伴う用地取得費1,388万6,000円と

いうことなんですが、これは交流センターの向か

い側の土地なんだろうと思うんですが、足利銀行

と土地の地どっかえといいますか交換しているん

だと思うんですが、その交換した残りの金額なの

か、それとも取得した全体の金額なのか、まだ歳

入に足利銀行からの歳入は先ほど説明がなかった

ので、今年度に入ってくるんだろうと思うんです

が、これはどういう金額だというふうになります

か。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 旧足利銀行の店舗があった土

地に関しましては、一部民地で足利銀行が借地し

ていた部分がございました。そちらにつきまして

も当初は足利銀行から買収するときに一緒に買収

の交渉はかけたんですが、当時その個人の方は買

収に応じないということで、これだけが残ってし

まったという状況の中で、昨年度の年度途中にお

いていろいろ事業を検討した結果、なかなか成立

しないので市のほうに譲渡してもいいという申し

出があったものですから、補正予算をいただきま

して旧足利銀行があった店舗の一部民地であった

ところ、そこも足利銀行は借地しておりました。

それをこの費用で購入させていただいております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、全体の一部の借地部分だ

けの金額、取得費というふうに理解すればいいわ

けですね。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 ちょうど神社に入っていく交

差点、丁字路の角に民地がありまして、その借地

分であったものを購入しました。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、それ以外の部分は土地を

交換したというだけでよろしいわけですね。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 足利銀行が所有していた土地

に関しましては、やはり面積と土地単価が随分違

いましたので、交換というものがなかなか成立し

ない状況でした。同じような対価の土地であれば、

交換という契約もあったのですが、面積、金額的

にも随分違いましたので、それぞれ売買をしまし

た。 

○星委員長 相馬委員。 
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○相馬委員 そうすると、その売り払った金額の歳

入は今年度ですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 その前年度、29年度でござい

ます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 267ページの賃借料、黒磯公園敷

地が年間1,197万5,880円、これの更新の内容を教

えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらは最終的には買い取ら

せていただきたいという市のほうの希望があるの

で、単年度の契約とさせていただいております。

ただ、予算がなかなか難しいというところで、買

える予算が獲得できないんですが、予算が獲得で

きれば売買したいので、単年度で契約させていた

だいております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 今まで何年ぐらい払っているんで

すか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 四、五年前に長期契約25年が

切れたということだそうなので、トータルではも

う30年ぐらいはかけています。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、その下の那珂川河畔

公園の敷地も同じような感じでよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 那珂川河畔公園につきまして

は長期契約で契約しておりまして、それが２年ほ

ど残っているようであります。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 その下の東那須野公園敷地という

ことで年間２万5,100円、これはべらぼうに安い

んですけれども、峰山公園のところだと思うんで

すけれども、結構敷地があるんですが、なぜこん

なに安いのかなと思うんです。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらに関しては、東京電力

の所有地で251㎡分でございますので、一部分の

借地料でございます。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 最後になります。 

  後ろのページを見ると、対象都市公園一覧とい

うことで30の都市公園があります。そうすると、

賃借料を今言った３つのほかは、27個は市の土地

ということの理解でよろしいですか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 有料で借地しているものはこ

こに記載したものだけですので、そのほかこのう

ち乃木公園に関しましては神社の持ち物でありま

して、こちらについては無償で借地しております。 

  そのほか塩原にございます表の右側の西朝日町

緑地、八潮第一公園、八潮第二公園、今井公園、

これは財務省から無償で借り受けているというも

のでございます。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 35ページの歳入です。不動産売払収入

で２件ほどご説明いただいたところなんです。 

  まず、金額が大きいので県道路事業による上黒

磯公園トイレ駐車場売払というのは、これはまず

買った人は県なのか、そしてあと面積、単価、目

的、それと私は場所がわからないんですけれども、

そのあたりの内容をご説明いただけますか。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 買い主は栃木県でございます。

場所につきましては332号、黒磯那須北線の那珂

川の右岸にございます橋、ちょうど那珂川に橋が

架かる部分であります。その下に県のほうでその
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道路の雨水調整池を設置するために、市の所有地

が必要だということで買収に応じたもので、面積

につきましては約560㎡です。 

〔「単価も」と言う人あり〕 

○佐藤都市整備課長 平米当たり9,860円です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 了解しました。 

  もう一つ、上の市道那須塩原駅西都計２号線残

地売払、まず場所を確定して、同じように目的、

相手先、面積、単価などをお願いいたします。 

○星委員長 課長。 

○佐藤都市整備課長 こちらにつきましては、場所

については大原間小学校から北に向かいまして、

ちょうどこの街路沿いです、 

○鈴木委員 広いところですか。 

○佐藤都市整備課長 はい、そうです。 

  それの三角地でございまして、三方を全て公道

に囲まれた土地でありまして、その広い部分を隣

接の方の住宅がございまして、その方のみ設置し

ている土地でございまして、その残りと三角地で

活用の方法がないような残置でございまして、そ

ういった街路残置につきましては、隣接者に優先

的に売買するということになっており売買したも

のでありまして、面積は22.93㎡、平米単価につ

きましては１万3,200円で売買させていただいて

おります。 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終了したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として委員の皆様から何かござ

いますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （空き家等の所有者の意向のアンケー

ト調査について） 

○星委員長 （空き家バンク制度の福祉部門との連

携について） 

  あと、ほかにはございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 執行部から何かございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 ないようですので、以上で都市整備課

の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  それでは、ここで昼食のため暫時休憩といたし

ます。 

  開始は１時から開始といたします。よろしくお
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願いいたします。 

 

休憩 午後 零時１１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○星委員長 それでは、休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  ここで、建設部長より発言があります。 

  部長。 

○大木建設部長 午前中の都市整備課のほうの質疑

の中で、公園の借地期間で末尾が何年までという

ご質問があったと思うんですが、答弁に誤りがあ

りました。訂正させていただきたいと思いますの

で、訂正の部分について担当課長のほうから説明

させます。 

○星委員長 都市整備課長。 

○佐藤都市整備課長 先ほどの質疑の中で副委員長

より那珂川河畔公園の長期契約の契約期間末のご

質問がございまして、そちらに関して２年後まで

という答弁をさせていただいたところなんですが、

こちらが誤りでございまして、正確には令和６年

３月まででございまして、この契約は20年間の長

期契約のものとなっておりました。 

  訂正しておわびいたします。申しわけございま

せんでした。 

○星委員長 執行部入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

  お疲れさまです。 

 

休憩 午後 １時０１分 

 

再開 午後 １時０２分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎道路課の審査 

○星委員長 ただいまから道路課の審査に入ります。 

  道路課の皆さん、お疲れさまです。 

  道路課については建設経済常任委員会に対する

付託案件がありませんので、ここで建設経済常任

委員会を予算常任委員会（第三分科会）に切りか

えて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６５号の説明、質疑、討

論、採決 

○星委員長 議案第65号 令和元年度那須塩原市一

般会計補正予算（第３号）を議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 （議案第65号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。ございませんか。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 13ページの２項３目、枠で言うと２段

目、公有財産購入費の土地購入費、道路用地の太

夫塚228号線、番号だと私は太夫塚というのはわ

からないので、何かわかりやすくどこなのか、ま

ず計画の場所の説明と、購入の目的を教えていた

だけますか。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 太夫塚228号線の場所と購入の目

的について説明させていただきます。 

  場所につきましては、国道400号線で具体的な

説明を申し上げますと、西那須野公民館、太夫塚
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公園、あと委員さんの説明ではケーズデンキ西那

須野店、あと最近ですとガリバーという中古車販

売店ができた交差点で、南側のほうに向かってい

る市道でして、ちょうど終点部分が太夫塚公民館

という自治公民館がありまして、そこで丁字路に

なるんですけれども、先ほど申し上げた国道400

号線から太夫塚公民館までの丁字路の間の市道を

拡幅する事業となっております。 

  それに伴いまして、道路を現路より拡幅する必

要がありますので、拡幅するために必要な道路用

地を買収する予算として計上しているものであり

ます。 

  説明は以上であります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうしましたら、場所はイメージでき

たのでここにも地権者がもしかしたらいるかもし

れないですけれども、現在の道路幅が幾らぐらい

で、完成するとどういった道路幅になるのか、計

画があったんですけれども教えていただけますか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 現在のところ、あそこについては

道幅がちょっと場所によって変化がありますが、

大方現状が４ｍから６ｍです。ここの歩道設置を

目的としているところでございます。ここに2.5

ｍの歩道をつけることによりまして、車道を含め

た合計の幅員が9.25ｍ、この予定で今進めている

ところでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 この辺だと購入単価はどのくらいと見

ていますか。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 こちらの購入単価につきましては

基本的には宅地価格で、平米当たりですと２万

5,500円ということで予定しております。 

  以上であります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 わかりました。 

  じゃ続きまして、同じ場所でこの工事請負費で

金額的には少ないんですけれども、予算の減額の

理由は何でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 これは先ほど述べましたが、まず

補助事業であることから国の交付額が決まります。

それに合わせた形でやりくりしたという結果にな

ります。これは簡単に言いますと、事業全てそう

いう理由です。 

  以上です。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、合わせたんだけれども、

実際に具体的には何かの項目が減ったとか、そう

いうことに対応しているんじゃないかと思うんで

すけれども、どういった形で減額ができたんです

か。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 基本的には国の交付額は、この３

事業は要求に対して全て減になっております。で

すから、基本的に原則その交付額に見合った金額

まで予算を絞っていくという行為を行っておりま

す。そういう中での工事請負については、予定し

ていた箇所をゼロにしてほかに回すというのが、

これはなかなか難しいところがあるものですから、

基本的には平たくある程度減額して、かつそうは

言っても説明しましたが、黒磯西岩崎線について

は事業進捗を図るべき路線であるというようなと

ころから、この路線については増額している。 

  ですから、増額すべきところは増額し、減らす

べきところについては減らした結果が、こういっ

たような形になったということでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 もうちょっとじゃお聞きしますけれど
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も、１割減になりました、こっちの見積もりが10

あっても全部一律に１割減らすとしても、項目が

10あって減らすための方法としては、単純に0.9

を掛けますという方法もあるし、１つの項目の中

の面積を減らすとか、数字を減らすとかという減

らし方もあると思うんですけれども、その減らし

方はどういう形で減らしたのか。単に0.9掛けし

たとかではなくて、どうなのかなと。そこの減ら

し方だけ具体的な形を教えてください。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 今のお尋ねの件ですけれども、一

律そういった計算式を用いるわけではなくて、や

はり道路の工事ですので、ある程度へらすにして

も適当な交差部まではやるとか、そういった区切

り方というのが、それぞれ路線によって判断はい

ろいろあるところでございます。 

  ですから、逆に言えば、そうだからこそ一律に

カットというのはなかなかできないわけでありま

して、それぞれ各路線もろもろの周辺環境等もあ

りますので、それらを加味した結果、こういった

総額で減らしておりましたので、一律にやってい

ないと言えば確実なことですけれども、そういっ

たところで個々の事情をそれぞれ勘案しながらと

いうような答えにはなってしまうと思います。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 うまくかみ合っていないんですけれど

も……。 

○星委員長 趣旨をまとめて質問をお願いいたしま

す。 

○鈴木委員 見積もりをするときに足していきます

よね。そうすると、金額が減るのでそれに合わせ

て額を減らさなきゃいけないと。その足していく

何かを抜くのか。要するに率を掛けるには何かを

抜いているんじゃないかと思うんですよ。それは

どういう抜き方をしているのかというところです。 

  具体的にどこの工事だったらば、何の項目を外

して金額を圧縮したというあたりの積算の仕方を

お尋ねしているんだけれども…… 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 金額の圧縮の手法ということなん

ですが、当然かかるやつの設計の中で例えば側溝

が必要だと、あるいはいろんな費用が必要だとか、

そういうのは減らすことはできないので、延長で

きると。だから、もともと100ｍだったのを50ｍ

にするとか、70ｍにするとか、その手法がまず１

つです。 

  ただ、当然切る箇所によっては、今、道路課長

が説明したように、交差点に来ちゃうよとか、こ

この交差点で切ると道路の共有の安全が確保でき

ないということで、本当ならば予算的には70ｍの

ものをそういった安全確保のためにもう少し狭く

50ｍにするとか、また別な路線については延ばす

とか、そういった全体のやりくりをした中で、今

回の補正の提出の金額にさせていただいたという

ことでございます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そうすると、私が言っているのは、個

別の何か減らし方としては今のでわかったという

ことなんですけれども、延長の調節の仕方で区切

りのいいところのやり方でもって調節しましたと。

そうすると、全体の延長の予算が減額になった分

だけ、今回発注の工事の延長は短くなっていると、

そういう考え方と今聞こえたんですが、それでい

いんですか。 

○大木建設部長 そういうことでやっております。 

○鈴木委員 了解しました。 

  それで、結構です。大丈夫です。 

  以上です。 

○星委員長 そのほか質疑はございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 
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○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  議案第65号 令和元年度那須塩原市一般会計補

正予算（第３号）は、原案のとおり可決すべきも

のとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、議案第65号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 続きまして、予算常任委員会（第三分

科会）を決算審査特別委員会（第三分科会）に切

りかえて審査を行います。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○増子道路課長 （認定第１号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。ありますか。 

  玉野委員。 

○玉野委員 35ページ、槻沢の残置、どのようにこ

の残置が発生して、購入したお金とかは……。 

○星委員長 係長。 

○浦田用地係長 それでは、槻沢通り線残置売払に

ついて説明させていただきます。 

  こちらにつきましては、市道槻沢通り線という

市道をかつて整備したんですけれども、そちらで

たしかＪＲが持っていた土地を取得したことで、

この残置が発生したと思います。 

  こちらの土地につきましては、その残置の近隣

の事業所が取得を求めていたため売り払いしたも

のであって、面積については398.73㎡になります。 

  以上になります。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 今、ご質問の補足になりますが、

この槻沢通り線がこういった形で出ておりますが、

用地買収の際にこの路線のみならずなんですが、

地権者の方から全区画購入してほしいというよう

な条件を付されることもままございます。そうい

った中で、我々も全てがそういった対応をとって

いるわけではございませんが、やはりその事業の

進捗等を鑑みて、そういった購入の判断をするこ

とも数としては出てきます。 

  そういったところで、結果としてそういう形が

いわゆる我々の言葉でいう道路用地の残置という

ような扱いになってきますので、それらについて

はもしこういった形で売り払いができるのである

ならば、積極的に行っているところでございます。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 259ページの一番上で、河川維持管理

費の中の委託料ということで、１級河川の全部管

理業務というものを委託しているということにな
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るんだと思うんですが、この委託先と管理業務の

内容をお伺いしてもよろしいでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○角田河川係長 １級河川委託料ということですが、

委託先としてはシルバー人材センターに委託を行

っております。 

  主な維持管理の内容としましては、樹木の剪定

や雑草の草刈り、そういったことを主に行ってい

るものでございます。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 258ページの河川総務費の那須塩原市

河川愛護会補助金というふうになっておりますが、

この河川愛護会の内容を伺ってよろしいでしょう

か。 

○星委員長 係長。 

○角田河川係長 河川愛護会につきましては、現在、

那須塩原市内を流れている河川流域の各自治会の

会員の皆様に、それぞれの地区ごとでの愛護会を

結成していただいて、そこをとりまとめというよ

うな形で、那須塩原市河川愛護会というような形

で組織しているものでございます。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この補助金の内容はどういった内容で

補助金が出るんでしょうか。 

○星委員長 係長。 

○角田河川係長 こちらの補助金につきましては、

現在、河川愛護に関する意識の醸成、そういった

ことを目的としまして、河川の刈り払い作業につ

いて実際に作業された方について、交付という形

で交付しているものでございます。 

  以上です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 257ページの単独道路整備事業、40事

業の委託料で、それぞれ境界くい復原業務という

のは一体何の業務なのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらにつきましては、道路改良

を行って道路の幅員が広がるというところで、も

ともとの境界から道として広がる分の新たな境界

が発生するという形で、その道路が広がった結果、

新しい管理境にくいを入れていくとそういった作

業を示してやっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃあくまでもそのくいを打つための

設計を委託しているということでよろしい分けで

すか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 その境界くいの復原業務に対して

うちのほうで設計し発注して、こちらを受注者に

その作業を行ってもらうというような形です。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この委託は実際にくい打ちまで終わる

んですか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 その現場作業まで含めた形で発注

しております。 

○星委員長 了解しました。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 あと、すみません、こちらは市政

報告書のほうで「業務業務」という形で２つ言葉

がつながっていますが、これは「業務」で終わり

ですので、まことに失礼いたしました。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  山形副委員長。 

○山形副委員長 244ページの中段にあります使用

料、橋梁点検業務、約1,969万3,000円、この委託

先と点検業務の方法、やり方がどういうものか教

えていただけますか。 
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○星委員長 部長。 

○大木建設部長 橋梁点検業務1,969万3,483円の委

託先というご質問だと思うんですけれども、こち

らのほうについてはＪＲの河川橋の委託でありま

して、内容的にＪＲの線路内ということで安全確

保上、ＪＲが受託して点検するということで、ジ

ェイアール東日本住宅開発株式会社のほうに委託

しております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 そうすると、ＪＲの橋梁という形

でよろしいんですか、場所は。 

○星委員長 係長。 

○大野維持係長 場所につきましては、黒磯駅の東

西連絡通路になっております。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 はい、わかりました。 

  続きまして、251ページの上段、道路除雪対策

費の借り上げの定置式自動凍結防止剤散布装置

285万1,200円ということなんですが、この装置は

市にはどれくらいあるんですか。何台設置してい

るんですか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 設置箇所でありますが、那珂川に

かかる小結から那須町に抜ける林道大橋、あとは

油井地区に坂が急なところといいますか、あそこ

に設置しております。すみません、合計４台ある

んですが、後でちょっと回答してよろしいですか。 

○星委員長 山形副委員長。 

○山形副委員長 はい。 

  その設置に当たっての何か条件とか、そういっ

た地元の要望というようなことで、気象とかそう

いったものを考えて設置するということでよろし

いですか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらについてはまず付近の道路

の坂が急であること、及び日陰になることが多い

こと等々を加味して４カ所設置したところでござ

います。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 243ページの一番下の表にある道路施

設修繕工事というところで、アンダーのＬＥＤ工

事が一式となっているんですが、まず大塚新田の

アンダーのＬＥＤ照明の交換というのは、何基を

交換したんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらについてはその一式という

意味はアンダー箇所全部を書いたという意味で表

現しているんですが、そこに照明が何基あったか

ということになるかと思うんですが、すみません、

現在、資料の持ち合わせがないものですから、後

で対応させていただきたいと思います。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 これはその大塚のアンダーと那須塩原

駅のところは金額にして倍くらい違うんですが、

当然、その照明器具の数が違うという理解でいい

んですか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 そうです。 

  これについては約倍から値段の差があるという

ことで、簡単に言いますと、設置の数が違うとい

うことでよろしいと思います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 242ページ、道の駅の整備事業で、今、

駐車場が整備されているわけですけれども、ここ

で決算では2,500万円からの執行になっておりま

す。これは実際には予算はもっと大きかったわけ

ですね。で、繰越明許という形になって、実際に

私は現場を見たんですけれども、ほぼ完成してい

るような気がするんですが、でも執行は繰越明許

が4,000万円からあるわけですので、まだあれで
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は終わっていないということになるわけですか。 

○星委員長 係長。 

○藤城管理係長 駐車場につきましては、５月でも

う整備が完了しておりまして、供用開始もしてお

るところでございます。繰り越し額自体は4,090

万円なんですけれども、前年度からの継続でやっ

ておったものですから、今年度は2,510万円の支

出で工事自体はもう全部完了ということになりま

す。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 そうすると、繰越明許の部分はどうな

るんでしょうか。 

○星委員長 部長。 

○大木建設部長 これはあくまでも30年度の決算で、

30年度の部分で終わらなかったやつを今年度の令

和元年度に繰越明許しているので、この決算書で

は出てこないということです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 はい、わかりました。 

  ということは、30年度の決算で繰り越しされた

ものが執行されて、今回整備されているという理

解でよろしいわけですね。 

  続きまして、非常に小さなことで予算のときに

聞けよといわれちゃうんですが、245ページの道

路管理費でわっとありますよね。ここの中段近く

に清掃センターの防犯カメラの設置工事というこ

とで120万円ほど執行されているんですが、30年

度の予算で聞けばよかったんでしょうけれども遅

いですので、これはどういう理由でつけて、何か

事件があってつけたんでしょうか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらは黒磯の旧清掃センターに

なるわけでございますが、埼玉の清掃センターで

すね。このカメラの設置工事については、今、事

件等かという話がありましたが、ここ数年来、こ

ういった建設資材置き場とか、現場事務所等から

測量等の機械類や場合によっては重機も含めてそ

ういった盗難が出ていると。 

  そういう中で、道路課の特に直営作業に伴う資

材、機械類は、こちらの旧清掃センターのほうに

今置いて、我々が日常的に使っているということ

になっておりまして、そちらで直接的な被害とい

うのはなかったんですが、警察のほうからいろい

ろ不審者と思しき人間が周りをうろついていると

いうような情報を何度かいただいて、うちのほう

も金銭的な価値はあれですけれども、しかるべき

除雪車とか、ちょっと前に話題になった鉄類、そ

ういった資材も含めてそういった材料をこの旧清

掃センターにかなり置いてある都合上、万が一の

備えという形でこちらの防犯カメラのほうを設置

いたしまして、こちらについては防犯カメラです

ので、24時間稼働しているというようなカメラで、

これによって未然にそういった事件とかを防いで

いるというような趣旨で行ったということでござ

います。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 実際に稼働しているということですか

ら、映像チェックというのはされているというこ

とですか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 おっしゃるとおり、うちのほうで

確認しているということです。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 特別に不審者等は映っていないんです

か。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 今のところ犯罪につながるような

映像は確認しておりません。 

○星委員長 吉成委員。 

○吉成委員 了解しました。 
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  続いて、151ページ、除雪対策費の道路課分と

いうことで、これも特別なことではないですけれ

ども、今回の備品購入ということで４ｔダンプを

購入されているんですね。予算上は1,500万円の

予算を計上していて、1,000万円の執行だと。そ

れだけ安く買ったので、それはそれで構わないと

思うんですが、それにしてもダンプですからそん

なに入札の差が出るのかなと、そこがちょっと不

思議に思ったんですが、それはどういう理由なん

でしょうか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらは今おっしゃるとおり、大

方３分の２で賄ったということでございますが、

こちらについてはまずダンプといえども形状は特

殊なものであること等々から、事前には当然そう

いった扱うメーカーからの見積もりをとった上で、

そちらを勘案した結果として設計額として設定い

たしました。 

  その結果としてこの1,000万円という形になり

ましたが、こちらについては我々からしますと、

健全な競争原理の結果というふうに捉えていると

ころでございます。 

  こういった物品類については、受注された方と

メーカー側とのおつき合いというところが何かし

ら大なり小なりあるとは思いますが、そういった

ところで民間の商取引がそこに発生してくるもの

と考えられるところですので、我々の発注側から

しますと、それはそれとしての健全な競争原理の

もとにこういった形になったというふうに捉えて

います。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 じゃ250ページ、通学路整備事業費と

いうことで815万円が出ているんだけれども、こ

の多額の整備事業、市道西遅沢線、どちらの小学

校とか中学校の通学路になっているということで

整備したのか、お伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらについては槻沢小学校の通

学路という形で行った事業でございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この要望というのは小学校からきたの

か、それとも父兄とかＰＴＡとかそういうところ

からきたのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらの通学路整備事業は、要望

というのは幾つかいろんな方面からあるんですが、

その後にその土地等の対応は寄附が条件であると

いうような原則があります。ですから、逆の言い

方をしますと、寄附が得られないところは事業が

入ることができないというような事情があります。 

  そちらについては学校側からくるケースもあり

ますし、住んでいる方からくるというのもありま

すが、こちらについてはどちらかというと地元の

ほうから上がってきた話だというような流れがあ

ります。そういったところで、次の工法としまし

て歩道として幾らか場所にもよるんですが、幅を

広げることの可否を地元のほうの地権者の方に下

ろして、そこで収穫が得られたらという形で１年

で設計を行い、補償を払い、工事を払いと、かな

りタイトだったんですが、おかげさまでこちらに

ついては進めることができたというような事業に

なっております。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、先ほどの課長の説明で

252ページ、社会資本整備総合交付金事業の中の

ずっと真ん中からちょっと下の工事請負費1,880

万円と、それから242ページの先ほどの道の駅整

備事業の4501事業の中の工事請負費のところで、

前払い金というご説明があったんですが、その前

払い金というのは我々の感覚だとよくわからない
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説明なんですが、もう一度説明してもらってよろ

しいですか。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 こちらの前払い金というのは、市

のみならず公共工事やどの自治体でも採用されて

いるものなんですが、那須塩原市においては受注

額の40％、４割を支払うことができますよという

ような趣旨のものでございます。 

  こちらは今ほとんどの道路課の事業のみならず、

那須塩原市の場合はまず十中八九こちらを使って

いる会社が多いというふうに思っておりますが、

その４割を前もって手元に置くことによってお金

をもらって、その受注者側が資金として活用でき

ると。 

  要するに、これがないと工事が完了して検査が

終わるまでお金は入金ができませんが、この４割

をまず初期の段階で手元に調達することによって、

資材の調達、その他人の調達、もろもろ工事の準

備に充てることができるというような趣旨でござ

います。 

○星委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、先ほど言ったこの道の駅

のところの2,510万円と、それから社会資本整備

総合交付金の1,880万円、これは両方とも全額が

前払い金だったと、そういうことでよろしいです

か。 

○星委員長 課長。 

○増子道路課長 まず、道の駅整備事業については

この2,510万円が今、私のほうで述べました４割

の値する金額でございます。ですから、この前払

い金については繰り越し事業であっても現年度の

予算で対応すると。即対応するというのが原則で

す。 

  次の社会資本整備総合交付金の工事請負費のほ

うですが、これは２つ工事がありましたが、こち

らについて前払い等の対応をしたのは、上段の湯

街道２号線の1,700万円だけ前払い金の支払いで

す。下の条項の工事は前払い金を扱ったものでは

ございません。 

  あと、もう一つ加えますと、あくまで前払い金

は受注者側の任意ですので、どうとるかはあくま

で受注者の方の判断によるものです。ですから、

受注者の方が前払い金を請求すれば、我々は拒む

理由はありませんので、即現年度予算をもって執

行するという形をとっております。 

○星委員長 そのほかございますか。よろしいです

か。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として委員の皆様から何かござ

いますか。 

  吉成委員。 

○吉成委員 （市道路線認定の数について）（那須

疏水への流入に対する補償金について） 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 執行部から何かございますか。 

  課長。 

○増子道路課長 （黒磯田島線の現地調査について） 

○星委員長 ほかにないですよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○星委員長 以上で道路課の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで10分間の休憩に入ります。 

  開始は２時20分から開始します。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時２０分 

 

○星委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたし

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎建築指導課の審査 

○星委員長 ただいまから建築指導課の審査に入り

ます。 

  建築指導課の皆さん、お疲れさまです。 

  建築指導課については、建設経済常任委員会に

対する付託案件がありませんので、ここで建設経

済常任委員会を決算審査特別委員会（第三分科会）

に切りかえて審査を行います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎認定第１号の説明、質疑、討論、

採決 

○星委員長 認定第１号 平成30年度那須塩原市一

般会計歳入歳出決算認定についてを議題といたし

ます。 

  執行部から議案の説明を簡潔にお願いします。 

  課長。 

○松村建築指導課長 （認定第１号について説明。） 

○星委員長 説明が終わりましたので、質疑を許し

ます。 

  鈴木委員。 

○鈴木委員 19ページ、金額は前年度とそう変わっ

ていないということでした。そういうことで、こ

れは民間でも確認はやっているかと思うんですけ

れども、那須塩原市の確認が出ている全体の中で、

これは手数料に絡んだ話なんですけれども、市と

して受けている割合というのは、何割ぐらいか把

握していますか。 

○星委員長 課長。 

○松村建築指導課長 平成30年度につきましては、

市役所が18.7％、民間比率が11.3％となっており

ます。受け付けた建築確認申請については、全体

で940件となります。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 すみません、聞き漏らしたので、もう

一度同じことで結構です。 

○松村建築指導課長 市役所の比率ですが……、じ

ゃ戸数からいきます。戸数については建設で市役

所が176件、民間の審査機関が764件、合わせて

940件で、そのうち市役所比率が18.7％、民間比
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率が81.3％となっております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 そういうことですね。ありがとうござ

います。了解いたしました。 

  これはどっちが正しいとか悪いということはな

いと思うんですけれども、那須塩原市の中のこと

なのでせっかく行政側で審査機関を持っていると

いう意味では、今後は割合がもうちょっと多くて

もいいのではないかと思うんですけれども、ほか

の自治体でこのような自分のところで審査機関を

持っているところは、大体どれくらいの割合を自

分でこなしているかという比較なんかのデータは

ありますか。 

○星委員長 課長。 

○松村建築指導課長 細かいデータはないんですけ

れども、聞くところによると、民間についてはや

はり80何％、もっと進んで85％以上になっている

と聞いております。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 行政側ではなく、民間審査のほうが割

合が一般的に増加していると、そういうことだと

いうことですね。はい、わかりました。 

  続きまして、あとあまり大した話ではないんで

すが、臨時職員が１名採用されているということ

だったんですね。検査業務の作業がふえていると

いうことではないという中で、臨時採用をしてい

るということなので、１年間どういう仕事をされ

てきたのかなと思いまして、その辺をお伺いした

いと思います。 

○星委員長 課長。 

○松村建築指導課長 平成30年度から建物取引業法

が改正されまして、それに伴いまして被災事項証

明書とかそういうものの発行がふえました。で、

職員の勤務のほうが今までやっていた事務がなか

なか回せないということで、そちらのほうの補助

として臨時職員をお願いしているところでござい

ます。 

○星委員長 鈴木委員。 

○鈴木委員 いろんなものが多少変わっているなと

いうことがわかりました。了解しました。 

  以上です。 

○星委員長 そのほかございますか。 

  小島委員。 

○小島委員 239ページ、木造住宅の耐震の補助事

業というのをやっているということなんですけれ

ども、前年度から比べるとすごく耐震の検査がふ

えているということですけれども、ふえた要因に

ついてお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○松村建築指導課長 平成20年度に建てかえ補助の

創設がございまして、今まで改修のみでございま

したけれども、耐震の建てかえも補助するように

なりました。それとあわせまして、大坂北部地震

が平成30年度にございましたので、その影響かと

思っております。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 ８件で639万円ということなんですけ

れども、この建てかえの補助金というのは、大体

８で割ったという見方でいいんですか。 

○星委員長 課長。 

○松村建築指導課長 建てかえ補助金につきまして

は、上限額が100万円でございます。 

○星委員長 小島委員。 

○小島委員 この木造住宅の耐震に関するＰＲみた

いな補助事業の契約というのは、どんな形でやっ

ているのかお伺いしたいと思います。 

○星委員長 課長。 

○松村建築指導課長 まず、市のイベント等があり

まして、去年ですと西那須野産業文化祭とかなし

お博とか、あとは消費生活と環境展にブースを出
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しまして、そちらで耐震改修の啓蒙などをやって

おります。 

  それとあわせまして、ホームページでも耐震補

助のＰＲをしております。 

○小島委員 はい、わかりました。 

○星委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 討議すべき点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、質疑を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので討論を終結したいと

思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認め、討論を終結し、

これより採決いたします。 

  認定第１号 平成30年度那須塩原市一般会計歳

入歳出決算認定については、原案のとおり認定す

べきものとすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○星委員長 異議がないものと認めます。 

  よって、認定第１号については原案のとおり認

定すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 その他として委員の皆様から何かござ

いますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 （木造住宅耐震診断の状況について） 

○星委員長 そのほかございますか。 

〔発言する人なし〕 

○星委員長 執行部から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 ないようですので、以上で建築指導課

の審査を終了いたします。 

  これで建設部の今定例会における審査は終了と

なりますが、建設部全体として何かございますか。 

  部長。 

○大木建設部長 先ほど道路課の審査の中で２件ほ

ど、まきえもんですか、融雪剤散布、それともう

一つはＬＥＤの数ですか、こちらのほうを今、調

査しておりますので、多分ひょっとすると戻れば、

もうすぐ答えが出ると思うんです。 

〔発言する人あり〕 

○星委員長 以上で建設部の審査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退出のため、暫時休憩といたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時３１分 

 

再開 午後 ２時４４分 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○星委員長 休憩前に引き続き会議を再開いたしま

す。 

  それでは、次第３、その他に入ります。 

  委員の皆様から何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○星委員長 事務局からは何かございますでしょう

か。 
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○鎌田書記 （事務連絡） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○星委員長 以上で今定例会における委員会の議事

日程は全て終了いたしました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任くださいますよう

お願いいたします。 

  以上で建設経済常任委員会を閉会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ２時５２分 
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